
厚生労働省独立行政法人評価委員会国立病院部会 (第 27回 )

議 事 次 第

平 成 21年 2月 25日 (水 )

9:00～ 11 : 15

経済産業省別館 1012号 会議室

1 開会

2 議事                                 '
(1)国立病院機構の第二期中期目標 (案)・ 中期計画 (案)について

(2)国立病院機構の平成 20年度償還計画の変更について

(3)国立病院機構の平成 21年度長期借入金計画 (案 )、 債券発行計画 (案)及び償還計

画 (案)について

(4)国立病院機構の役員報酬規程の改定について

(5)国立病院機構岡山医療センターにおける指定管理者制度に基づく公立病院運営に

ついて (報告 )

(6)中期目標期間終了時における積立金等の承認に係る意見聴取の取扱いについて

(7)「平成 19年度における厚生労働省所管独立行政法人の業務の_実績に関する評価

の結果等についての意見について」について (報告 )

(8)その他

3 開会
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1‐
-1

国立病院機構 第2期中期目標・中期計画 (案 )の概要

「整理合理化計画 (H19.12.24閣議決定 )」 、「見直し案(H19.12.21厚生労働省)」 等を踏まえ作成
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平成21年 4月 ～ 平成26年 3月 (5年間)

■ 国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項

【診療事業】
○患者の目線に立った医療の提供 (2頁 )

・分かりやすい説明と相談じやすい環境作り

診療ガイドラインの適切な活用

複数職種による説明(★ )

ロセカンドオピニオン制度の充実 → 全病院で対応

・レセプト並明細書の発行 → 全病院

・患者の自己管理 (セルフマネージメント)を支援する取組

○安心・安全な医療の提供 (3頁 )

・医療倫理の確立

各病院の倫理委員会の組織・運営状況の把握と改善

倫理的事項に関し助言を行う体制を病院内に整備

・医療安全対策の充実 (◆ )

ヒヤリハット事例の適正な分析などリスク管理を推進

病院間での相互チェックなど医療安全対策の標準化と情報発信

○質の高い医療の提供(4頁 )

・クリティカルパスの活用 → 10%以上の増(H20'比 )

口EBMの推進
研究成果の臨床への反映、臨床評価指標の充実

診療情報データベースの確立と民間を含めた利用促進 (◆ )

・患者のQOLの 向上 (◆ )

療養環境の向上、療養介護体制の強化
由職種間の協働・チーム医療の推進(★ )

O個別病院に期待される機能の発揮等 (5頁 )

・医療計画を踏まえた地域医療への一層の貢献 (★◆ )

地域医療機関との連携強化 → 地域連携クリティカ,レハ
゜
ス実施病院の増

紹介率・逆紹介率5%以上増 (H20'比 )

災害時等における迅速かつ適切な対応 (◆ )

医師不足地域への協力(◆ )

救急医療口′
lヽ児救急医療について体制強化 → 救急車による受入

数及び救急受診後に入院した患者数5%以上増(H20'比 )

・政策医療の適切な実施

引き続きセーフティーネットとして機能を果たす(◆ )

政策医療ネットワークの見直し

・国の重要政策の受け皿となるモデル事業の実施 (◆ )



【臨床研究事業】

OEBMのためのエビデンス作りの推進(◆)(7頁 )

・臨床研究を進め、EBM推進の基礎となる科学的根拠を築く

データ集積と情報発信

○治験の推進 (◆)(8頁 )

・複数病院間の共同治験を推進し、迅速で質の高い治験の実施

・国際共同治験や医師主導治験への積極的な取組
口治験実施症例数 → 5%以上増 (H20'比 )

○高度・先進医療技術の臨床導入の推進 (◆)(8頁 )

O研究倫理の確立 (8頁 )

・倫理委員会、治験審査委員会の審査状況の把握と改善

・ 業務運営の効率化に関する事項

【教育研修事業】
○質の高い医療従事者の育成 (9頁 )

・国立病院機構の特色を活かした臨床研修プログラムに基づく
質の高い医師の育成

口幅広い総合的な診療能力を有し、全人的な医療を推進できる

医師の育成(★◆)

・医療と一体となつた高等看護教育に資する取組 (◆ )

・技術研修、
「

を活用した遠隔研修の充実(★ )

○地域医療に貢献する研修事業の実施 (★◆)(10頁 )

【総合的事項】
○個別病院ごとの総合的な検証、改善等 (◆)(10頁 )

・総合的な検証、結果の公表、必要な改善措置 (H22年度末目処

・近隣の労災病院との診療連携等の検討

○エイズヘの取組推進 (11頁 )

○調査研究・情報発信機能の強化 (11頁 )

・総合研究センター (仮称)の設置

【効率的な業務運営体制の確立】
○本部・ブロック機能の強化(12頁 )

口総合研究センター(仮称)の設置

・lT推進室の常設化
日本部・ブロック職員の合計数 291名 → 288名
口内部監査を実施する組織の明確化と専任職員の配置 (◆ )

○弾力的な組織の構築 (13頁 )

・看護職、事務職の副院長への登用
・地域連携室の専任職員の配置 .120病院 → 全病院

・医療安全管理室の専任職員の配置 142病院 → 全病院

・副看護部長の複数配置などによる看護部門の体制強化

・病院に職員の教育研修を司る部署を設置し、人材育成体制の強化

○職員の業績評価等の適切な実施 (14頁 )

○監事監査、外部監査等の充実 (◆)(14頁 )

・会計監査人による監査  → 毎年、全病院で実施

・監事と連携し、契約事務適正性の担保のため抜き打ち監査を実施

・病院評価受審病院数 46病院 → 73病院以上



【業務運営の見直しや効率化による収支改善】

○経営意識の向上(15頁 )

日経営人材の確保や経営研修の充実
口政策医療のコスト分析 (◆ )

O業務運営コストの節減 (16頁 )

・使用医薬品の標準化を進め、共同購入対象品目の拡大
口後発医薬品の採用促進 → 数量シェア30%以上
口総人件費改革による人件費5%削減への取組 (◆ )

・給与水準の適正化と、その検証結果や取組状況の公表 (◆ )

・コスト合理化のための標準仕様による建物整備の効率化

・大型医療機器の共同入札の推進
口「随意契約見直し計画」に基づく取組の着実な実施 (◆ )

・市場化テストの実施 (各病院共通の消耗品等に係る物品調達業務
ロー般管理費の節減 → 5%以上節減 (H20'比 )(◆ )

○医療資源の有効活用(17頁 )

・高額医療機器の共同利用数 → 10%以上増(H20'比 )(◆ )

・病床の効率的利用(◆ )

・保有資産の有効活用 (病院機能との連携を考慮した貸付等)(◆ )

由国家試験合格率 → 全ての附属養成所で毎年度全国平均値以上

・医事会計システムの標準化 (機構内での共通仕様)→ 全病院

○収入の確保(19頁 )

・医業未収金の発生防止や徴収の改善 → 医業未収金比率の低減

・診療報酬請求業務の改善

・競争的研究費の獲得

・ 財務内容の改善に関する事項

○ 経 営 の 改 善 (20頁 )・ 中期 目標期間の各年度の損益計算において、国立病院機構全体として経常収支率を100%以上とする

○ 匿]「

=集
11責害11針 01攻善諏 201更 )・ 病院機能の維持・向上を図りつつ、投資の効率化を進め、承継債務を含めた固定負債を着実に減少

■その他業務運営に関する事項

○人事に関する計画 (21頁 )

・医師、看護師不足に対する確保対策の継続・推進とともに、    口障害者雇用の取組の推進

離職防止や復職支援への対策を講じる(☆)         ・技能職の純減 → 中期目標期間中に710人の純減

・有為な人材育成、能力開発のための研修の実施



資料 1-2

独 立 行 政 法 人

第 2期中期目標・

国 立 病 院 機 構

中期計画 (案 )

厚生労働省医政局国立病院課

独 立 行 政 法 人 国 立 病 院機 構



独 立行政法人 国立病院機構 第 1期 中期 日標 。中期計画 、第 2期 中期 目標・ 中期 計画 (案 )の 比較表

中  期   目   標  (旧 )          中  期   目   標  (新 )          中   期  計   画  (1日 )    E三   中   期   計   画  (新 )    1     見 直 し 内 容

き、独立行政法人国立病院機構 (以 下「国立病院機 づき、独立行政法人国立病院機構 (以 下「国立病院

独立行政法人国立病院機構中期目標

独立行政法人通則法 (平成11年法律第103号。

以下「通則法」という。)第 29条第 1項の規定に基

構」という。)が達成すべき業務運営に関する目標 (以

下「中期目標」という。)を次のように定める。

平成 16年 4月 1日

平成18年 3月 31日 改定

厚生労働大臣 坂 日  力

我が国の[療はゞ国民皆保険制度とともにどの医療

機関でも受診が可能なフリーアクセスの仕組みの下、

全般的な生活水準や公衆衛生の向上、医療関係者の努

力等とも相まって、世界最高の平均寿命・健康寿命を

成し、世界保健機関 (WHO)の評価においても
:国 の保健システムは世界最高とされている。

国立病院・療養所においても、昭和20年に厚生省

が旧陸海軍病院や軍事保護院所管の傷痰軍人療養所等

を引き継いで発足して以来、国民病と言われた結核の

や地域の医療拠点などとして国民の医療の向上に

大きな役割を果たすとともに、その後も、がん、循環

等の高度先駆的な治療や、重症′き身障害、進行性

ジストロフィーをはじめとする神経・筋疾患、エイ

ズ等の医療を展開し、約60年にわたり国民医療の確

・向 Lに 確かな足跡を残してきている。

しかしながら、現在、我が国においては、急速に少

子高齢化が進展する等社会環境が大きく変化する中、

が国の医療について様々な課題が指摘されている。

このため、①患者の選択の尊重と自己責任、②質の高

い効率的な医療の提供、③国民の安心のための基盤づ

くりという視点に立って、医療提供体制の改革が進め

られており、国立病院・療養所においても、こうした

視点から運営のあり方を見直すことが求められてい

る。

こうした中、国立病院・療養所は、中央省庁等改革

の 環́として、国立高度専門医療センター及びハンセ

ン病療養所を除いて独立行政法人へ移行することとな

った。

独立行政法人化後は、国の医療政策として担うべき

医療 (以 下「政策医療」という。)を 確実に実施する

独立行政法人国立病院機構中期目標(案 )

独立行政法人通則法 (平成 11年法律第103号。

以下「通員1法 」という。)第 29条第 1項 の規定に基

神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及

び観察等に関する法律」(平成 15年法律第 110
号。以下「医療観察法Jと いう。)に基づく医療など

について、入院患者数が全国の大きなシェアを占める

など、重要な役割を担つてきた。

また、財務面では、設立時に承継 した約7,500億 円

の債務を計画以上に償還しつつ、設立2年 日以降黒字

に転じ、第一期中期目標期間において黒字を計上して

いる。

く医療 (Evidcncc Bascd Mcdicine))推 進のた

めの大規模な臨床研究を進めている。

独立行政法人国立病院機構中期計画

独立行政法人通則法 (平成11年法律第103号。

下「通則法」という。)第 29条第1項 に基づき平

16年 4月 1日 付けをもつて厚生労働大臣から指示

適切に果たし、国民医療の向上に貢献していくこと

する。また、国立病院機構においては、患者の目線

独立行政法人国立病院機構中期計画(案 )

独立行政法人通則法 (平成11年法律第103号。

以下「通則法Jと いう。)第 29条第 1項 に基づき平

21年 ○月○日付けをもつて厚生労働大臣から指

示のあつた独立行政法人国立病院機構中期目標を達成

するため同法第30条の定めるところにより、次のと

り独立行政法人国立病院機構中期計画を定める。

平成 21年○月○ 日

独立行政法人国立病院機構

理事長 矢崎 義雄

平成 16年 4月 、独立行政法人国立病院機構 (以 下
「国立病院機構Jと いう。)は 、国民の貴重な医療資

として発足し、第一期中期計画期間においては、医

不足、医療費適正化という状況下、全国においてそ

の担うべき医療を確実に実施してきた。また、事業体

として、国時代の旧弊を絶ち1業務運営の効率化に取

り組み、国から承継した多額の過去債務を着実に償還

し、わが国の医療体制において、代替不可能な公共的

財産である病院群の長期的な存続のための基盤を着実

に築いてきた。

国立病院機構は、第二期中期計画期間においては、

第一期中期計画の成果を礎として、国民から信頼の得

られる医療を確実に提供することとする。その成果と

して得られた収益と業務運営の更なる効率化とが相俊

って生じた剰余については、国立病院機構に課せられ

た使命の実現、医療の質の向上のために再投資し、第

二期以降を含めた長期的な事業の安定を目指すものと

する。

国立病院機構の病院は、引き続き政策医療の着実な

実施とともに、各地域において地域医療の量・内容に

ついての課題が顕在化する中、地域の医療機関及び地

方公共団体との連携の下、患者・家族の利益を最優先

に、医療の安定した担い手として、地域医療の向上に

貢献していくこととする。

また、 145の病院群のネットワークを活かして、

わが国の医療の質の向上に寄与するとともに、スケー

ルメリットを活かして蓄積された診療情報の分析など

を通じて形成されたエビデンス (根拠)を 幅広く情報

発信し、国民医療の向上に活用するものとする。

さらに、限られた人的資源の下での医療提供を確実

構Jと いう。)が達成すべき業務運営に関する目標 (以

下「中期目標」という。)を次のように定める。

つた独立行政法人国立病院機構中期目標を達成す

るため同法第30条 の定めるところにより、次のとお

り独立行政法人国立病院機構中期計画を定める。

平成21年○月○日

厚生労働大臣 舛 添 要 一

平成16年 4月 1日

平成17年 3月 22日 改正

平成18年 3月 31日 改正

独立行政法人国立病院機構

理事長 矢崎 義雄

国立病院機構は、平成 16年度の設立以来、職員の 独立行政法人国立病院機構 (以下「国立病院機構J

という。)は 、国立病院・療養所が我が国において、意識改革や病院間のネットワーク機能の強化を図り

つ、国の医療政策として担うべき医療 (以 下「政策医

療」という。)の確実な実施と運営の効率化に取り組

んできた。

核、がん、循環器病、重症心身障害、進行性筋ジス

トロフィーをはじめとする神経・筋疾患、エイズなど

重要な課題であつて、国民の関心が高い医療を着実

診療面においては、結核、エイズ、重症心身障害、 こ提供してきたという長い歴史と功績の上に築かれ

筋ジストロフィーをはじめとする神経・筋疾患、「

国立病院機構は、国民から付託されたと言うべきこ

貴重な社会資源を活用して、全国においてその担う

き医療を確実に実施し、我が国の医療の向上に貢献

することを使命とする。

この使命を果たすに当たつては、国立病院IIt構は、

lE弊 にとらわれることなく、常に未来を見据えて改革

を進め、厚生労働大臣から示された中期目標の達成を

らなければならない。

すなわち、国立病院機構は、国民の医療需要の変化

さらに、臨床研究においても、我が国の治験体 療制度に関する諸課題を的確に捉えた上で、その

重要な一翼を担うとともにEBM(エ ビデンスに基 自性・自主性を最大限に発揮して、与えられた

他方、近年の医師不足を始め、病院を巡る環境が 1立 った国民に満足される安心で質の高い医療の提

しさを増す中で、国立病院機構は引き続き政策医療を 、国立病院機構のネットワークを活かしたエビデン

確実に実施しつつ、地域医療に一層貢献すること ス (E宙dence)の形成及び良質な医療人の育成を目

められており、その責務は益々高まっている。同時に、 とともに、業務運営のあり方全般を見直して、効

固定負債の着実な減少を含め経営基盤を安定化させ

必要がある。

かつ効果的な業務運営を可能とする体制を確立する

こととする。

このため、本部、プロック事務所、個々の病院がそ

れぞれ密接に連携し、一層の創意・工夫を加えつつ、

こうした観点から、ここに本中期計画を定め、これ

こ基づき国立病院機構の使命を果たすべく、職員一九

業務を確実に実施し、業務の質及び効率性・自

向 Lを 図り、それらを国民が実感できるよう最大限の

となって業務の遂行に当たることとする。
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とともに、時代に応じて変化する医療需要に的確に対

応していくことが重要である。また、国立高度専門医

療センターをも含めた全国の国立病院のネットワーク

を有効に活用しながら、積極的に国民医療の向 Lに 貢

献していく姿勢が求められる。

独立行政法人への移行は、同時代の制約や慣習・‖1

弊から離れ、新たな法人として、変革を実行する絶好

のllt会 であり、このlltを とらえ、独自性・自主性を発

揮して、経営効率を最大限 Lげ るとともに、政策医療
の確実かつ効果的な実施・患者サービスの向卜に積極

的に取り組み、それらを国民が実感できるよう最大限

の努力を期待する。

第1 中期目標の期間

国立病院機構の本中期日標の期間は、平成 16年 4

月から平成21年 3月 までの5年間とする。

努力を期待する。

第1 中期目標の期間

国立病院機構の本中期日標の期間は、平成2

月から平成26年 3月 までの5年間とする。

年 4

に行うため、良質な医療人材の育成・輩出を通じた医

療界への貢献に加え、医療職種間の役割分担と協働に

基づくチーム医療の推進を図るなど、病院運営のサー

ビスモデルを提示し、わが国の病院医療の水準の向上

に貢献していくものとする。

こうした観点を踏まえつつ、厚生労働大臣から指示

を受けた平成 21年 4月 1口 から平成26年 3月 31

日までの期間における国立病院機構が達成すべき業

務運営に関する日標 (以 下「中期目標」という。)を

達成するための計画を以 ドのとおり定める。

第2 国民に対して提供するサービスその他業務の質

の向上に関する事項

国立病院機構は、国民の健康に重大な影響のある疾

病に関する医療と地域の中で信頼される医療を行うこ

とを基盤としつつ、特に高度先駆的医療、難治性疾患

等に対する医療、歴史的・社会的な経緯により担って

きた医療及び国の危機管理や積極的貢献が求められる

医療として別に示す分野 (別記)を 中心として、医療

の確保とともに質の向上を図ること。

併せて、我が国の医療の向 卜に貢献するため、調査

lljT究 及び質の高い医療従事者の養成を行うこと。

第2 国民に対して提供するサービスその他業務の質

の向上に関する事項

国立病院機構は、国民の健康に重大な影響のある疾

病に関する医療、難治性疾患等に対する医療、歴史的

・社会的な経緯により担ってきた医療及び国の危機管

理や積極的貢献が求められる医療として別記に示すlll

策医療分野を中心に、国立病院機構の政策医療ネット

ワーク (以 ド「政策医療ネットワーク」という。)を

活用しつつ、医療の確保と質の向 Lを図ること。

あわせて、地域Iごおける他の医療機関との連携を強

化しつつ、都道府県が策定する医療計画を踏まえた適

切な役害1を 果たすこと。

さらに、我が国の医療の向上に貢献するため、調査

研究及び質の高い医療従事者の育成を行うこと。

第1 国民に対して提供するサービスその他業務の質

の向上に関する目標を達成するためにとるべき措

置

国立病院機構は、国民の健康に重大な影響のある疾

病に関する医療とともに地域の中で信頼される医療を

行うことにより、公衆衛生の向上及び増進に寄与する

こととする。このため、医療の提供、調査研究及び医

療従事者の養成を着実に実施する。

第1 国民に対して提供するサービスその他業務の質

の向上に関する日標を達成するためにとるヽ き措

置

国立病院機構は、国民の健康に重大な影響のある疾

病に関する医療とともに地域の中で信頼される医療を

行うことにより、公衆衛生の向上及び増進に寄与する

こととする。このため、医療の提供、調査研究及び医

療従事者の育成を着実に実施する。

1 診療事業

診療事業については、国の医療政策や国民の医療

需要の変化を踏まえつつ、利用者である国民に対し

て、患者の目線に立った適切な医療を確実に提供す

るとともに、患者が安心して安全で質の高い医療が

受けられるよう取り組むこと。

(1)患者の目線に立った医療の提供

患者自身が医療の内容を理解し、治療の選択を自

己決定できるようにするため、医療従事者による説

明・相談体制を充実するとともに、患者の視点でサ

診療事業

各病院において、国の医療政策や地域の医療事情

を踏まえつつ、患者の日線に立ち、息者が安心でき

る安全で質の高い医療を提供すること。

(1)患者の目線に立つた医療の提供

患者自身が医療の内容を理解し、治療を選択でき

るように、診療ガイドラインの活用、医療従事者に

よる説明・相談体制の充実、全病院におけるセカン

診療事業

診療事業においては、利用者である国民に満足さ

れる安心で質の高い医療を提供していくことを主た

る目標とする。

(1)患者の目線に立った医療の提供

① 分かりやすい説明と相談しやすい環境づくり

患者が医療の内容を適切に理解し、治療の選択

を患者自身ができるように説明を行うとともに、

1 診療事業

診療事業においては、利用者である国民に満足さ

れる安心で質の高い医療を提供していくことを主た

る目標とする。

(1)患者の目線に立つた医療の提供

① 分かりやすい説明と相談しやすい環境づくリ

患者が医療内容を適切に理解し、治療の選択を

患者自身ができるように診療ガイドラインの適切

独 立行 政 法 人国立病 院機 構 第 1期 中期 目標

中 期 日 標 (‖l) 中 期 目 標 (新 )匡

中期 計 画 、第 2期 中期 目標 中期 計 画 (案 )の 比較 表

見 直 し 内 容

「独立行政法人国立病院機構の

主要な事務及び事業の改廃に関

する勧告の方向性Jに おける指

摘事項を踏まえた見直し案 (以

下、「見直し案Jと する。)J

第1 事務及び事業の見直し

5 その他事務及び事業の見直

し

(1)診療事業

結核、重症心身障害、進行性

筋ジストロフィー、神経難病等



―ビスを点検するために患者満足度を測定し、その

結果について適宜、分析・検討を行うことにより、

国サ病院機構が提供するサービス内容

の見直しや向Lを図ること。

また、主治医以外の専門医の意見を聞くことので

きるセカンドオピニオン制度を導入すること。

(2)患者が安心できる医療の提供

患者が安心して医療を受けることができるよう、

国立病院機構における医療倫理の確立を図るととも

に、医療安全対策の充実に努めること。

また、地域医療に貢献するために、救急医療・小

児救急等に積極的に取り組み、平成15年度に比し、

中期日標の期間中に、救急患普及び小児救急患者の

受人数について 10%の増加を図ること。

独 立行 政 法 人 国 立病 院機 構 第 1期 中期 目標 ・ 中期 計画 、第 2期 中期 目標 。中期 計 画 (案 )の 比 較表

ドオピニオン相談体制の整備、診療報酬の算定項 目 活 の同席による説明などに努める

のわかる明細書の全病院における発行などに取り

むこと。

また、患者の目線に立った医療推進の観点から

者満足度調査を更に改善し、医療の質の向上を図る

こと。

さらに、疾患に対する患者の自己管理 (セ ル

フマネージメント)の 観点から患者の支援を図るこ

と。

(2)安心・安全な医療の提供

医療倫理を確保する体制を整備すること。

また、診療情報について情報開示を適切に行うほ

か、政策医療ネットワークを活用しつつ、医療安

対策の充実を図り、医療事故の防止に努めること。

さらに、これら取組の成果を適切に情報発信する

こと。

また、患者満足度調査における医療従事者の説

明に関する項目について、特に、平均値以下の評

価の病院については、医療従事者の研修を充実す

る等により、平均値以上の評価を受けられるよう

改善を図る

② セカンドオピニオン制度の実施

国立病院機構において、患者が主治医以外の専

門医のアドバイスを求めた場合に適切に対応でき

るようなセカンドオピニオン制度を導入し、中

目標の期間中に、全国で受け入れ、対応できる体

制を整備する。

とともに、

む。

相談しやすい体制をつくるよう取り組

また、患者とのコミュニケーションに関する研

修 (接遇等)を充実し、患者満足度調査において、

医療従事者の説明に関する項目についての改善に

ついて検証を行う。

② セカンドオピニオン制度の充実

患者が主治医以外の専門医のアドバイスを求め

た場合に適切に対応できるようなセカンドオピニ

オン制度について、中期目標の期間中に、全病院

で受け入れ対応できる体制を整備する。

また、セカンドオピニオンに対する患者の理解、

満足に関する調査を実施し、制度の充実を図る。

２

①

Ｏ

①

③ 患者の価値観の尊重

患者満足度調査を毎年実施し、その結果を踏ま

えて患者の利便性に考慮した多様な診療時間の

定や待ち時間対策などサービスの改善を図る。特

に、患者満足度調査の結果、調査項目全体の評価

結果について平均値以下の評価の病院について

は、サービス内容を具体的に見直し、平均値以上

の評価を受けられるよう改善を図る。

患者が安心できる医療の提供

医療倫理の確立

患者が安心できる医療を提供するため、各病院

はカルテの開示を行うなど情報公開に積極的に取

り組むとともに、患者のプライバシーの保護に努

めることが、患者との信頼関係の醸成において重

要である。また、臨床研究を実施するすべての病

院に倫理委員会を、治験を実施するすべての病院

に治験審査委員会を設置し、すべての臨床研究、

治験について厚生労働省が定める倫理指針 (平成

15年厚生労働省告示第255号)を遵守して実

施する。なお、小規模病院については、その負担

の軽減のため、合同開催等により倫理委員会を行

うこととする。

各病院の倫理委員会の組織・運営状況を把握

し、その改善に努めるとともに、倫理委員会の指
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③ 患者の価値観の尊重

患者満足度調査を毎年実施し、その結果を踏ま

えて患者の利j便性に考慮した多様な診療時間の設

定や待ち時間対策などサービスの改善を図る。

また、慢性疾患を中心に疾患に対する患者の自

己管理 (セ ルフマネージメント)を医療従事者が

支援する取組を推進するほか、個別の診療報酬の

算定項目の分かる明細書を発行する体制を中期目

標の期間中に全病院に整備する。

さらに、患者満足度調査については患者の日線

に立った観点からその見直しを図る。

安心・安全な医療の提供

医療倫理の確立

患者が安心できる医療を提供するためには、患

者との信頼関係を醸成することが重要であり、各

病院はカルテの開示を行うなど適切な情報開示に

取り組むとともに、患者のプライバシーの保護に

努める。

また、各病院の倫理委員会の組織・運営状況を

本部|ビおいて把握し、その改善に努めるとともに、

倫理的な事項に関し医療従事者に対して助言を行

う体制を院内に整備する。

相談しやすい体制をつくるよう取り組む。

見 直 し 内 容

に対する医療、心神喪失等の状

態で重大な他害行為を行つた者

の医療及び観察等に関する法律

(平成 15年法律第 110号 )に

基づく医療など他の設置主体で

は必ずしも実施されないおそれ

のある医療について、セーフテ

ィーネットとしての機能を果た

す。また、医療安全と患者のQ
OL(生 活の質)の 向上に全国規

模で戦略的に取り組み、その成

果の我が国医療への普及を図

る。

さらに、国の医療分野におけ

る重点政策の受け皿となるモデ

ル事業を実施するほか、都道府

県が策定する新たな医療計画を

踏まえ、限られた医療資源の中

で地域医療に一層貢献する。特

に、災害時の医療支援やへき地

医療への持続的な支援、医師不

足問題に直面する地域医療への

支援など、国立病院機構の全国

的なネットワークを活かして確

実に対応する。



中  期  日  標 (1日 )

(3)質の高い医療の提供

国立病院機構の医療の標準化を図るため、クリテ

イカルパ スの活用やエビデンスに基づく医療

(Evidoncc Based Mcdldne)に 関する情報の共有化

を図ること。

これまで担ってきた重症心身障害児 (者 )、 進行

性筋ジストロフィー児 (者)等 の長期療養者のQ0
1´ (/L活の質)の向上を図り、併せて、在宅支援を

行うこと。

国立病院機構が有する人的・物的資源を有効に活

用し、地域医療に貢献するため、病診・病病連携を

推進すること。これらの医療の質の向上を基盤に政

策医療ネットワークを活用し政策医療を適切に実施

するとともに、その際、政策医療の評価を行うため

の指標を開発すること。

独 立行政法人 国立病院機構 第 1期 中期 目標・ 中期計画 、第 2期 中期 目標 。中期 計画 (案 )の 比較表

る。

(3)質の高い医療の提供

政策医療ネットワークによる情報・ノウハウの共

有化を図りつつ、クリティカルパス、職種間の協働

に基づくチーム医療などを推進すること。

また、EBMの 推進、政策医療の質の向上及

てん化の観点から、政策医療ネットワークを活用し

て診療情報データベースを早期に確立し、民間を含

めた利用促進を図るとともに、臨床評価指標の充

に努めること。

さらに、患者のQOL(生活の質 (Quality of

ife))の 向上を図り、特に重症心身障害児 (者 )、

筋ジストロフィー児 (者 )等の長期療養者について

は、障害児の療育環境の向上及び障害者自立支援

(平成 17年法律第 123号)に基づく療養介

護事業の体制の強化に努めるとともに、老朽化し

② 医療安全対策の充実

医療安全対策を重視し、 リスクマネジャーを中

心に、ヒヤリハット事例の適正な分析等のリスク

管理を推進する。

院内感染対策のため、院内サーベイランスの充

実等に積極的に取り組む。

我が国の医療安全対策の充実に貢献する観点か

ら、新たな医療事故報告制度の実施に協力すると

ともに、すべての病院において、医薬品等安全性

情報の報告を徹底する。

③ 救急医療・小児救急等の充実

地域住民と地域医療に貢献するために、救急医

療・小児救急等に積極的に取り組むこととし、平

成15年度に比し、中期目標の期間中に、救急患

者及び小児救急患者の受入数について10%以上

(※ )の増加を目指す。

平成 15年度実績

年間延べ救急患者数

554, 504111:

うち年間延べ小児救急患者数

163, 3 5 5FI:

(3)質の高い医療の提供

① クリティカルバスの活用

チーム医療の推進、患者に分かりやすい医療の

提供や医療の標準化のため、クリティカルパスの

活用を推進することとし、平成15年度に比し、

中期目標の期間中に、クリティカルパス実施件数

について50%以 上の増加 (※ )を 目指す。

〔
※ 平成をぇ曇偲テ曇 97, 389件

② 医療安全対策の充実

医療安全対策を重視し、 リスクマネージャーを

中心に、ヒヤリハット事例の適正な分析等のリス

ク管理を推進するとともに、病院間での相互チェ

ックを実施するなど医療安全対策の標準化に取り

組む。特に、院内感染対策については、院内サー

ベイランスの充実などに積極的に取り組む。

また、我が国の医療安全対策の充実に貢献する

観点から、各病院は引き続き医療事故や医薬品等

安全性情報の報告を徹底する。

さらに、これら取組の成果をとりまとめ情報発

信に努める。

rイ ノ0へ″台

質の高い医療の提供

クリテイカルバスの活用

チーム医療の推進、患者に分かりやすい医療の

提供や医療の標準化のため、クリティカルパスの

活用を推進し、その実施件数について中期目標の

期間中に、平成 20年度に比し10%以 上の増加

を目指す。

３

（∪

見 直 し 内 容



クリティカルパスの実施件数については50%、 高

額医療機器のリヒ同利用数については40%の 増加を

図ること。

独 立行 政 法 人 国 立病院機 構 第 1期 中期 目標 。中期計 画 、第 2期 中期 目標 中期 計 画 (案 )の 比 較 表

中 期 計 画 (1日 ) 中 期 計 画 (新 )

の計画的整備 を図ること。 わせて、通

園事業等を推進し在宅支援を行うこと。 ② EBMの推進 EBMの推進

国立病院機構が担つている政策医療の質の向上

と均てん化の観点から国立病院機構のネットワー

クを十分に活用し、エビデンスに基づく医療 (Ev

idence 3ased‖edicine。 以下「E BMJと いう。)

を実践するため、臨床研究などにより得られた成

果を臨床に反映させるとともに、臨床評価指標の

充実を図る。

また、医事会計システムの標準化などを通じて

診療情報データベースを早期に確立し、民間を含

めた利用促進を図る。

国立病院機構のネットワークを十分に活用し

エビデンスに基づ く医療 (E宙dcncc

Medlcme。 以下「EBM」 という。)を実践するた

め、中期日標の期間中に、臨床評価指標の開発や

EBMに 関する情報データベースの作成を目指

す。

③ 長期療養者のQOLの向上等

長期療養者に関しては、そのQOL(生活の質)

の向上を目指し、すべての病院において面談室

を設置するとともに、ボランティアの積極的な

受入や協働等に努める。

また、重症心身障害児 (者 )、 進行性筋ジスト

ロフィー児 (者 )を 受け入れている81病院に

ついては、患者家族の宿泊室を設置している病

院数を、地方公共団体、関係団体等の協力も得

て、平成15年度に比し、中期目標の期間中に、

10%以上の増加 (※)を 目指す。

併せて、重症,い身障害児 (者 )等の在宅療養を

支援するため、通園事業等の推進や在宅支援ネ

ットワークヘの協力を行う。

(※ 平成15年度実績 54病 院に設置)

③ 長期療養者をはじめとする患者のQOLの向上

等

長期療養者をはじめとする患者のQOL(生活

の質)に関しては、ボランティアの積極的な受入

や協働等に努めるとともに、障害児の療育環境の

向上及び障害者自立支援法 (平成 17年法律第 1

23号)に基づく療養介護事業の体制の強化を行

うなど、その向上に取り組み、患者満足度調査に

おけるQOLに関する項目の評価について、平均

値の向上に努める。

また、重症心身障害児 (者 )等の在宅療養を支

援するため、通園事業等の推進や在宅支援ネット

ワークヘの協力を行う。

あわせて、特に重症心身障害、筋ジストロフィ

ーなどの老朽化した病棟については、計画的に更

新整備を行う。

④ 機種間の協働、チーム医療の推進

チーム医療の推進に必要な複数の専門職種間の

協働とそのために役割分担された各職種の業務を

実施することにより、質の高い医療を効率的に提

供する。

(4)個別病院に期待される機能の発揮

① 医療計画を踏まえ地城医療ヘー目の貢献

地域において必要とされる医療を的確に実施す

るためて地域連携クリティカルパス実施病院の増

加や紹介率、逆紹介率の向上など地域の医療機関

との連携・強化を図るとともに、都道府県が策定

する医療計画を踏まえ、4疾病・5事業を中心に

地域医療の向上に積極的に取り組む。また、紹介

(4)個別病院に期待される機能の発揮等 ④ 病診連携等の推進

地域における医療に一層貢献するため、都道府 地域の医療機関との連携を図り、地域において

が策定する医療計画を踏まえ、がん、脳卒中、 的確な役割を担うため、すべての病院において

心筋梗塞及び糖尿病の4疾病並びに救急医療、災

時における医療、へき地の医療、周産期医療及び

児医療 (小児救急医療を含む)の 5事業を中心に、

地域連携クリティカルパスを始め地域の医療機関と

域医療連携室を設置するとともに、平成15年度

に比し、中期目標の期間中に、MRI等の高額医

療機器 (※ 1)の共同利用数について40%以上

の増加 (※ 2)を 目指す。

また、同様に、紹介率と逆紹介率について各々

‐5‐

の連携強化等を図ること。また、救急医療・小

見 直 し 内 容

「独立行政法人整理合理化計画

(以下、「整理合理化計画Jと す

事務及び事業の見直し

【診療事業、臨床研究事業、教

育研修事業】

○国立病院機構におけるネット

ワークの再構築、診療情報デ
ータベースの早期確立及び民

間を含めた利用促進を図る。

「見直し案J

第1 事務及び事業の見直し

2 診療情報データベースの確

立及び利用促進

国立病院機構が担っている政

策医療の質の向上と均てん化の

観点から、国立病院機構のネッ

トワークを活用して、診療情報

データベースの早期確立と民間

を含めた利用促進を図るものと

する。



独 立行 政 法 人 国立病 院機 構 第 1期 中期 目標 。中期 計画 、第 2期 中期 目標

中  期  目  標 (1日 )

救急医療については体制強化を図り、周産期医療に

おいてはNICU(新 生児集中治療室(Neonatal lnten

ive Care Unit))の 後方支援機能の強化を図ること。

また、災害や新型インフル手ンザなど公衆衛生卜重

大な危害が発生し又は発生しようとしている場合に

は、迅速かつ適切な対応を行うこと。更に、医師不

足地域への協力に努めること。

各病院が担う政策医療について引き続き適切に実

施し、結核、エイズ、重症心身障害、筋ジストロフ

ィーをはじめとする神経・筋疾患等に対する医療、

医療観察法に基づく医療など他の設置主体では必ず

しも実施されないおそれのある医療について、セー

フティーネットとしての機能を果たすこと。

また、国の医療分野における重要政策の受け‖1と

なるモデル事業を積極的に実施すること。

期  目  標  (新 )

5%以上引き上げる (※ 3)こ とに努める。

※ I CT(コ ンピュータ断層撮影装置)、 M
RI(磁気共鳴診断装置)、 シンチグラフ

ィー、SPECT(シングルフォトンエミ

ッションCT装置)

中期計画 (案 )の ルヒ較表

については、中期目標の期間中に平

成20年度に比し各々5%以上引き上げることに

努める。

特に、災害時の医療支援やへき地医療への持続

的な支援、医師不足問題に直面する地域医療への

支援など国立病院機構の全国的なネットワークを

活かして確実に対応する。

さらに、小児救急を含む救急医療については引

き続き体制強化を図り受入数の増加に努め、中期

目標の期間中に平成 20年度に比し、救急車によ

る受人数及び救急受診後に入院した患者数につい

て各々5%以 Lの増加を目指す。また、周産期医

療についても重症心身障害児 (者 )病棟等におい

てNICU(新 生児集中治療室(Neonatal lntens

ive Care Unit))の 後方支援病床としての機能強

化を図る。

χ 共同利用1ま 鵬″ 業務遍旨の効率を～

2r2-有 均堀リカ ヘ移動

K2 平成 15年度実績

総件数  28, 282件
※3 平成 15年度実績

紹介率

逆紹介率

36. 8%
24 4%
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⑤ 政策医療の適切な実施

これまで担つてきた結核やエイズをはじめとす

る感染症、進行性筋ジストロフィーや重症心身障

害等の政策医療について、政策医療ネットワーク

を活用し、適切に実施する。

また、今後開発する臨床評価指標を活用してそ

の実施状況を把握し、評価を行い、個々の病院が

取り組む政策医療の質の向上を図る。

② 政策医療の適切な実施

地域医療への一層の貢献とともに、これまで担

つてきた結核やエイズをはじめとする感染症、重

症心身障害、筋ジストロフィーをはじめとする神

経・筋疾患、精神科医療など他の設置主体では必

ずしも実施されないおそれのある医療について、

政策医療ネットワークを活用し、引き続き適切に

実施することによリセーフティーネットとしての

機能を果たす。特に、以下に掲げる事項について
一層の推進を図る。

また、既存の政策医療ネットワークについては、

その構成を見直し、再構築し、国立高度専門医療

センターとの適切な連携を図りつつ、活動性の向

Lを 図ることにより個々の病院が取り組む政策医

療の質の向Lを図る。

【重症心身障害、筋ジストロフィーをはじめとする

神経・筋疾患l

・ 重症心身障害病棟におけるNICUの後方病

床としての機能強化
・ 障害児の療育環境の向上及び障害者自立支援

法に基づく療養介護事業の体制の強化 など

見 直 し 内 容



独立行政 法人国立病 院機構 第 1期 中期 目標 。中期計画 、第 2期 中期 目標 ・ 中期計画 (案 )の 比較表

中  期   日  標  (旧 )         中  期  目  標  (新 )          中  期  計  画  (1日 )    E    中  期  計  画  (新)    1     見 直 し 内 容

【精神科医療】
・ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行つた

者の医療及び観察等に関する法律 (平成15年

法律第110号。以下「医療観察法」という。)

に基づく医療の実施
・ 身体合併症、発達障害、薬物・アルコール依

存、難治性精神疾患への対応

・ 精神科急性期医療への対応 など

:結核医療など】
・ 結核との重複疾患への対応

・ 薬剤耐性結核への対応

・ 新型インフルエンザ対策の実施 など

③ 重点施策の受け皿となるモデル事業の実施

国の医療分野における重点施策については、そ

の受けlllと なるモデル事業を積極的に実施する。

特に、新型インフルエンザ対策については、他の

医療機関のモデルとなるような対応指針を策定す

る。

2 臨床研究事業

臨床研究事業については、豊富かつ多様な症例を

有する国立病院機構のネットワークを活用して、診

療の科学的根拠となるデータを集積し、エビデンス

(Evidence)の形成に努めること。また、我が国の

医療の向卜のため個々の病院の特性を活かし、高度

先端医療技術の開発やその臨床導入を推進するこ

と。

また、治験についても、 上記の国立病院機構の特

徴を活かし、質の高い治験を推進するため、平成 1

5年度に比し、中期目標の期間中に、治験実施症例

数の20%の増加を図ること。

2 臨床研究事業

政策医療ネットワークを活用して、

礎となる医療の科学的根拠を構築し、

の向卜に資するため情報発信すること。

EB‖推進の

また、高度・先進医療技術の臨床導入を推進する

こと。

さらに、治験を含め臨床研究を的確かつ迅速に

施するための体制整備を進めること。

我が国

2 臨床研究事業

臨床研究事業においては、国立病院機構のネット

ワークを活用して臨床研究を進め、診療の科学的

根拠となるデータを集積するとともに、情報を発

信し、これらにより、我が国の医療の質の向上に

貢献する。

2 臨床研究事業

臨床研究事業においては、政策医療ネットワーク

を活用して質の高い治験など大規模な臨床研究を進

め、EBM推 進の基礎となる、科学的根拠を築くデ

ータを集積するとともに、その情報を発信すること

により、我が国の医療の質の向上に貢献する。

「見直し案」

第 1 事務及び事業の見直し

5 その他事務及び事業の見直

し

(21 臨床研究事業

質の高い治験など大規模な臨

床研究の充実強化により、EB
M(根拠に基づく医療)推進の基

盤となる医療の科学的根拠を築

くとともに、医療技術の開発や

その臨床への導入の受けllllと な

る体制の更なる整備を行う。

(1)ネ ットワークを活用したEBMのためのエビデ

ンスづくりの推進とそれに基づいた診僚ガイドラ

インの作成

① 一般臨床に役立つ独自の臨床研究の推進

一般臨床に役立つエビデンスづくりを実施する

ため、平成16年度中に国立病院機構のネットワ

ークを活用した観察研究等を主体とする臨床研究

計画を作成し、これに基づいて独自の臨床研究を

推進する。  |
また、これにより、主要な疾患の標準的な診療

指針の作成・改善に寄与する。

政策医療ネットワークを活かし

_7_

(1)ネットワークを活用したEBMのためのエビデ

ンスづくりの推進

① 一般臨床に役立つ臨床研究の推進

政策医療ネットワークを活用し臨床試験を含む

共同研究を推進し、研究成果を情報発信するなど

一般臨床に役立つエビデンスづくりを実施する。

② 政策医療ネットワークを活かした臨床研究の推

進

②

進



独 立行政 法人国立病院機構 第 1期 中期 目標 ・ 中期計画 、第 2期 中期 日標 。中期 計画 (案 )の 比較 表

「
 中 期 日 標 (「1)1 中 却1目 標 (新 )  中 期 計 画 (FI)

各政策医療分野毎のEBMの 推進のために臨床

研究計画を国立高度専門医療センターの協力の

下、平成 16年度中に作成し、これに基づいて臨

床研究を推進する。

また、この成果を基に、政策医療分野の疾患に

ついて、標準的な診断・治療に関するエビデンス

の集積を行い、指針の作成を目指す。

③ 臨床研究センター及び臨床研究部の評価制度

平成16年度中に、エビデンスづくりへの貢献

(登録症例数等)を 主とした評価基準を作成し、

政策医療ネツトワークを活用した臨床研究成果と

ともに、臨床研究センター及び臨床研究部の評価

を実施する。

(2)治験の推進

国立病院機構のネットワークを活用して迅速で質

の高い治験を推進する。

本部に治験窓日を設置する等により、多病院間の

共同治験を推進し、質の高い治験を実施する。また、

治験の優先順位を示す指針の作成のため、本部に治

験の調整に関するチームを編成する。

すべての臨床研究センター及び臨床研究部に治験

管理部門を設置し、治験を実施することとし、平成

15年度に比し、中期目標の期間中に、治験実施症

例数について20%以上の増加 (※ )を 日指す。

(※  平成 15年度実績 治験総実施症例数

2,789件 )

(3)高度先端医療技術の開発や臨床導入の推進

各病院においては、臨床研究センター及び臨床研

究部を中心に、その個性を活かした高度先端医療技

術の開発を進めるとともに、その特性等を活かし、

臨床導入を推進する。

7″ノ餃 ■部分

3 教育研修事業

教育研修事業については、国立病院機構のネット

ワークやその有する人的・物的資源を活かし、独自

3 教育研修事業

政策医療ネットワークを活用し、国立病院機構の

特色を活かした臨床研修プログラムやキャリアパス

3 教育研修事業

教育研修事業においては、独自の臨床研修プログ

ラムに基づく質の高い臨床研修医の養成やキャリア

研究センター、

の推進のための臨床研究を推進する。

また、臨床研究に精通した人材の育成を図ると

ともに、臨床研究組織の評価制度を充実し、医療

必要度、研究力に応じた柔軟な研究体制を構築す

る。

政策医療ネットワークを活用して多病院間の共同

治験を推進し、迅速で質の高い治験を実施する。

複数の病院で実施する治験について本部が一括審

査を行う中央治験審査委員会を運営するなど治験の

推進体制の強化を図るとともに、国際共同治験や医

師主導治験の実施に積極的に取り組む。

治験実施症例数について中期目標の期間中に平成

20年度に比し5%以 上の増加を目指す。

(3)高度・先進医療技術の臨床導入の推進

臨床研究センター及び臨床研究部を中心に、高度

医療・先進医療について臨床導入などを推進する。

(4)研究倫理の確立

臨床研究や治験を実施する病院すべてに設置され

た臨床研究に関する倫理委員会、治験審査委員会に

ついて各病院の審査状況を本部で把握し、その改善

に努める。

3 教育研修事業

教育研修事業においては、独自の臨床研修プログ

ラムに基づく質の高い医師の育成やキャリアパス制

見 直 し 内 容

「見直し案J

第1 事務及び事業の見直し

5 その他事務及び事業の見直



事者の養成に努めること。

臨床研修医やレジデント (専門分野の研修医をい

う。)に ついては、平成 15年 度に比し、中期目標

の期間中に、それぞれ受け入れ数の20%の増加を

図ること。

また、政策医療に関する研修会については、平成

15年度に比し、中期目標の期間中に、参加人数の

25%の増加を見込むとともに、地域の医療従事者

に対する研修事業の充実を図ること。

独立行政法人 国立病院機構 第 1期 中期 目標・ 中期 計画、第 2期 中期 目標・ 中期計画 (案 )の 比較表

制度により、質

めること。

の高い医療従事

特に、幅広い総合的な診療能力を有し、全人的な

医療を推進できる医師の育成に努めること。 質の高い医療従事者の育成・確保

質の高い医師の育成また、国立病院機構が担う医療に対する使命感を

持つた質の高い看護師の育成を行うとともに、看護

教育の変化の中で、医療と一体となった高等看

育に資する取組を行うこと。

さらに、EBMの成果の普及や医療の地域連携の

促進などを目的として、地域の医療従事者及び

住民に対する研修事業の充実を図ること。

平成 15年度 臨床研修医現員数

455名
平成 15年度 レジデント現員数

830名

行う。

(1)質の高い医療従事者の養成

① 質の高い臨床研修医やレジデントの養成

独自の臨床研修プログラムに基づき、質の高い

研修を実施して良質な研修医の養成を行うことと

し、平成15年度に比し、中期目標の期間中に、

国立病院機構として受け入れる臨床研修医数につ

いて20%以 上の増加 (※ 1)を 目指す。

併せて、良質な医師を養成するため、レジデン

ト (専 門分野の研修医をいう。)の養成システム

を見直し、平成15年度に比し、中期目標の期間

中に、国立病院機構として受け入れるレジデント

数について20%以上の増加 (※ 2)を 目指す。

ｌ

①

国立病院機構の特色を生かした臨床研修プログ

ラムに基づき、質の高い研修を実施して良質な医

師の育成を行う。

あわせて、臨床研修終了後の医師が各病院にお

いて実施する専門分野の研修である専修医制度に

関し修了基準を設けるなど、研修コースや研修プ

ログラムの充実を図り、良質な医師を育成する。

さらに、専修医制度を活用し、幅広い総合的な

診療能力を有し、全人的な医療を推進出来る医師

の育成について、国立病院機構全体として取り組

む。
※

　

　

※

ｒ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｔ

ヽ

―

―

―

―

―

ノ

④ 質の高い看護師等養成

看護師等養成所については、第二者によるカリ

キュラム評価をすべての養成所において実施して

教育の質を高めるとともに、再編成等により専任

教官の充実を図る。

また、すべての養成所は、地域医療への貢献の

ため、地域に開かれた公開講座を実施する。

② 質の高い看護師等の育成

国立病院機構が担う医療に対する使命感を持っ

た質の高い看護師の育成を行うとともに、高度な

看護実践能力を持ち、医師など多職種との協働に

よリチーム医療を提供していくことのできる看護

師を育成するため、医療と一体となつた高等看護

教育に資する取組を行う。

また、看護師等養成所については引き続きカリ

キュラムの第二者評価を実施し、教育の質の充実

を図る。さらに、すべての養成所は地域医療への

貢献のため、地域に開かれた公開講座を実施する。

② 医師のキャリアパス需度の構築

国立病院機構の組織や機能の特色を活かして、

医師のキャリアパス制度を構築し、本部採用の導

入と併せて、良質な医師の養成と確保に努める。

③ 医師のキャリアパス綱度の構築

国立病院機構の組織や機能の特色を活かして、

医師のキャリアパス制度を構築し、本部採用め導

入と併せて、良質な医師の育成と確保に努める。

③ 看護師のキャリアパス制度の構築

専門看護師の育成を含む看護師のキャリアパス

制度を構築し、良質な看護師の養成と確保に努め

る。

④ 看護師のキャリアパス

“

度の充実

平成18年度から運用している看護師のキャリ

アパス制度について、プログラムの運用等に係る

評価を実施し、引き続き国立病院機構の特色を活

かしたキャリアパス制度の充実を図り、良質な看

護師の育成と確保に努める。

見 直 し 内 容
し

(3)教育研修事業

質の高い医療従事者の養成、

特に、幅広い総合的な診療能力

を有し、全人的な医療を推進で

きる医師の育成、地域社会に貢

献する教育活動を引き続き実施

する。また、国立病院機構が担

う医療に対する使命感を持った

質の高い看護師の養成を行うと

ともに、看護教育の変化の中で、

医療と一体となった高等看護教

育の実施を検討する。



1  中  期  日  標 (Fl) |

独立行政 法人国立病院機構第 1期 中期 目標・ 中期計画 、第 2期 中期 日標 。中期計画 (案 )の 比較表

中 期  日  標  (新 ) 1 中 期 計 画 (l口 )| 1 中 期 計 画 (新 )|

⑤ EBMの普及のための研修人材養成

政策医療ネットワークにおいて、EBMに 基づ

いた医療を提供するため、研修会等を開催して良

質な医療従事者の養成を図る。また、治験・臨床

研究推進のための治験コーディネーター等のEB
Mに精通した人材の養成を行う。

政策医療ネットワークにおいては、これらの研

修内容等の充実に努めるとともに、平成 15年度

に比し、中期日標の期間中に、当該研修会への参

加人数について25%以上の増加 (※ )を 目指す。

(※  平成 15年度実績 研修会延べ参加人数

1,525名 )

(2)地域医療に貢献する研修事業の実施

政策医療ネットワークにより確立したEBMの成

果等を普及させるため、各病院は、地域の医療従事

者を対象とした研究会等の開催により、地域医療ヘ

の貢献を行う。当該研究会の内容の充実に努めると

ともに、中期日標の期間の最終年度において、 14
万人以上の参加 (※ )を得られるよう努める。

(※  平成 15年度実績 研究会延べ参加人数

75,102名 )

⑤ 医療従事者研修の充実

質の高い医療従事者を育成するため、コメディ

カルをはじめとする医療関係職種を対象とした研

修などについて更なる充実を図る。

特に、医療技術の向上を図るため、技術研修の

実施体制を計画的に整備するとともに、国立病院

機構の全国的なネットワークを活用しITを用い

た遠隔研修の充実を図る。

勝

(2)地域医療に貢献する研修事業の実施

政策医療ネットワークにより確立したEBMの成

果等を普及させるため、各病院は、地域の医療従事

者を対象 とした研究会や地域住民を対象とした公

開講座等を開催し、地域社会に貢献する教育活動を

実施する。当該研究会等の内容の充実に努めるとと

もに、開催件数について中期目標の期間中に平成2

0年度に比し15%以上の増を目指す。

4 災害等における活動

災害や公衆衛生上重大な危害が発生し又は発生し

ようとしている場合には、迅速かつ適切な対応を行

うこと。

rイノへ移動 4 災害等における活動

災害や公衆衛生上重大な危害が発生し又は発生し

ようとしている場合には、医療班の派遣等の迅速か

つ適切な対応を図ることとする。そのため、災害医

療研修等を充実する。

rイ ノ0へ移動

4 総合的事項

(1)個別病院ごとの総合的な検証、改善等

平成22年度末を目途に、個々の病院ごとに、政

4 総合的事項

(1)個別病院ごとの総合的な検証、改善等

平成22年度末を目途に、個々の病院ごとに政

見 直 し 内 容

「整理合理化計画J

事務及び事業の見直し

【診療事業、臨床研究事業、教



独 立行政 法 人 国立病 院機 構 第 1期 中期 目標・ 中期 計画 、第 2期 中期 目標 。中期 計画 (案 )の 比 較 表
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中 期 計 画 (|口 )

策医療に係る機能、地域医療事情、経営状況等に

ついて総合的に検証し、その結果を公表するとと

もに必要な改善措置を講ずる。その際、国立病院

機構の病院の近隣に労災病院等がある場合は、都

道府県が策定する医療計画、地理的配置状況や担

つている医療機能等を踏まえ、個々の病院単位で

国立病院機構の病院と労災病院との診療連携の構

築を始め効率的な運営可能性について検討を行

う。

また、厚生労働省において、平成25年度末ま

でに、所管の独立行政法人が運営する病院全体に

ついて、それらの病院が果たすべき政策医療及び

地域医療における役割を勘案しつつ、政策目的に

沿つた医療供給体制の最適化を図る観点から総合

的な検討を行うため、国立病院機構は必要な協力

を行う。

(2)エイズヘの取組推進

ブロック拠点病院においては、HIV裁 判

の和解に基づき国の責務となつた被害者の原状

回復に向けた医療の取組を着実に実施し、エイズ

患者及びHIV感染者の増加に適切に対応できる

よう、全科対応による診療等の総合的な診療、治

験等の臨床研究、医療従事者の人材育成と研修会

等の実施、エイズ医療ネットワークの活用等によ

る情報収集・提供など必要な取組を進めるととも

に、必要な人的物的体制整備を計画的に進め

る。

また、後天性免疫不全症候群に関する特定

感染症予防指針に基づき、ブロック拠点病院

による中核拠点病院への支援、中核拠点病院

による拠点病院に対する研修事業の実施及び

医療情報の提供など引き続きエイズ医療提供

体制の充実に努める。

なお、これらを進めるに当たつて、必要に応じ

て国立国際医療センター戸山病院エイズ治療・研

究開発センターと相互の連携体制を図る。

(3)調査研究・情報発信機能の強化

臨床研究、治験、診療情報の分析を総合的に推

進するため、本部に総合研究センター (仮 称)を

設置し、政策医療ネットワークを活用した調査研

究・情報発信機能の強化を図る。

見 直 し 内 容
育研修事業】

○国立病院について、次期中期

目標期間開始後、2年程度を

目途に個々の病院ごとに、政

策医療、地域医療事情、経営

状況等を総合的に検証し、そ

の結果を公表し、病床数の適

正化を含め、必要な措置を講

ずる。

その際、近隣に労災病院が

ある場合は、都道府県が策定

する新たな医療計画、地理的

配置状況や担っている医療機

能等を踏まえ、個々の病院単

位で国立病院と労災病院との

診療連携の構築について検討

を行う。

その上で、厚生労働省全体

として、次期中期目標期間終

了時までに、厚生労働層所管

の独法が運営する病院全体を

通じ、病院配置の再編成を含

む総合的な検討を行う。

「見直し案J

第1 事務及び事業の見直し

1 病院経営の在り方の総合的

検討

次期中期目標期間開始後2年

程度を目途に、個々の国立病院

ごとに、本来の政策医療を提供

するという機能の発揮状況及び

それに要するコスト、地域の医

療状況やそこで果たしている役

割、今後の設備更新の必要額や

収支見込み等も含めた経営状況

等について総合的に検証し、そ

の結果を公表するとともに、必

要な改善措置を講ずるものとす

る。その際、国立病院の近隣に

厚生労働省所管の独立行政法人

が運営する病院 (国 立病院、労

災病院)が ある場合は、都道府

県が策定する新たな医療計画、

地理的配置状況や担つている医

療機能等を踏まえ:個々の病院

単位で国立病院と労災病院との

期  計  画  (新 )



第3 業務運営の効率化に関する事項

企業会計原則の ド、収支相償 (経 常損益ベース。以

ド同じ。)の運営が求められる独立行政法人の趣旨を

1分に踏まえ、国立病院機構の業務運営全般にわたつ

て抜本的な改善を図るとともに、国立病院機構全体と

して1又 支相償の経営を目脂して業務の効率化を ‐層図

ること。

第3 業務運営の効率化に関する事項

独立行政法人の趣旨を十分に踏まえ、効率的で透明

性の高い業務運営を行うこと。また、国立病院機構全

体として収支相償の運営確保を図ること。

第2 業務運営の効率化に関する目標を達成するため

にとるべき措置

企業会計原則が適用されることに対応して、会計

ルールを見直すとともに、部門別決算、月次決算等

を導入する。また、財務面においては、国立病院機

構全体として収支相償 (経 常損益ベース。以 下同じ。)

の経営を目指す。これらと併せ、以下の業務の効率

化を推進する。

第2 業務運営の効率化に関する日標を達成するため

にとるべき措置

企業会計原則の下、部門別決算、月次決算等の

精度を高め効率的で透明な医業経営の確立を図

る。また、財務面においては、国立病院機構全体と

して収支相償 (経常損益ベース。以下同じ。)の 経

営を目指す。これらと併せ、以 ドの業務の効率化を

推進する。

効率的な業務運営体制の確立

効率的な業務運営体制となるよう、組織の役割分

担の明確化、管理体制の再編成、弾力的な組織の構

築を行い、加えて、その期待される使命を確実かつ

効果的に果たせるよう人員配置等について見直し等

を行うこと。

また、看護師等養成所については、質の高い養成

を行うとともに、効率的な運営の観点から再編成を

行うこと。

効率的な業務運営体鋼の確立

各病院が果たすべき機能や地域事情も踏まえつ

つ、効率的な業務運営となるよう、組織の役割分担、

管理や連携の体制及び人員配置について、弾力的に

見直しを行うこと。

また、業務の効率化や職員の意欲の向卜に資する

よう、適切な業績評価を実施すること。

さらに、入札・契約事務の公正性や透明性の確保

を含むコンプライアンス (法令遵守)徹底の取組を

推illす ること。

カロえて、監事及び会計監査人による監査において、

人札・契約の適正な実施について徹底的にチェック

を行うこととし、常勤監事による監査機能の強化を

図るほか、全病院に対し、毎年、会計監査人による

会計監査を実施すること。

以上のほか、独立行政法人国立病院機構法 (平成

14年法律第191号 )附則第7条 に基づく業務と

して、「国立病院・療養所の再編成・合理化の基本

方針」(H召 和 60年 3月 29日 閣議報告)に 基づき

実施されている「国立病院・療養所の再編成計画J

(平 成 11年 3月 の計画見直し後のものをいう。)

に定められていた再編成対象病院のうち、平成20
年度末において未実施となっている2病院について

着実に実施すること。

効率的な業務運営体制の確立

国立病院機構においては、本部・プロック組織、

院内組織及び職員配置等について、効率的な運営が

可能となる組織とする。

(1)本部・プロック組織の役割分担

① 役割分担

本部・ブロック組織の役割分担を明確化し、同
一業務を分掌しない体制とするとともに、効率的

な組織運営とする。このため、管理業務は原則本

部が実施することとし、地方で実施した方が合理

的で効率的な業務についてはプロック毎に事務所

を設置して処理することとする。

プロック事務所は、病院の事務処理支援機能に

重点を置いた組織運営とする。

効率的な管理組織体制

平成 15年度末の8プ ロックを平成 16年 4月

1日 に6プ ロックに改組する。

また、機構本部・プロックの職員配置について

は、平成 15年度末の本省国立病院部及び地方厚

生 (支 )局病院管理部の定員388名 から平成 1

6年 4月 1日 に本部・プロック合計の職員数を2

②

1 効率的な業務運営体制

国立病院機構においては、本部・プロック組織、

院内組織及び職員配置等について、効率的な運営が

可能となる組織とする。

また、年 増々大する業務量に対応するため、個別

業務の必要性・重要性、やり方等の見直しを図り効

率化に努める。

(1)本部・プロック事務所による病院指導・支

援機能の強化

① 本部・プロック機能の強化ノ

本部・ブロック組織は、その役割分担に基づき、

法人の管理業務は原則本部で実施し、地方で実施

した方が合理的かつ効率的な業務についてはプロ

ック組織が分担するなどにより、病院業務の指導
・支援業務行う。

加えて、本部内の研究課の組織を見直し、臨床

研究の総括、治験の推進、診療情報の分析を行う

総合研究センター (仮称)を設置し、業務の充実

と情報発信を図る。

また、本部のIT推進室をHOSPnctの 運用管理

などを担う常設組織とし、業務・システムの最適

化計画の検証・評価についても引き続き実施する

こととする。

ブロック事務所は、病院の事務処理支援機能に

重点を置いた組織とする。

② 効率的な管理組織体制

機構本部・プロック合計の職員数について、平

成20年度末の291名 から288名 へ見直しを

行う。

独 立行政 法人 国立病院機構 第 1期 中期 目標・ 中期計画、第 2期 中期 目標 ・ 中期計画 (案 )の 比較 表

1     中   却1   日   標  (旧 )    1      中   期   目   標  (新 )           中   期  計   画  (|口 )          中  期   計   画  (新 ) 見 直 し 内 容

診療連携の構築を始め効率的な

運営の可能性等について検討を

行うものとする。

その Lで 、厚生労働省全体と

して、次期中期目標期間終了時

までに、厚生労働省所管の独立

行政法人が運営する病院全体を

通じ、現行の体系にとらわれる

ことなく、それらの病院が果た

すべき政策医療及び地域医療に

おける役割を勘案しつつ、政策

目的に沿つた医療供給体制の最

適化を図る観点から、病院配置

の再編成を含む総合的な検討を

行うものとする。



独 立行政 法人国立病院機構第 1期 中期 目標 。中期計画 、第 2期 中期 目標・ 中期計画 (案 )の 比較表

_  中  期  日  標 (1日 ) 中 期 計 画 (1日 )

91名へ見直しを行う。

(2)弾力的な組織の構築

① 院内組織の効率的・弾力的な構築

効率的な体制の標準型に基づき、各病院に係る

地域事情や特性を考慮した、より効率的な体制と

する。

② 組織運営の方針

ア 副院長複数制の導入

病院の機能に応じて特命事項を担う副院長の

設置を可能とするとともに、all院 長の役割と院

内での位置づけを明確化する。

イ 地域医療連携室の設置

すべての病院に地域医療連携室を設置して、

地域医療との連携への取組を強化する。

ウ 医療安全管理室の設置

すべての病院に医療安全管理室を設置して、

リスクマネジメントヘの取組を強化する。

工 看護部門の改革

看護部門については、病棟部門と外来部門の

連携の推進をはじめ、効率的・効果的な運営体

制とする。

見 直 し 内 容

③ 内部統制の充実

内部統制の充実を図るため、本部内組織を見直

し、内部監査、調達 (契約調査等)を実施する組

織の明確化と専任職員の配置を行う。

また、コンプライアンスの徹底に対する取組の

推進を図るため、各組織における取組の強化 (法

令遵守状況の確認方法の確立)を行うことや職員

への周知、研修会の開催により職員の倫理観を高

めていく。

)弾力的な組織の構築

院内組織の効率的・効果的な構築

引き続き各病院に係る地域事情や特性を考慮し

た、より効率的な体制とする。

組織運営の方針

ア ロ1院長複数制の導入

病院の機能に応じて複数の副院長 (特命事項

を担う場合を含む)の配置を行うとともに、副

院長の役割と院内での位置づけを明確化する。

また、看護職や事務職の日1院長について、必

要に応じて配置する。

イ 地域連携部P号 の体制強化

すべての病院の地域医療連携室に専任職員を

配置して体制を強化し、地域医療との連携への

取組を強化する。

ウ 医療安全管理部P]の 強イヒ

すべての病院の医療安全管理室に専任職員を

配置して、リスクマネジメントヘの取組を強化

する:

工 看護部門の体制強化

看護部門については、病棟部門と外来部門の

連携の推進をはじめ、効率的・効果的な運営体

制とする。

また、病院ごとの病床規模や機能に応じて、

日1看護部長を複数配置し、看護体制の強化を図

る。



独 立行 政 法 人 国立病 院機 構 第 1期 中期 目標 。中期 計画 、第 2期 中期 目標 。中期 計 画 (案 )の 比 較 表

中 期 日 標 (「1) 中 期 日 標 (新 )  中 期 計 画 (1日 )

オ 事務部門の改革

事務部門については、従来の管理業務主体の

組織から経営企画重視の組織とする。

(3)職員配置

各部門における職員の配置数については、各職員

の職務と職責を考慮して、適切なものとするととも

に、業務量の変化に対応した柔軟な配置ができる仕

組みとする。

(4)職員の業績評優等の適切な実施

組織目標を効率的かつ効果的に達成するため、職

員の業績を適切に評価する人事評価制度を導入す

る。

(5)外部評輌の活用等

独立行政法人評価委員会の評価結果を業務改善に

積極的に反映させるとともに、会計監査人による会

計監査を有効に活用する。

オ 事務部門の改革

病床規模や機能に応じて事務部門の配置を見

直し、効率的・効果的な運営体制とする。

力 人材育成、教育研修機能の強化

看護師長 (教育担当)の配置を行い、新人看

護師の教育や有為な人材育成をし、更に離職防

止を図る。

また、病院に職員の教育研修を司る教育研修

部又は教育研修室を設置するとともに、看護師

長 (教育担当)、 事務職やコメディカル職種を

含んだ組織体制の構築を検討し、人材育成体制

の強化を図る。

(3)職員配置

各部門における職員の配置数については、各職員

の職務と職責を考慮して適切な t)の とするととt)

に、活動性に応じた配置及び医療需要に応じた配置

に取り組む。

(4)職員の業績評優等の適切な実施

職員が業務で発揮した能力、適性、実績等を適正

に評価し、職員の給与に反映 させるとともに業務

遂行意欲の向上を図る業績評価制度について、当該

制度の適切な運用を継続することにより定着を図

り、併せて、人事帝1度 への一層の活用を図ることに

より、病院及び機構全体の能率的運営につなげる。

(5)監事監査、外部監査等の充実

① 監査法人等を活用したチェック体制の強化

毎年全病院に対し会計監査人による会計監査を

実施する。

② 監事機能との連携の強化

契約事務の適正性を担保するために、監事と連

携して抜き打ち監査を実施する。また、監事監査

の結果を活用するなど、内部監査において、監事

機能との更なる連携を図る。

③ 外部評価の活用

日本医療機能評価機構等の病院評価受審病院数

を中期目標の期間中に平成20年度末の46病院

から73病院以上にする。

見 直 し 内 容

「見直し案」

第 1 事務及び事業の見直し

3 監査体制の充実

国立病院機構の内部統制機能

の充実強化を図るため、平成 20

年度からコンプライアンス制度

の導入を検討するとともに、よ

り適切な監事等の監査の実施を

図る観点から、監査体制につい

て検証し、常勤監事による監査

機能の強化を図るものとする。



独 立行 政 法 人 国 立病 院 機 構 第 1期 中期 目標 。中期計画 、第 2期 中期 目標 ,中 期計画 (案 )の 比較表

中  期  日  標 (1日 )

2 業務運営の見直しや効率化による収支改善

各病院の特性を活かした良質な医療の提供を図る

とともに、組織編成や職員の適正配置などの業務運

営の見直しを通じて、診療収入等の増収及び経費節

減を図り、各病院の1又 支改善を促進すること。

中 期 計 画 (|口 )

(6)看護師等養成所の再編成

看護師等養成所については、専任教官の充実など

により質の高い養成を行うとともに、その効率的な

運営の観点から再編成を行い、平成15年度の80
ケ所から中期目標の期間中に49ケ所とする。

アのθ 再編成業務の実施

1日国立病院・療養所の溺副裸鬱 /c‐ つしては、

″′療の期間脅L~統廃今がテだされていろθ″を、

その務営/L彰療 ιつつ着実|こ寃をナる。

(6)再編成業務等の実施

1日 国立病院・療養所の再編成業務については、

中期目標の期間中に統廃合が予定されている1件

をその経営に留意しつつ着実に実施するととも

に、残る 1件 についても統合に向けた準備を行う。

見 直 し 内 容

「整理合理化計画J

運営の効率化及び自律化

【業務運営体制の整備】

○長期債務残高の存在や老朽化

する病院施設・医療機器設備

の更新等に 要する将来の資

金需要等にかんがみ、医療機

器の共同利用等により投資を

抑制するなど、事務事業の厳

格な効率化を図る

「見直し案J

第 1 事務及び事業の見直し

4 事務及び事業の効率化

長期債務残高の存在や老朽化

する病院施ill・ 医療機器設備の

更新等に要する将来の資金需要

等にかんがみ、医療機器の共同

利用等により投資を抑制するな

ど、事務事業の効率化の徹底を

図るものとする。

「整理合理化計画」

運営の効率化及び自律化

【業務運営体鋼の整備】

○管理会計の活用等を通じ、国

立病院における政策医療の実

施に必要とされるコストの適

2 業務運営の見直しや効率化による収支改善

各病院が担う政策医療を着実に実施し、経費節減、

診療収入等の増収及び医療資源の有効活用を図り、

各病院の収支改善を促進すること。

(1)経営力と経営意識の向上

経営人材の確保や経営研修の充実を図るとともに

政策医療のコスト分析を行い、経営能力の向上と更

なる意識改革を進めること。

2 業務運営の見直しや効率化による収支改善

個々の病院の特色・機能を十分に発揮させるとと

t)に 、院内の効率的・効果的な組織の構築や職員の

適正な配置を行うことにより、診療報酬上の新たな

基準等の取得や効率的・効果的な医療の提供を通じ

て増収を図るとともにコスト削減に努め、個々の病

院においてく)収 支相償ないしそれ以上を目指す。な

お、収支相償を超える病院については、実績が評価

される仕組みをつくる。

2 葉務運営の見直しや効率化による収支改善

個々の病院の特色・機能を十分に発揮させるとと

もに、院内の効率的・効果的な組織の構築や職員の

適正な配置を行うことにより、診療報酬上の施設基

準の新規取得や効率的・効果的な医療の提供を通じ

て安定的な収入の確保を図るとともにコスト肖」減に

努め、個々の病院においても収支相償ないしそれ以

上を目指す。

なお、QC活動奨励表彰を通じて、サービスの質

の向上や経営改善に関する職員の自主的取組を奨励

し、より効率的な業務運営に向けた職員の改善意欲

の向上を図る。

(1)経営意識の向上

① 経営力の向上

取り巻く医療環境の変化に応じて、個別病院ご

との経営戦略や、毎年の事業計画を通じた経営管

理サイクルをさらに充実させる。

病院経営力を向上させるため、医療事務などの

有資格者の確保や育成を図る。

また、経営分析及び経営改善手法等の経営能力

並びに診療報酬請求事務能力の向上を目的とした

研修を定期的に行うことにより職員の資質向上に

努める。

② 政策医療にかかるコスト分析

結核、重症′き身障害、筋ジストロフィー、精神

等の政策医療に係るコストの分析を実施し、必要

な機能を維持しつつ適正なコスト管理を実施す

る。



独 立行政 法人国立病院機 構 第 1期 中期 目標 。中期 計画 、第 2期 中期 目標 中期 計画 (案 )の 比較 表

(2)業務運営コストの節減等

施設整備や医療機器、医薬品等の購入について、

費用対効果や法人全体の債務を総合的に勘案して実

施することとし、単価の見直し、品目の標準化、共

同入札、後発医薬品の採用などを促進するとともに、

業務委託を適切に活用すること。

なお、後発医薬品については、数量シェアの30
%相 当以上への拡大を図ること。

さらに、臨床研究事業や教育研修事業についても

効率化に努めること。

また、総人件費については、簡素で効率的な

を実現するための行政改革の推進に関する法律 (

成 18年法律第47号 )等に基づく平成 18年度

らの5年間で5%以上を基本とする削減について、

引き続き着実に取り組むとともに「経済財政運営と

構造改革に関する基本指針2006J(平成 18年

7月 7日 閣議決定)に基づき、人件費改革の取組

23年度まで継続すること。その際、併せて、

療法 (昭 和23年法律第203号 )及び診療報酬 L

の人員基準に沿つた対応を行うことはもとより、

の制度の創設や改正に伴う人材確保も含めた政策医

療推進のための対応とともに、医療サービスの質

向上、医療安全の確保及び患者の処遇の改善等にも

留意しつつ、適切な取組を進めること。

あわせて、給与水準について、以 ドのよう

からの検証を行い、これを踏まえた適正化に取り組

むとともに、その検証結果や取組状況については公

表すること。

① 国からの財政支出の大きさ、類似の業務を行つ

ている民間事業者の給与水準等に照らし、現状の

給与水準が適切かどうか十分な説明ができるか。

② その他、給与水準についての説明が十分に国

の理解の得られるものとなっているか。

さらに、契約については、原則として一般競争入

札等によるものとし、以下の取組により、随意

の適正化を推進すること。

① 国立病院III構が策定する「随意契約見直し計画」

に基づく取組を着実に実施するとともに、その取

組状況を公表すること。

② 一般競争入札等により契約を行う場合であって

も、特に企画競争や公募を行う場合には、競争性、

透明性が十分確保される方法により実施するこ

と。

見 直 し 内 容
切な把握に努める。

「見直し案J

第5 その他の業務全般に関す

る見直し

2 給与水準の適正化等

総人件費については、簡素で

効率的な政府を実現するための

行政改革の推進に関する法律

(平成 18年法律第47号 )等に

基づく平成 18年度からの5年

間で5%以 上を基本とする削減

について、引き続き着実に実施

するとともに、「経済財政運営

と構造改革に関する基本方針

2006J(平成 18年 7月 7日 閣

議決定)に基づき、人件費改革

の取組を 23年度まで継続する

ものとする。

また、国立病院機構の給与水

準 (平成 18年度、事務・技術

職員)は 対国家公務員指数で

962と なっているが、当該給与

水準について、以下のような観

点からの検証を行い、これを踏

まえた適正化に取り組むととも

に、その検証結果や取組状況に

ついては公表するものとする。

① 国からの財政支出の大き

さ、累積欠損の存在、類似の業

務を行つている民間事業者の給

与水準等に照らし、現状の給与

水準が適切かどうか十分な説明

ができるか。

② その他、給与水準について

の説明が十分に国民の理解の得

られるものとなっているか。

3 随意契約の見直し

契約については、原則として

一般競争入札等によるものと

し、以下の取組により、随意契

約の適正化を推進するものとす

る。

① 国立病院機構が策定する
「随意契約見直し計画Jに基づ

く取組を着実に実施するととも

中  期  目  標 (1])

(1)業務運営コストの節減等

医薬品等の購入方法の見直しや業務委託の活用等

を行うことにより、材料費等の経費の節減に努める

こと。

また、平成 15年度に比し、中期目標の期間の最

終年度において、 般́管理費 (退職給付費用等を除

く。)を 15%程 度節減すること。

(4)診療事業以外の事業に係る費用の節滅

臨床研究事業や教育研修事業については、競争的

研究費の獲得や授業料等の自己収人の確保に努める

とともに、費用の節減に努め、臨床研究や教育研修

の効率化を図ること。

(2)業務運営の効率化に関する事項
「行政改革の重要方針」(平成 17年 12月 24日 閣

議決定)を踏まえ、平成 18年度以降の5年間にお

いて国家公務員に4tじ た人件費削減に向けた取組を

行うこととするが、医療法及び診療報酬上の人員基

準に沿つた対応を行うことはもとより、国の制度の

瑣1設 や改正に伴う人材確保も含め政策医療の推進の

ための対応とともに、医療サービスの質の向上、医

療安全の確保及び患者の処遇の改善等にも留意しつ

つ、適切な取組を進めること。なお、現中期目標期

間の最終年度までの間においても必要な取組を行う

こと。

併せて、給与構造改革を踏まえた給与体系の見直

しを進めること。



中  期  日  標 (l日 )

独 立行政法人 国立病院機構 第 1期 中期 目標 。中期計画 、第 2期 中期 目標 ・ 中期 計画 (案 )の 比較表

つ,適クな取組をクラ。なお、物 療の最終

ま召球ク で働狸を取組を″う。

″せて、国家公務膚の給事構造改革″狗曖 て、

そ脱貞の給事だついて必物 ιを置める。

③ 建築コスト

建築単価の見直し等を進めるとともに、コスト

削減に直接結びつく―括契約の導入等を図り、投

資の効率化を図る。

中  期  目   標  (新 )          中  期  計  画  (1日 )    1     中  期  計  画  (新 ) コ      見 直 し 内 容

夕

'効
醒 灰¨ 週の″庁割 C-3雷意 ιつ 併せて、医療法 (昭和23年法律第205号 )

及び診療報酬上の人員基準に沿つた対応を行う

ことはもとより、医療観察法、障害者自立支援

法等国の制度の創設や改正に伴う人材確保も含

め政策医療の推進のための対応とともに、医療

サービスの質の向上、医療安全の確保及び患者

の処遇の改善等にも留意しつつ、適切な取組を

行う。

なお、給与水準に関して国民の理解が十分得

られるよう必要な説明や評価を受けるものとす

る。

ウ 投資の効率化

a.建物整備

建築単価の見直し等を進めるとともに、コ

スト合理化のため標準仕様に基づく整備を行

い、投資の効率化を図る。

b.医療機器整備

大型医療機器の共同入札を実施するなど医

療機器の購入費用の削減を図る。

④ 院内売店、食堂、喫茶、駐車場等の運営、委託

形態

院内売店、食堂、喫茶、駐車場等について、契

約方法及び契約額等を見直すことにより、費用の

節減を図る。

工 適正な契約事務の実施

契約については、原員1と して一般競争入札等

によるものとし、競争性、公正性及び透明性が

十分確保される方法により実施する。また、平

成 19年に策定した「随意契約見直し計画」に

基づく取組を着実に実施するとともに、その取

組状況を公表する。

オ 市場化テストの実施

各病院共通の消耗品等に係る物品調達業務に

ついて、原則として、平成′22年度に官民競争

入札又は民間競争人札を実施することとし、対

象品日、対象施設、実施予定時期、契約期間等

を内容とする計画を、監理委員会と連携しつつ、

平成21年 10月 までに策定する。

⑤ 一般管理腱の節減

平成 15年度に比し、中期目標の期間の最終

度において、一般管理費 (退職給付費用等を除

く。)について、 15%以上節減を図る。

カ ー般管理費の節減

平成20年度に比し、中期目標の期間の最終

年度において、一般管理費 (退職給付費用等を

除く。)について、 5%以 上節減を図る。

に、その取組状況を公表するこ

と。

② 一般競争入札等により契約

を行う場合であつても、特に企

画競争や公募を行う場合には、

競争性、透明性が十分確保され

る方法により実施すること。

また、監事及び会計監査人によ

る監査において、入札・契約の

適正な実施について徹底的なチ

ェックを行うよう要請するもの

とする。

「見直し案J

第5 その他業務全般

1 効率化日標の設定

一般管理費及び事業費に係る



中  期  日  標 (「1)

(3)医療資源の有効活用

国立病院機構が有する様々な人的・物的資源を有

効に活用するため、医療機器や病床の稼働率の向上

を図り、経営改善を行うこと。

(5)財務会計システムの導入等 IT化の推進

企業会計原則への移行に伴う新たな会計処理へ適

切に対応するため、 lT化 の推進を図り、各病院の

財務分析を行うなど、業務の効率的な運営に努める

こと。

(6)業務・システム最適化

国立病院機構総合情報ネットワークシステムにお

ける、システム構成及び調達方式の見直しを行うこ

とにより、システムコスト削減、システム調達にお

ける透明性の確保及び業務運営の合理化を図るこ

と。

このため、 L記 システムに係る刷新可能性調査等

を平成 18年度中に実施し、これらを踏まえ平成 1

9年度末までに業務・システムの最適化計画を策定

し、公表すること。

独 立行 政 法人 国立病 院機 構 第 1期 中期 目標 。中期 計 画 、第 2期 中期 目標 。中期 計 画 (案 )の 比 較 表

(3)医療資源の有効活用

医療機器の共同利用、他の医療機関との連携促進

や病床の適正配置など、医療資源の有効活用を促進

すること。

また、国立病院機構が保有する再編成により廃止

した国立病院や看護師等養成所などの遊休資産につ

いて、国の資産債務改革の趣旨を踏まえ、売却、貸

付等による有効活用を行うこと。

さらに、lT化 の推進を図り、業務・システムの次

期最適化計画策定を適切に進めること。また、政策

医療のコスト分析等において全病院共通の財務会
システムを有効に活用するとともに、医事会計シス

テムを全病院について標準化 (基本仕様の統一)す
ること。

(3)医療資源の有効活用

国立病院機構が有する人的・物的資源及びそのネ

ットワークを有効に活用して、経営改善を図るため、

以下の取組を実施する。

① 医療機器の効率的な利用の推進

既に整備済の医療機器等については、その効率

的な使用に努め、稼働率の向上を図る。なお、稼

働率の向上が見込まれない医療機器については、

他の医療機関との共同利用を推進する。

② 病床の効率的な利用の推進

病診連携・病病連携の推進等により、平均在院

日数の短縮を図るとともに新規患者数を増加させ

る等により、収支の改善に努める。

rイノ 0夕 育研修事業

看護師等劫カウ法 学金及び凝業〃、受託研修料

争/c‐ ついて、民″雄 考慮の■、その道F″ /c‐

〃め,7′ f」 年度だ此ι、申期β原の期間申/‐

‐
、

授業料事の数定及び費用の結滅劉 W、 夕育研修事

薪 c~お//る 収支率を2θ %〃■′ξナ乙

(5)財務会計システムの導入等IT化の推進

会計処理に必要なすべての病院共通の財務会計

システムを導入し、部門別決算や月次決算を行うと

ともに、各病院の経営状況の比較等病院の財務状況

が分析可能なものとすることにより経営改善を進め

る。

② 医療資源の有効活用
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イ.病床の効率的な利用の促進

病診連携・病病連携の推進等により平均在院

日数の短縮を図るとともに、新規患者数を増加

させる等により収支の改善に努める。

また、人院患者数に応じた病棟集約など、患

者数の動向や将来計画を見据えた効率的な病棟

運営に努める。

ウ 保有資産の有効活用

閉校した看護師等養成所等の資産について、

病院機能との連携を考慮した売却、貸付等に努

め、医療機関としての機能の維持・向上及び財

政基盤の安定化など有効活用に努める。

工 教育研修事業

中期目標の期間中の国立病院機構附属養成

所事業生の国立病院機構の病院への就職率を高

めるとともに、各年ごとに全ての附属養成所に

おいて当該年度の国家試験の全国平均合格率を

超える合格率を目指す

オ IT化の推進

会計処理に必要なすべての病院共通の財務会

計システムにより、部門別決算や月次決算を行

うとともに、各病院の経営状況の比較等病院の

財務状況を分析し経営改善を進める。

また、財務会計システムを活用し、政策医療

見 直 し 内 容

効率化目標について、これまで

の効率化の実績を踏まえ、同等

以 Lの努力を行うとの観点から

具体的な目標を設定するものと

する。

「整理合理化計画J

運営の効率化及び自律化

【保有資産の見直し】

○再編成により廃上した国立病

院等の遊休資産について、売

却、貸付等による有効活用に

努める。

「見直し案J

第4 保有資産の見直し

国立病院機構が保有する再編

成により廃止した国立病院や看

護師等養成所などの遊休資産に

ついて、国の資産債務改革の趣

旨を踏まえ、売却、貸付等によ

る有効活用を行うものとする。



中  期  日  標 (旧 )

独 立行 政 法 人国立病 院機 構 第 1期 中期 日標・ 中期 計 画 、第 2期 中期 目標 中期 計画 (案 )の 比較表

中 期 計 画 (1日 )

(6)業務・システム最適化

国立病院機構総合情報ネットワークシステムにお

ける、システム構成及び調達方式の見直しを行うこ

とにより、システムコスト削減、システム調達にお

ける透明性の確保及び業務運営の合理化を図るた

め、体制整備を行い、上記システムに係るシステム

監査及び刷新可能性調査を平成 18年度中に実施

し、これらを踏まえ平成 19年度中に業務・システ

ムの最適化計画を策定し、公表する。さらに、平成

20年度より最適化に着手する。

見 直 し 内 容

第4財務内容の改善に関する事項
「第3 業務運営の効率化に関する事項J

た事項に配慮した中期計画の予算を作成し

(4)収入の確保

医業未収金の発生防止や徴収の改善、診療報酬請

求業務の改善、競争的研究費の獲得などを図ること。

第4財務内容の改善に関する事項
「第3 業務運営の効率化に関する事項Jで定めた

事項に配慮した中期計画の予算を作成し、当該予算に

`イ

,0臨床研究事業

厚生ガ鰐 研究費紗

―

腐

究費の慶β/L‐ ″め、夕〃β療の期間申において、

fなる研究を推進するとともに、適正な評価を行

って研究の効率化に努める。

3 予算、収支計画及び資金計画
「第2 業務運営の効率化に関する目標を達成する

めにとるべき措置Jで定めた計画を確実に実施する

にかかるコスト分析を行うとともに、適

正なコストの把握に努める。

なお、医事会計システムを更新する際には標

準化 (国 立病院機構内での共通仕様)さ れたシ

ステムの導入を図り、中期目標の期間中に全

病院が標準化されるよう努める。

平成 20年度に実施した「業務・システムの

最適化」について、検証・評価を実施し、業務

の見直しを含めた次期最適化計画を策定する。

③ 収入の確保

ア.未収金対策の徹底

各病院において提供した医療の正当な対価と

して当然収納すべき診療費が滞納されている医

業未収金については、新規発生防止の取組を一

層推進し、また、法的手段の実施等によりその

回収に努めることで、平成20年度 (※ )に比

して医業未収金比率の低減を図る。

また、医業未収金の支払案内等の市場化テス

トについては、平成22年 9月 末現在の状況を

踏まえ、平成23年度以降の市場化テストの実

施について検証する。

イ 診療報酬請求業務の改善

医事業務研修の実施による職員の能力向上及

び院内でのレセプ ト点検体制の確立等により適

切な請求業務の実施に取り組む。

ウ 臨床研究事業

厚生労働科学研究費補助金等の外部の競争的

研究費の獲得に努め、中期目標の期間中におい

て、更なる研究を推進するとともに、適正な評

価を行い研究の効率化に努める。

第3 予算、収支計画及び資金計画
「第2 業務運営の効率化に関する目標を達成する

ためにとるべき措置Jで定めた計画を確実に実施する

ａ
＝
呵
Ｉ
Ｊ

”平成２‐
¨
軸̈

平

月

医

す

医

医

に
ド
ー
ー
ー
Ｌ

で定め

当該予算



独 立行政法人国立病院機構 第 1期 中期 目標 。中期計画 、第 2期 中期 目標・ 中期 計画 (案 )の 比較 表

1  中  期  目  標 (に|) | 見 直 し 内 容中  期  目  標 (新 ) |~中 期 計 画 (1日 )| 中 期  計  画  (新 )

による運営を実施することにより、中期日標の期間に

おける期首に対する期末の財務内容の改善を図るこ

と。

よる運営を実施することにより、中期日標の期間にお

ける期首に対する期末の財務内容の改善を図ること。

ことにより、国立病院機構全体の財務内容の改善を図

るため、以 ドの目標を達成する。

ことにより、国立病院機構全体の財務内容の改善を

るため、以下の目標を達成する。

経営の改善

中期日標の期間の5年間を累計した損益計算にお

いて、経常1又 支率を100%程度とすること。

経営の改善

中期日標の期間の各年度の損益計算において、

常1又 支率を100%以 Lと すること。

経営の改善

中期目標の期間の5年間を累計した損益計算にお

いて、経常収支率を100%以 Lと することを目指

す。

経営の改善

部門別決算や月次決算を行うととt)に 、各病院の

経営状況の比較等病院の財務状況を分析することに

より経営改善を進め、中期目標期間の国立病院機構

全体における各年度の損益計算において、経常収支

率を100%以 上とすることを目指す。

再生プラン対象病院について平成 22年度末の経

営改善計画の達成状況を踏まえ、診療機能・病床規

模の見直しなど必要な措置を講じるとともに、個別

病院の経営改善に引き続き取り組む。

(参 考)再生プラン (個別病院ごとの経営改善計画)

特に早急に経営改善着手が必要な58病院におい

て、部門毎の生産性に着目するなどして改善項目を

検討し、行動目標を明確化した中期的な個別病院毎

の経営改善計画。(平成 19年度末策定)

2 固定負債割合の改善

各病院の機能の維持を図りつつ、投資の効率化を

進め、国立病院機構の固定負債 (長 期借入金の残高)

を減らすことにより財務内容の改善を図ること。

2 固定負債割合の改善

各病院の機能の維持を図りつつ、投資の効率化を

進め、国立病院機構設立の際に承継した債務を含め

国立病院機構の固定負債 (長期借入金の残高)を着

実に減らすこと。

2 固定負債割合の改善

各病院の機能の維持を図りつつ、投資を抑制的に

行うことにより、機構の固定負債 (長 期借入金の残

高)を減少させる。

そのため、個々の病院における建物や大型医療機

器の投資に当たつては、長期借入金等の償還確実性

等を確保するとともに、一定の自己資金を用意する

ことを原則とする。

1 予  算 別紙 1

2 収支計画 別紙2

3 資金計画 別紙 3

2 固定負債割合の改善

各病院の機能の維持・向上を図りつつ、経営の改

善が図られる投資を計i画的に行うとともに、国立病

院機構の固定負債 (長 期借入金の残高)を減少させ

る。

そのため、個々の病院における建物や大型医療機

器の投資に当たつては、長期借入金等の償還確実性

等を確保するとともに、一定の自己資金を用意する

ことを原則とする。

1 予  算 別紙 1

2 収支計画 別紙 2

3 資金計画 別紙 3

第アの2 医療機器・施設設備/_~Jす る計画

ψ″′原

"整
備ナろ医療機器・施設設備

だついては、アリ紙イのとおクとナる。

3 医療機器・建物整備に関する計画

中期日標の期間中に整備する医療機器・建物整備

については、別紙4の とおりとする。

籍アのイ 機構力ぐ承継オる″務の震還

企業冽 基づく、弁諏 切い と変わること

から、国立病院機維銘姥 ιて、収支″″をβ″ブ

ととうだ、″ス紘 ″質還を確実だ″う。

4 機構が承継する債務の償還

国立病院機構全体として収支相償を維持しつつ、

借入金の元利償還を確実に行う。

4 短期借入金の限度額 第4 短期借入金の限度額



独 立行 政 法人 国立病 院機 構 第 1期 中期 日標・ 中期 計画 、第 2期 中期 目標 ・ 中期 計 画 (案 )の 比較 表

中  期  日  標 (1日 )

第5その他業務運営に関する重要事項

1 人事に関する計画

国民の医療需要や医療環境の変化に応え、良質な

医療を効率的に提供していくために、医師等の医療

従事者を適切に配置する一方、技能職についてはア

ウトソーシング等に努め、一層の効率化を図ること。

また、必要な人材の育成や能力開発、人事評価や

異動を適切に行うことのできるシステムの確立を図

ること。

第5その他業務運営に関する重要事項

1 人事に関する計画

国民の医療需要や医療環境の変化に応え、良質な

医療を効率的に提供していくために、医師等の医療

従事者を適切に配置する一方、技能職についてはア

ウトソーシング等に努めるなど、一層の効率化を図

ること。

また、必要な人材の育成や能力開発、人事評

異動を適切に行うことのできるシステムの確立を図

ること。

7 その他主務省令で定める業務運営に関する事項

1 人事に関する計画

① 方針

良質な医療を効率的に提供していくため、医師、

看護師等の医療従事者数については、医療を取り

巻く状況の変化に応じて柔軟に対応する。

技能職等の職種については、業務の簡素化・迅

速化、アウトソーシング化等による効率化を図る。

また、良質な人材の確保及び有効活用を図るた

め、プロック内での職員一括採用を行うとともに

プロック内での人事交流を促進するための人事調

整会議の設置を行うほか、有為な人材の育成や能

力の開発を行うための研修を実施する。

② 人員に係る指標

国立病院機構の平成16年度期首における常勤

職員数を46, 607人 とするものの、医師、看

護師等の医療従事者は、医療ニーズに適切に対応

するために、変動が見込まれるものであり、中期

目標の期間中においては、適正な人員配置等によ

り人件費率等の抑制に努める。

第7 その他主務省令で定める業務運営に関する事項

1 人事に関する計画

① 方針

良質な医療を効率的に提供していくため、医師、

看護師等の医療従事者数については、医療を取り

巻く状況の変化に応じて柔軟に対応する。

特に、医師・看護師不足に対する確保対策を引

き続き推進するとともに、離職防止や復職支援の

対策を講じる。

また、良質な人材の確保及び有効活用を図るた

め、引き続きブロック内での職員一括採用や人事

交流を促進するための人事調整会議を行うほか、

有為な人材の育成や能力の開発を行うための研修

を実施するとともに、障害者雇用の取組について

も推進する。

② 態

国立病院機構の平成21年度期首における常勤

職員数を49,021人 とするものの、医師、看

護師等の医療従事者は、医療ニーズに適切に対応

するために、変動が見込まれるものであり、中期

目標の期間中においては、安全で良質な医療の提

供に支障が生じないよう適正な人員配置等に努め

中 期 計 画 (1日 ) 中 期 計 画 (新 ) 見 直 し 内 容
1 限度額 110, 000百万円

2 想定される理由

① 運営費交付金の受入遅延等による資金不足への

対応

② 業績手当 (ボ ーナス)の支給等、資金繰り資金

の出費への対応

③ 予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給

等、偶発的な出費増への対応

1 限度額 60,000百 万円

2 想定される理由

① 運営費交付金の受入遅延等による資金不足への

対応

② 業績手当 (ボ ーナス)の 支給等、資金繰り資金

の出費への対応

③ 予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給

等、偶発的な出費増への対応

5 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようと

るときはその計画

なし

第5 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとす

るときはその計画

なし

第6 剰除金の使途

決算において剰余を生じた場合は、将来の投資 (病

院建物の整備・修繕、医療機器等の購入等)及び借入

金の償還に充てる。

6 剰余金の使途

決算において剰余を生じた場合は、将来の投資 (病

・修繕、医療機器等の購入等)に充てる。



独 立行 政 法人国立病 院機 構 第 1期 中期 目標 ・ 中期計画 、第 2期 中期 目標 ・ 中期 計画 (案 )の 比較表

中  期  日  標 (「 |) 見 直 し 内 容中 期  目  標  (新 ) 1 中 期 計 画 (|口 )| 1 中 期 計 画 (新 )|
特に、技能職については、中期日標の期間中 7

14人 (※ )の純減を図る。

(※  平成 15年度の技能職員定員数の2害1相 当)

(参 考)中期目標の期間中の人件費総額見込み

1, 609, 594百 万円

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、

職員諸手当、超過勤務手当、休職者給与及び国際機

関等派遣職員給与に相当する範囲の費用である。

る。

特に、技能職については、中期目標の期間中7

10人 (※ )の純減を図る。

(※ 平成21年度期首の技能職員定数の3割相当)

(参考)中期日標の期間中の人件費総額見込み

1, 655,070百万円

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、

職員諸手当、超過勤務手当、休職者給与及び国際機

関等派遣職員給与に相当する範囲の費用である。

2 医療機器・施設設備に関する事項

医療機器・施設設備については、費用対効果や法

人全体の財務を総合的に勘案して若実に実施するこ

と。

第θの2の r′ノだまとめで認載 2 医療機器・施設設備に関する計画

中期目標の期間中に整備する医療機器・施設設備

については、11紙 4の とおりとする。

編″場所の婚
`第

θのθヘノ

3 再編成業務の実施

独立行政法人国立病院機構法 (平成 14年法律第

191号 )附則第7条に基づく業務として、「国立

病院・療養所の再編成・合理化の基本方針J(F召 和

60年 3月 29日 閣議報告)に基づき実施されてい

る「国立病院・療養所の再編成計画J(平成 11年
3月 の計山i llL直 し後のt)の をいう。)に定められて

いた再編成対象病院のうち、平成15年度末におい

て未実施となつている10病院について的確に実施

すること。

第θの ア/J老めて記載 3 再編成業務の実施

旧国立病院・療養所の再編成業務については、中

期目標の期間中に統廃合が予定されている8件を、

その経営に留意しつつ着実に実施する。

様記場所の変更 傷ン の ア

`δ

ノヘノ

4 機構が承継する債務の償還

承継した債務の処理を確実に行うこと。

ダイの2/_まとめ(記載 4 機構が承継する債務の償還

企業会計原則に基づく、会計処理へと変わること

から、国立病院機構全体として、収支相償を目指す

とともに、借入金の元利償還を確実に行う。

表認楊所の変更 傷汚 のイヘノ

2 積立金の処分に関する事項

調整中

2 中期計画における数値目標

本中期目標の主要な事項について、中期計画にお

いて数値日標を設定すること。

(別記)

国の医療政策として担うべき医療 (政策医療)の分

(別記)

国の医療政策として担うべき医療 (政 策医療)の分

野



独 立 行 政 法 人 国 立 病 院 機 構 第 1期 中期 目標 。中 期 計 画 、 第 2期 中 期 目標 中期 計 画 (案 )の 比 較 表

中  期  日  標 (1日 )

がん

循環器病

精神疾患

神経・筋疾患 (進行性筋ジストロフィーを含む。)

成育医療

腎疾患

重症′き身障害

骨・運動器疾患

呼吸器疾患 (結核を含む。)

免疫異常

内分泌・代謝性疾患

感覚器疾患

血液・造 llll器疾患

肝疾患

エイズ

長寿医療

災害医療

国際医療協力

国際的感染症

中 期 計 画 (1日 ) 見 直 し 内 容

がん

循環器病

精神疾患

神経・筋疾患 (筋 ジストロフィーを含む。)

成育医療

腎疾患

重症′き身障害

骨・運動器疾患

呼吸器疾患 (結 核を含む。)

免疫異常

内分泌・代謝性疾患

感覚器疾患

血液・造血器疾患

肝疾患

エイズ

長寿医療

災害医療

国際医療協力

国際的感染症



別紙2

中期計画 (平成21年度から平成25年度)の予算

別紙 1

(単位 :百 万円 )

区 金 額

運営費交付金

施設整備費補助金

長期借入金等

彙務収入

その他収入

計

闘 300

1■ 119

1陀800

3,702.349

3,00C

■188.577

業務経費

診療業務経費

教育研修業務経費

臨床研究業務経費

その他の経費

施設整備量

借入金償還

支払利息

その他支出

計

3.622,021

3.303.29`

33481

55351

229,881

2鶏 88C

23■ 13〔

6Q001

41.731

-338

(注 1)計数は原則としてそれぞれ四捨五入によつているので、端数において合計とは一致しないもの力`ある。

(注 2)平 成21年度以降の診療報酬改定は考慮していない。

(注3)給与改定及び物価の変動は考慮していない。

[人件費の見積り]

期間中総額1 655070百 万円を支出する。

上記の額は、役員報酬並びに職員基本 |.・ 、職員諸手当、超過勤務手当、休職者給与及び国際機関等派遣職

員給与に相当する範囲の費用である。

[運営費交付金の算定ルール ]

【運営費交付金の算定方法】

平成21年度は、業務の実施に要する経費を個々に見積り算出する。平成22年 度以降、これを基礎として

以下の算定ルールにより決定。

【運営費交付金の算定ルール】

毎事業年度に交付する運営費交付金(A)については、以下の数式により決定する。

A(a)=A(31)Xα Xβ

各経費及び係数値については、以下のとおり。

a l年度

A(al):前年度における運営費交付金

α :効率化係数。各事業年度の予算編成において、当骸事業年度における具体的な係数値を決定。

β :政策係数。法人の業務の進捗状況や財務状況、政策ニーズ等への対応の必要性、独立行政法人評価

委員会によるlTE等 を勘案し、各事業年度の予算編成において、当骸事業年度における具体V3‐ 係数値を決

定する。

【中期計画予算の見積りに際し使用した具体的係数】

α 1099と 置く。

β : 1∞ と置く。

中期計画 (平成21年度から平成25年度)の収支計画

区 金 額

収益の都

診療業務収益

教育研修業務収益

医業収益

運営費交付金収益

その他診療業務収益

看護師等養成所収益

研修収益

運営費交付金収益

その他教育研修業務収益

研究収益

運営費交付金収益

その他臨床研究業務収益

財務収益

運営費交付金収益

その他

臨床研究業務収益

その他経常収益

臨時利益

費用の部
診薇業務費

人件費

材料費

諸経費
滅価償却費

教育研修業務費
人件費
諸経費

滅価償却費

臨床研究業務費
人件費

諸経費
減価償却費

一般管理費
人件費

諸経費

減価償却費

その他経常費用
財務費用
その他

臨時損失

純利益

目的積立金取崩額
螢 剰 林

亀UZ4Ull
3.708.273

3,710,675

38.159

19.439

26“3

19.310

655

5,401

587

45,393

22,905

21,694

794

101,388

■123

162.265

16.500

5

3,9略576

3.623.691

2,046.655

878,819

481,:20

217.096

04,005

24605

10005

295

54β51

26.845

25.65C

2.355

17■533

174,491

2,918

:24

74餌
66.542

8.262

10,793

37“5

0

37“5

(注 )計数は原則としてそれぞれ四捨五入によつているので、端数において合計とは一致しないものがある。



別紙3 男11般4

医 療 機 器 ・ 建 物 整 備 に 関 す る 計 画

:聰 こ

』首]婁鸞i鍾鰤箋静蓬場墨癬諸窪曇薔
"暑

謹酵萄
緻 鰐 鰈 r幣鋼き鞘 輻 鵬 艦 苦
電機管課皐薔凛鎌渕瞭広髪花に応じて、総投資額は200億円程度の増減があり得るものとする。

中期計画 (平成 21年度から平成 25年度)の資金計画

業務活動による収入

診療業務による収入

教育研修業務による収入

臨床研究業務による収入

その他の収入

投資活動による収入

施設費による収入

その他の収入

財務活動:蠍る収入

債券発行による収入

長期借入による収入

その他の収入

前期中期目標の期間よりの繰越金

業務活動による支出

診療業務による支出

教育研修業務による支出

臨床研究業務による支出

その他の支出

有形固定資産の取得による支出

その他の支出

債券の償遺による支出

長期借入金の返済による支出

その他の支出

1年度～平成25年度 医療機器整備

区 分 定 額予

医療機器整備

建 物 整 備

850億円 土α

l.679億 円 士β、

計 金
０

助

含金

補

資費
艶

備

等整
逓

［白螂
＋
一

円億２９ 151億 円 ± δ
2.378億円 士 ε

この投資方針により第 1

ととなる。    ・
1

(注 )計数は原則としてそれぞれ四捨五入によつているので、端数において合計とは一致しないものがある。



独立行政法人国立病院機構の平成20年度償還計画の変更 (案 )

(単位 :千 円 )

資料 2

(単位 :千 円 )

【平成20年度償還計画】

(参考1)平成20年度借入・発行予定

区 分 金額

約定償還予定額 51,292,956

繰り上げ償還予定額 1,673,926

△
ロ 計 52,966,882

財政融資資金 国立病院機構債 民間借入金 計

‰ 徽 ) A
63:9,112,373 11,000,000 0 650,112,373

借入「発行予定額     B 0 0 0 0

償還予定額       C 49,966,882 3,000,000 0 52,966,882

(約定償還分) 48,292,956 3,000,000 0 51,292,956

(繰り上げ償還分) 1,673,926 0 0 1,673,926

借入・発行残高
(平成20年度末)    D

D=A+B―C
589,145,491 8,000,000 0 597,145,491
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(参考 3)平成20年度以降の償還額

年   度 財政融資資金 国立病院機構債券 民間借入金

平成20年度 49,966,882 3,000,000

平成21年度 47,242,234 3,000,000

平成22年度 47,984,395 3,000,000

平成23年度 46,146,240

平成24年度 42,108,472 2,000,000

平成25年度 40,020,943

平成26年度 37,932,313

平成27年度 36,277,138

平成28年度 34,847,297

平成29年度 33,560,085

平成30年度 32,630,855

平成31年度 29,640,285

平成32年度 26,755,317

平成33年度 24,458,109

平成34年度 22,860,197

平成35年度 20,609,975

平成36年度 18,182,063

平成37年度 15,215,800

平成38年度 11,989,048

平成39年度 9,364,514

平成40年度 6,242,718

平成41年度 2,895,000

平成42年度 1,550,000

平成43年度 632,500

合   計 639,112,374 11,000,000 0

平成20年度までの借入等に基づく償還額。なお、20年度の借入は予定していない。



国立病院機構における債券発行 日長期借入金の推移

年度

債券発行 長期借入金

計画額 実績額 償遺額
債券発行額
年度末残高

計画額 実績額 償還額
長期惜入金
年庁実磯富

財政投資
資  金

民間借入 計
財 llI彊貫
書   金 民間借入 計

財 政 投 資
書   命

民間借入 計
財政投資
薔   会 民間借入 計

平成16年度期首 747,147,0421 747,147,042

平成16年度 44,000,000 01 44,000,00( 36,800,000 36,800,000 43,994,059 43.994,05C 739,952,983 739,952.983

平成17年度 3,000,00C 3,000,00( 3,000,00( 29,000,000. 1,000,000 30,000,00C 25,400,000 25,400,000 46.005,292 46,005,292 719,347,691 719,347,69

平成18年度 3,000,00C 3,000,000 6.000,00( 24.300.000 1,000,0001 25,300,00( 14.300,000 14,300,000 47,132,565 47.132.56モ 686.515,126 686.515,126

平成19年度 5,000,00C 5,000,00( 8,000,00( 37.000,000 1,000,000 38,000,00C 10,000,000 10.000.000 57.402,753 57,402,75〔 639,112,373 639,112,373

平成20年度(案 ) 5,000,00C 3,000,000 8,000,00( 53,500,000 1,000,000 54,500,00C 49,966,882 589,145,491 589,145,49

注1)平成17年度に完済した改革推進公共投資独立行政法人国立病院機構施設整備事業資金貸付金を除く。

注2)平成20年度の計画額に対して、借入(実績額)の予定はない。



資料 3-1

国立病院機構における債券発行 日長期借入金の推移

年度

債券発行 長期借入金

計画額 実績額 償還額
債券発行額
年度末残高

計画額 実績額 償遺額
金
高

入
残

借
末

期
度

長
年

警
政投

菫 1民間借入 :   計 髪
政投

曇 :民間借入 1  計 馨
政投

奪 1民間借入 計
財政投資
資  金

民間借入 :   計

平成16年度期首 卿Ⅲ /卿 …
平成16年度 44,000,0001   0: 44,000,000 36,800,0001        0 36,800.00C 43994.0591        01  43,994,059 聰

"陀
轟 /17瑯卸

“
平成17年度 3,000,00C 3,000,00C 3.000.00C 狙 ∞Q∞

1・
∞Q∞

l∞
°∞即 ° 25,400,000:         0 25.400.00〔 46,005,292 0,  46,005,292 719.347.6911   /′    1  719,347,691

平成18年度 3,000,00C 3,000,00C 6,000,00C 24300000: 1.00o.o001  25,300,000 14,300,000 14,300,00( 47,132.5651        0:  47,132,565
1     :

686.515,127 686.515,127

平成19年度 500000C 11.000,00C 37,000,0001 1,000,0001  38,000,000 10,000,000 01  10,000,00( 57.402,754 0:  57402.754 639.112,373 639,112,373

平成20年度 5,000,00C 3,000,00〔 8,000,00〔 5a50000011.000,00o:54,500,000 49.966.8821        01  49,966,882 589145491 1  589,145,491

平成 21年 度 (案 ) 5,000,00C 3.000.00( 45,500,0001        0 45,500,000 47,982,234 47.982.234 586,663,2571   01586,663,2"

注1)平成17年度に完済した改革推進公共投資独立行政法人国立病院機構施設整備事業資金貸付金を除く。

注2)平成21年度計画額のうち財政融資資金には、平成20年度からの繰越額255億円を含む。



資料 3-2

独立行政法人国立病院機構の平成21年度長期借入金計画 (案 )

独立行政法人国立病院機構は、医療の提供、医療に関する調査及び研究並びに技

術者の研修等の業務を行うことにより、国民の健康に重大な影響のある疾病に関す

る医療その他の医療であつて、国の医療政策として機構が担うべきものの向上を図

り、もつて公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的としている。

この目的を達成するために行う病院の更新築等整備に必要な資金について、財政

融資資金及び民間銀行等からの借入れを行うものである。

【平成21年度計画額】

分区
財政融資資金

施設設備整備

計  画  額 45,500百万円

※ 財政融資資金のうち施設設備整備については、前年度からの繰越25,500百万円を含む。

【借入条件】

区 分 財政融資資金

借 入 金 の 使 途 施設設備整備

償 還 期 間 25年 (う ち据置5年 ) 5年

借 入 利 率
書入日の借入金利による
(参考 :H21212現在1.3%)

唐入日の借入金利による
(参考 :H21.212現在08%)

※ 平成20年度借入実績はない。 (H21.2.24現在 )



資料 3-3

独立行政法人日立病院機構の平成21年度債券発行計画 (案 )

独立行政法人国立病院機構が行う建物整備等に必要な資金について、国立病院機構

債券の発行により調達を行うものである。

発行予定額 5年債

50億円

50億円

発行予定時期 平成 21年 6月 ～平成 22年 3月

※債券の利率等については債券募集の日に決定

発行に要する費用については、発行条件 (利率)等に影響を受けるため、

現時点では未定。

※なお、平成 20年度の発行実績はない。

【参考 :平成 19年度発行実績】

第 3回債 第 4回債

発行総額 30億円 20億円

年 限 3年 5年

募集 (条件決定 ) 日 H19.6.12 H19.6.12

発行 (払込 ) 日 H19.6.21 H19,6.21

クーポン (表面利率) 1, 31% 1. 63%

発行価格 (額面 100円 あた り) 99. 97円 99, 99円

格付 (格付投資情報センター) AAA AAA



独立行政法人国立病院機構の平成21年度償還計画 (案 )

(単位 :千円)

資料3-4

(単位 :千円)

【平成21年度償還計画】

区   分 金額

償還予定額 50,982,234

(参考1)平成21年度借入・発行予定

財政融資資金 国立病院機構債 民間借入金 計

‰ 覧編警稟 )      A 589,145,491 8,000,000 0 597,145,491

借入口発行予定額      B 45,500,000 5,000,000 0 50,500,000

償還予定額        C 47,982,234 3,000,000 0 50,982,234

借入口発行残高
(平成21年度末)     D

D=A+B―C
586,663,257 10,000,000 0 596,663,257
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(参考3)平成21年度以降の償還額

年  度 財政融資資金 国立病院機構債券 民間借入金

平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

平成31年度

平成32年度

平成33年度

平成34年度

平成35年度

平成36年度

平成37年度

平成38年度

平成39年度

平成40年度

平成41年度

平成42年度

平成43年度

平成44年度

平成45年度

平成46年度

47,982,234

48,724,395

46,886,240

42,848,472

40,760,943

38,727,313

37,367,138

35,937,297

34,650,085

33,720,855

30,730,285

27,845,317

25,548,109

23,950,197

21,699,975

19,272,063

16,305,800

13,079,048

10,454,514

7,332,718

3,985,000

2,640,000

1,722,500

1,090,000

1,090,000

295,000

3,000,000

3,000,000

2,000,000

5,000,000

合  計 614,645,492 13,000,000 0

※ 平成21年度までの借入等に基づく償還額。



平成21年度投資 (建物・医療機器等)フ レーム

１

　

０

.投資決定状況

建物

平成 16年度 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度

建替等 525億 円 660億 円 288億 円 238億 円 約 251億 円 約204億円

保守 口保安、増改修等
(ア スベス ト、耐震強化含む)

163億円 132億 円 31億円 70億円 約7フ 億円 約72億円

合計 (投資総額 ) 689億 円 793億 円 319億 円 308億 円 約 328億 円 約 2フ 4億円

注 1)16年 度建替決定分 105億 円 (高崎、浜日)

注 2)コ 6年度国時代からの繰越分 302億 円

注 3)17年 度建替決定分 559億 円 (熊本、千葉、埼玉、静岡、横浜、関門、西札幌、下志津、
相模原、富山、愛媛、福岡東)

注4)18年 度建替決定分 248億 円 (西埼玉中央、医王、鈴鹿、宇多野、南岡山、東広島、高松東、
小倉、別府医療、都城、大分医療、兵庫中央)

注 5)19年 度建替決定分 206億 円 (佐賀、松江、京都、七尾、長崎神経、南和歌山、花巻、弘前、
道北、宮城、下志津、福山)

注 6)20年 度建替決定分 (予定含む) 184億 円 (刀 根山、長良、南京都、岩国、東徳島、大牟日、天竜、あわら)

注 7)上記金額は当初計画額であり、実際の施行状況等により変動の場合あり。

O医 療 機 器 等

平成 16年度 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度

投資総枠 135億円 204億 円 201億 円 216億 円 約 290億 円 約316億 円

投資決定額

大型 40億円 64億円 36億円 36億円 約 35億円 約 63億円

その他 62億円 98億円 104億 円 114億 円 約 154億円 約 155億 円

合計 102億 円 162億 円 140億 円 150億 円 約 189億 円 約 218億 円

注 ¬)平成21年度の金額は計画額であり、実際の調達状況等により、変動の場合あり。

2.平成 21年度資金調達枠 (自 己資金・補助金を除く)

建物 医療機器等 計

財政融資資金 ※ 455億 円 455億 円

財投機関債 50億円 50億円

預託金 (元金回収額含む ) 130億 円 130億 円

合計 505億 円 130億 円 635億 円

※ 455億 円の うち、 255億 円は平成 20年度か らの繰越を予定。

注 1)平成21年度の財投機関債50億円のうち、30億円程度については、資金需要等の状況により発行しない場合あり



3.支払額 (自 己資金等・補助金を除く)

O建物整備

各年度の要調達額 (補助金等を除く)

第 2期 第 3期以降
平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

第 期承認繰越支払額        635
409 192自己資金等 1  補助金  1 要調達額

0 341   601
新夫

|

急承認支払見込み額       1,108
36 192 182 183 184 214

中 案ヽ件               150
30 30 30 30 30要調達額

150
当年度要調達額 (総計 ) 475 414 212 213 214 214
調達額

財政融資資金

財投機関債

475
455
20

５

５

０

１

９

２

４

３

２

２

０

１

９

２

２

１

２

２

０

１

９

２

２

１

214
194
20

差引 0 0 0 0
累計 0 1 0 0

中期計画の投資枠 1,679億 円 中期計画期間中の支払見込額 1,679億 円

泊三1 平成 21年度の財政融資資金には、前年度か ら 55億 円を含む

○医療機器等整備

各年度の要調達額 (自 己資金等を除く)

第 2期

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

平成 2¬ 年度決定 記込み分支払額   218
130

平成22年度決定:記込み分支払額    158
130

平成 23年度決定貝,込み分支払額     158
130

平成 24年度決定興,込み分支払額     158
130

平成25年度決定見.込み分支払額     158
130

当年度要調達額 (総計) 130 130 130 130 130
調達額

預託金 (元金回収額を含む)

０

０

３

３

０

０

３

３

０

０

３

３

０

０

３

３

０

０

３

３

=引
0 0 0 0 0

累計 0 0 0 0 0

中期計画の投資枠
170億 円/年
(計 850億 円 )

平均
170億 円/年

(合計 850億 円)



役員報酬の改定について

1 役員報酬改定の考え方

今般、国立病院機構の役員の報酬について、法人の業績とともに各役員の

業績をより適切にその報酬に反映できるよう、役員報酬規程の改正を行つた

ところです。

2 役員報酬の改定内容

(1)役員の業績年俸 (役員賞与)制度の改正

① 改正前の制度の概要

ア 業績年俸については、前年度の業績年俸の額に次のイ ロウで定めた

増減率を乗じて得た額を当該年度の年俸額としています。

イ 前年度の厚生労働省独立行政法人評価委員会での評価結果を基に法

人全体としての評価結果を5段階で判定し、増減率の限度を定めます。

〔:肇欄

11::■

k認麟軍| :邸侶| |::lβllサIF｀

 B評価 100分の100〕

ウ 理事長が、各役員の法人業績への寄与度等を判定し、イで定まつた

限度の範囲内で各役員毎の増減率を決定します。

ただし、B評価の場合は、増減率は一律100分の100と しています。

② 改正点

改正前の役員報酬規程では、標準の評価結果である「B」 評価の場合、

自動的に増減率が一律「100分の100」 となるため、役員個人の法人業績

への寄与度が劣る者が生じた場合に、適切に報酬へ反映することができ

ないことから、他の評価結果と同じく100分の100を下回る増減率を決定

できるよう規程改正を行うものです。

(2)改定の実施時期

平成21年 4月 1日



厚 生 労 働 大 臣

舛 添  要

国立病院機構発総第0217001号

平 成 21年 2月 17日

一 殿

独立行政法人国立病院機構

理事長   矢 崎 義

役員に対する報酬等の支給の基準の変更について (届 出)

今般、別添のとお り役員に対する報酬等の支給の基準を変更 したので、独立行政法人

通則法 (平成 11年法律第 103号 )第 52条第 2項の規定に基づき届出を行います。



平成 21年 2月 17日 規程第 1号

独立行政法人国立病院機構役員報酬規程の一部を改正する規程

独立行政法人国立病院機構役員報酬規程 (平成 16年規程第 12号)を別添

新旧対照表のとおり改正する。

附 則

(施行期 日)

この規程は、平成 21年 4月 1日 から施行する。



独立行政法人国立病院機構役員報酬規程新旧対照表

新 1日

(業績年俸)

第 8条 常勤役員の業績年俸の額は、年度単位で定めるものとし、第
6条第 3項に規定する場合を除き、当該常勤役員の前年度の業績年
俸の額に、前年度の厚生労働省独立行政法人評価委員会 (以下「評
価委員会」という。)の業績評価を踏まえ、次の表に定める当該年
度の評価結果に応 じた割合を乗じて得た額 (同項に規定する場合
は、同項の業績年俸額)と する。

評価委員会の業

績評価

〈
口

生
ロ

価

価

価

価

価

評

評

評

評

評

Ｓ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

100分の120州 で理事長が定める割合

100分の110畑 で理事長が定める割合

00分の100畑 で理事長が定める割合

00分の90以内で理事長が定める割合

00分の80囲で理事長が定める割合

(業績年俸)

第 8条 常勤役員の業績年俸の額は、年度単位で定めるものとし、第
6条第 3項に規定する場合を除き、当該常勤役員の前年度の業績年
俸の額に、前年度の厚生労働省独立行政法人評価委員会 (以下 「評

価委員会」という。)の業績評価を踏まえ、次の表に定める当該年
度の評価結果に応じた割合を乗じて得た額 (同項に規定する場合
は、同項の業績年俸額)とする。

評価委員会の業

績評価

生
曰

∧
口

価

価

価

価

価

評

評

評

評

評

Ｓ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

100分の120囲 で理事長が定める割合

100分の110畑 で理事長が定める割合

100分の100

100分の90舶で理事長が定める割合

100分の80囲で理事長が定める割合



国立病院機構岡山医療センターにおける指定管理者制度

に基づく公立病院運営について

1   雛

岡山市においては「公立病院改革ガイドライン」(平成19年 12月 24日付総務省

自治財政局長通知)を踏まえ、岡山市立金川病院 (以下「金川病院」という。)に
ついて、同病院が有する病床の再編・ネットワーク化、医療連携について検討を行

い、今般「独立行政法人国立病院機構岡山医療センターと岡山市立金川病院におけ

る病院再編言十画」(以下「再編計画」という。)をとりまとめたところ。

この間、国立病院機構としては、地元からの要望も踏まえ、地域医療に貢献する

観点から、医療連携及び金川病院の指定管理者制度に基づく運営に向けて具体的な

協議を進めてきた。

・ 地元の要望を踏まえ岡山市長から要望書の提出 (20年 2月 )

・
・
金川病院の運営委託に関する岡山市議会での質疑 (20年 2月以降)

2 再編計画の主な内容

○ 医療機能の継続と充実を図ること並びに岡山市北部地域における救急医療体

制の充実を図ることを目的に、岡山医療センターと連携して金川病院の再編に取

り組む。

○ 岡山市は金川病院を現在の60床から30床の病院として建替え整備し、運営

を国立病院機構岡山医療センターに委託し―層の連携強化を図る。

○ 金川病院の削減した病床については岡山市北部地域の急性期医療体制の充

実・強化を図るため岡山医療センターに移管する。

3 今後の予定

今後、岡山市における、金川病院の建て替え整備、指定管理者制度導入の条例制

定、指定管理に関する基本協定の締結を経て、平成24年の開院、指定管理開始を

予定。



(1多,:ラ:争)

建て替え整備後の金川病院の機能等について

1 主たる機能

① プライマリケアの機能

ア 初期診療機能

地域の医療機関として、多様な住民ニーズに対応した幅広い診療を行うため内科・外科 (整

形外科)の 2診療科を中心とした初期診療機能を担う。

イ 初期救急医療機能

地域住民に安心を提供するため、初期救急医療機能を担う。又、必要に応じて急性期の医療

を担つた基幹病院 (国立病院機構岡山医療センター)と連携して対応する。

② 亜急性期に対応する機能

ア 脳血管疾患等による後遺症患者等の機能回復を図る。

イ 急性期医療を担う基幹病院と連携し、必要な回復期リハビリテーションを行う。

③ 地域医療機関との連携機能

地域の医療・保健B福祉機能との医療口保健・福祉ネットワーク形成のため、地域の診療所、

保健 口福祉施設等の連携を促進する機能を担う。このため、研修会・勉強会などの開催を積極

的に行う。

④ そ硼

健康診断、健康相談、健康教室の開催など予防医療を推進し、地域住民の健康づくりに貢献

する。

2 病床数と診療科目等

① 病床数

御津地域を含む市内北部地域は、小中規模病院主導の医療体制となつている状況の中で、それ

ぞれの病院の役割が必ずしも明確でなく、各病院の特徴を活かした機能分担や地域連携が求めら

れている。

こうした地域における医療提供体制の現状を踏まえ、金川病院については、基幹病院との連携

強化を進めることにより、御津地域住民に適切な医療を提供する持続的なシステムの確立を目指

すこととし、病床数については、基幹病院との連携を前提に現在の患者数の動向も勘案し、一般

病床30床とする。

② 診療科目

ア 内科、外科 (整形外科)の 2診療科を中心とする。

イ その他の診療科は、現状を踏まえた上で、地域のニーズを見極めながら対応を検討していく。

(岡山市「編 剥齢副¨       (金川動 基本計画」より



|

中期目標期間終了時における積立金等の承認に係る意見聴取の

取扱いについて (案 )

下記2により、独立行政法人が中期目標期間終了時に保有する「積立金」の処
分に際しては、あらかじめ独立行政法人評価委員会の意見をお聴きする必要があ
るが、非常に限られた日程となることが予想される。  _
したがつて、本年度末以降に中期目標期間が終了する法人の積立金の処分に係

会長に最終的な独立行政法人評価委員会のご意見をとりまとめぃただくことと
させていただきたぃ。

2.独立行政法人が中期目標期間終了時に保有する「積立金Jの1処分について
(1)中期目標期間終了時の積立金の処分については次の2つによる。
① 厚生労働大臣の承認を受けた額を次の中期目標期間の業務の財源等に充てる。

(こ の場合、6月 30日 までに承認を受ける必要がある。)

② 積立金の額から①の金額を控除した額を国庫に納付する。
(こ の場合、7月 10日 までに国庫に納付する必要がある:)

(2)財務諸表の承認について

上記 (1)の処理を行う前提として、「次の中期目標期間の業務の財源等に
充てる額」及び「国庫に納付する額」を確定させるために、上記 (1)の①及
び②のそれぞれの期限までに厚生労働大臣から「財務諸表」の承認を得る必要
がある。

人評価委員会の意見を聴かなければならない。

人評価委員会の意見を聴かなければならない。



(参考 1)

独立行政法人評価委員会を開催しない場合のスケジュール (案 )

独立行政法人評価委員会に係るスケジュール 備考

【6月 上旬】

独立行撃法人の「財務諸表」及び「次の中期目標期間の業

務の財源に充てる額」について、財務担当委員にご説明。

【6月 中旬～下旬】

財務担当委員にご了解をいただいた後、各委員あてに関係

資料等を送付し、書面等により意見聴取。

【6月 下旬】

部会長に各委員からのご意見をご報告し、独立行政法人評

価委員のご意見をまとめていただく。

【7月 以降】

開催される部会において、独立行政法人評価委員会からの

ご意見をご報告。

06月 30日 まで

・財務諸表の承認

・次の中期 目標期

間の業務の財源

に充てる額の承

認

07月 10日 まで
。国庫納付
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(参考 2)

今年度末に中期目標期間が終了する法人の関係法令

畠霊属鷹極羅
期目標期間が終了する独立行政法人

辱番暑雁督増霊稔息管構

【各法人共通規定】
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令
(平成12年政令第316号)(抄 )

(積立金の処分に係る承認の手続)

第五条 別表の第一欄に掲げる独立行政法人は、通則法第二十九条第二項第一号 に規定
する中期目標の期間 (以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業
年度 (以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第四十四条第一項 又は第二
項 の規定による整理を行った後、同条第一項 の規定による積立金がある場合において、

の

上る丞認を受けなければならなしヽ。
一 別表の第二欄に掲げる規定による承認を受けようとする金額
二 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2 (略 )

(国庫納付金の納付の手続 )

第本条 別表の第下欄に掲げる独立行政法人は、同表の第四欄に掲げる規定に規定する残
余があるときは、当該規定による納付金 (以下 「国庫納付金」という。)の計算書に、

二必留雰量縁⊆象言]信:輛]脅混:F看:[:ξチ;≦ζ曇]:1115東 |こ i:髯:警』[褥]篠〔:属riI「 :3普テ婦嵩鷲
後の事業年度の次の事業年度の六月二十日までに、これを主務大臣に提出しなければな
らない。ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した向条第二
項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。2 主務大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞な
く、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

(国庫納付金の納付期限)

第



【各法人個別規定】
●独立行政法人国立病院機構法 (平成 14年法律第191号)(抄 )

(積立金の処分)

第十六条 機構は、通則法第二十九条第二項第一号 に規定する中期目標の期間 (以下こ
の項において「中期目標の期間」とい う。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条構  `T"ュ ー

_== ⌒ ,_一 、 、 一 一
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かなければならない
機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受こ た、― ●・ 昴 ″入 ■ _´ ≧_ 、__、  ^ 、、 、  _  ヽ ヽけた金額を控除してなお残余が は、その残余の額を国庫に納付しなけれ |

なし)`

4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事
項は、政令で定める。

●独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 (平成 14年法律第 192号)(抄 )
(利益及び損失の処理の特例等)

第二十一条 機構は、第二十九条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定において、通則法
第二十九条第二項第一号 に規定する中期目標の期間 (以下この条において「中期目標
の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項 又は第二項 の規
定による整理を行つた後、同条第一項 の規定による積立金があるときは、その額に相

ない

機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受
けた金額を控除して

ない。

4 副作用救済勘定及び感染救済勘定については、通則法第四十四条第一項 ただし書、
第二項及び第四項の規定は、適用 しない。

5 機構は、副作用救済勘定及び感染救済勘定において、中期目標の期間め最後の事業年
度に係る通則法第四十四条第一項 本文又は第二項 の規定による整理を行った後、同条
第一項 の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中期目標の期
間の次の中期 目標の期間における積立金として整理しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、第三項の納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し
必要な事項は、政令で定める。



1継壼璽勝透介露

働者健康福祉機構法 (平成 14年法律第 171号)(抄 )

第■十一条 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間 (以下こ

2項笙曽:IF」空響層署
の
帯間Jと いう8)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条

第一項又は第二項の規定による整理を行った後、筒条第一項の規定による積立金があるLキ 料  z⌒ 売 ),4D、レユ ゥ A― _ン ,一 _|、 ‐ヽ・―

立 なければならない
機構は、第二項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受

けた金額を控除してえ なければえ
ない。

4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事
項は、政令で定める。
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厚生労働省独立行政法人評価委員会

委 員 長  井 原  哲 夫

政策評価・独立行政法人評価委員会

委 員 長  大 橋  洋

平成19年度における厚生労働省所管独立行政法人の業務の実績

に関する評価の結果等についての意見にういて

当委員会は、平成20年 8月 18日付けをもつて貴委員会から通知のあつた

「厚生労働省の所管する独立行政法人の平成 19年度の業務実績の評価結果

について」等に関して、別紙 1のとおり意見を取りまとめましたので、通知

します。あわせて、独立行政法人等の給与水準及び総人件費改革に関する評

価の結果について別紙 2のとおり、評価の取組が顕著な独立行政法人評価委

員会及び積極的な取組姿勢が顕著な独立行政法人の例について別紙 3の と

おり取りまとめ、送付しますので、よろしくお取り計らい願います。

なお、契約の適正化に係る評価の結果については、当委員会において引き

続き検討の上、別途通知いたします。

当委員会としては、平成19年 7月 11日 に取りまとめた「業務実績評価に

関する当面の取組方針」、平成 20年 7月 14日 に独立行政法人評価分科会に

おいて取りまとめた「平成 19年度業務実績評価の取組について」等に沿つ

て、政府全体の評価の厳格性、信頼性の確保に重点を置き、横断的に評価を

行つたところです。

殿



・
今後、貴委員会におかれては、本意見を着実に具体化していただくととも

に、二部の独立行政法人における不祥事の発覚等により独立行政法人全体が

不信の日でみられていること、業務実績評価に関する各府省の評価委員会に

おける取組が不十分ではないかとの指摘があることなどを踏まえ、国民の視

点に立った厳格かつ客観的な評価を行つていただくようお願いしま丸



男J′低1

平成19年度における厚生労働省所管独立行政法人の業務の実績

に関する評価の結果についての意見

平成 19年度における厚生労働省所管 14法人 (国立健康・栄養研究所、労働安全衛

生総合研究所、勤労者退職金共済機構、高齢 。障害者雇用支援機構、福祉医療機構、

国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、労働政策研究・研修機構、雇用・能力開発

機構く労働者健康福祉機構、国立病院機構、医薬品医療機器総合機構、医薬基盤研究

所、年金・          、年金積立金管囲園つ の業務の実績に関する

貴委員会の評価の結果 (以下 ξ評価観釉 という。)については、以下のとおり改善す

べき点がみられた

【所管法人畑

鋼 の基準の明確化等)

・ 評価の基準の明確化等については、昨年度の当委員会意見として、貴委員会を含

む各府省の独立行政法人評価委員会に対して、mの 基準についてより客観的かつ

明確なものとなるよう見直すとともに、評価の結果についてもその考え方、理由、

根拠等を評価の基準との関係においてより分かりやすく説明すべきである。」との指

摘を行つたところである。

各府省の独立行政法人評価委員会の中には、評価指標の具体化、評定を付す単位

(以下「評定単向 という。)の細分化、法人共通の評価事項 (例え|よ 欠損金、剰

余金の適正化等)の設定、総合評価の考え方の統一など、評価結果を分かりやすく

説明するための取組を行つているところがみられる。

一方、各府省の独立行政法人評価委員会の平成 19年度の評価結果をみると、評価

結果を分かりにくくしている要因として、以下のようなものがあると考えられる。

貴委員会においては、評価結果を分かりやすく説明するために、これらについて

考慮した説明を行うべきである。

i) 同一の評価事項 (例 :野 の適正イロ など であっても、法人によつて、評

定単位が詳細なもの・概括的なものが混在している。



複数の業務を併せて評定する場合において、各業務のウエイトの付け方が不

統一である。

評定に際して、日標の達成 (進 捗 )が法人の努力によるものか、外的要因に

よるものかがあいまいである。

評定記号の意味する評語として「おおむね」等の多義的な用語が使われてい

るが、その意味が不明確である。

(傭箔 薗

・ 保有資産の見直し状況の評価については、「独立行政法人整理合理化計画」 (平成

19年 12月 24日 閣議決定し以下「整理合理化計画」という。)Ⅲ-1-(2)「保有資

産の見直し」において、「保有資産の見直しの状況については、監事による監杏、評

価委員会による事後評価において、それぞれ適切にチェックする。」こととされてお

り、貴委員会においても、整理合理化計画において平成 19年度中に処分等すること

とされた実物資産の処分等の取組状況についての評価が行われている。

各府省の独立行政法人評価委員会の中には、整理合理化計画において処分等する

こととされている資産以外の資産についても、主要な固定資産についての固定資産

一覧表等に基づく監事監査や減損会計の情報等を活用した評価を行つているところ

もあり、今後、法人の保有資産の見直しの取組に関する評価を行う際には、このよ

うな取組も参考にしつつ評価を行うことが望ましし、

館

…

Lel

・ 官民競争入札等については、整理合理化計画Ⅲ-1-(3)P官民競争入札等の積極

的な適用」において、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 (平成 18

年法律第 51号)に基づく官民競争入札等の積極的な導入を推進し、独立行政法人の

提供する財・サービスの質の維持・向上と経費削減を図る。」こととされており、貴

委員会においても、整理合理化計画及び「公共サービス改革基本方針」 (平成 19年

12月 24日 閣議決定)に基づき平成 19年度中に官民競争入札等の導入等が決定され

ている法人の業務について、その取組状況等の評価が行われている。

各府省の独立行政法人評価委員会の中には、評価項目 (予算、収支計画及び資金

計画)の評価指標の一つに「官民競争入札等の活用について、検討が適切に行われ

¨
ｎ

Ш̈

・Ⅳ



ている力ヽ 」を設定し評価を行づているところなどもみられる。今後、官民競争入札

等の活用に関する評価を行う際には、このような取組も参考にしつつ評価を行 うこ

とが望ましし、

(内部統制 (コ ンプライアンス体制の目励 )

・ 内部統制について、昨年度の当委員会意見として、貴委員会に対し、略望翌イ翌劉ヒ

計lnJ皿-2-(1)―① 瞬鍛姥術体制の在り方」をも踏まえ、コンプライアンス体制

の整備状況 (倫理行動規程の策定、第二者を入れた倫理委員会等の設置、監事によ

る内部統制についての評価の実施など)等についての評価を行うべきである。」との

指摘を行つたところであり、貴委員会においてもコンプライアンス体制の整備状況

の評価が行われている。

各府省の独立行政法人評価委員会の中には、コンプライアンス体制の整備状況の

評価にとどまらず、コンプライアンスを実践するための具体的手引書である「コン

プライアンス・マニュアノИ の策定及び活用、職員に対する研修の実施、内部監杏

結果等のマネジメントレビューヘの反映等の状況を明ら力ヽ こさせて評価を行つてい

るところもある。内部統制に係る今後の評価に当たっては、このような取組も参考

にしつつ、内部統制の体制の整備状況の評価のみならず内部統制のために構築した

体制 ,仕組みの運用状況についての評価を行うことが望ましし、

鮮喋を しての資金運用)

。 独立行政法人の中には、個別法に基づき事業として資金の運用を行っているもの

があり、平成 19年度においては、株式等のリスク資産による資金運用も行つていた

法人において、運用環境の悪化等による損失が生じているものがみられた

資金の運用については、各府省の独立行政法人評価委員会の評価も法人によつて

まちまちとなっており、当委員会においても様々な議論があつたところであるが、

以下については共通の認識が得られた

今後、個別法に基づき事業として行 う資金運用であつて、時価又は為替相場の変

動等の影響を受ける可能性があるものについては、下記①～③を踏まえて厳格に評

価を行 うべきである。

① 資金運用の実績が明らかにされているかどう力、



② 鋼 の基本的方針 (具体的な投資行動の意思決定主体、運用に係る主務大

臣、法人、運用委託先間の責任分担の考え方等)、 資産構成、運用実績を評価す

るための基準 (以下「運用方針等」という。)が事前に明確にされているかどう

力ヽ

③ 資金の性格、運用方針等の設定主体及び規定内容によつて法人はどのような責

任を負うの力ヽこついて、十分に分析されているかどう力ゝ

は 級 喩 鮫 醐

・ 給与水準及び総人件費改革については、聯子政改革の重要方針」(平成 17年 12月

24日「躊翻赳04-(1)一 ウー①一lln及び整理合理化計画Ⅲ-1-④ 一③において、

事後評価における厳格なチェックが求められている。

給与水準に関しては、整理合理化計画Ⅲ-1-(4)一①―イ及びウの趣旨を踏まえ

ると、評価に当たって、以下のような取組を行う必要があると考えられる。

1 国家公務員と比べて給与水準の高い法人について、

① 給与水準の高い理由及び講ずる措置 (法人の設定する日標水準を含む)につ

いての法人の説明が、国民に対して納得の得られるものとなっているか

② 法人の給与水準自体が社会的な理解の得られるものとなっているか

という観点からの検証を行い、給与水準の適正イヒに向けた法人の取組を促す評価

を行うこと

2 国の財政支出割合の大きい法人及螺 積欠損のある法人について、

給与水準について十分な説明責任を果たすことが求められており、特に、国家

公務員と比べて給与水準が高い場合、国民の理解を得ることがより困難と考えら

れることから、評価に当たっては、法人の説明を踏まえてより慎重に給与水準の

適切性の検証に取り組むこと

また、総人件費改革については、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革

の推進に関する法律 (平成18年法律第47号)第 53条等に基づき、各法人において

平成18年度からの5年間で5%以上の削減を基本とする取組を行うことが求められ

ている。この取組についての評価を行うに当たっては、これまでの取組の状況と5

年間で5%以上の削減を確実に達成するための展望を明ら力ヽ こした上で法人の取組

を健す評価を行うことが必要であると考えられる。



以上の認識のもとに、今回、当委員会において、給与水準及び総人件費改革に関

する各府省の独立行政法人評価委員会等の評価の取組について横断的に分析をした

ところであり、その結果は別紙 2のとおりである。

この分析結果を踏まえ、個別法人の評価に関し、特に改善を要すると考えられる

点については、当該法人の項において個男咄辞鏑 している。給与水準及び総人件費

改革に関する今後の評価に当たっては、当該個別法人についての意見を踏まえると

ともに、個男咄こ指摘した法人に限らず厚生労働省所管法人について、別紙 2に記載

の考え方を踏まえて評価に取り組まれたし、

上記の事項1劫口え、個男咄こ指摘すべき意見のある法人及びその内容は、以下のとおり

である。

【独立行政法人労働安全衛生総合研究所】

・ 経費削減の取組については、業務実績報告書において、平成19年度から始まった「高

圧設備の長時間使用に対応した疲労強度評価手法に関する研究」での光熱水量の増加

が見込まれたが、人工環境室を清瀬地区に集約し施設経費の永続的な節減を図るなど

の経費節減努力により、今年度の光熱水量の増加を対前年度 8.8%の増力熙こ抑えるこ

とができたとしており、評価結果においては施設の統合等による施設経費の節減など

に努めていると評価している」

しかしながら、その前提となる上記研究での光熱水量の増加量及び増加額や人工環

境室の統合等による経費節減額が明らかにされていないことから、経費節減額等を明

ら力ヽこさせた上で評価すべきである。

・ 「インターネット等による調査及び研究成果情報の発信」については、中期計画に

おいて、①公表論文の概要等を研究所のホームページにおいて公開、②年報等を発行

し産業界等へ中 の広報を図る、③研究成果を活用した事業場向け技術ガイ ド

ライン等の発行及び研究成果の一般誌等への積極的な寄稿、が中期目標を達成するた

めにとるべき事項として定められているものの、具体的な数値日標が定められていな

し、

平成19年度の評価結果においては、上記のとおり具体的な数値目標が定められてい



ないこと、また、18年度 (A評0と 地較しても下般誌等への寄稿件数及び研究所ホ

ームページヘのアクセス件数が減少していることからS評定 (中期計画を大幅に上回

つている)とする理由が不明確であり、評価の考え方、理由、根拠等を明ら力ヽ こさせ

た上で評価すべきである。

・ 本法人の給与水準については、昨年度の当委員会意見として、貴委員会に対し、「国

民の視点に立って給与水準の適切性等について厳格な評価を行うべきである。」との指

摘を行っている。

本法人の平成 19年度における給与水準は、対国家公務員指数 (年酬駆村 で 114。 4

(事務・技術職員)と国家公務員の水準を上回つている。

これについては、評価結果において「役職員の報酬・給与等の状況は妥当であり、

適切と認められる。一部に、この法人に限ったことではないが役員報酬が高いとの意

見もあつた。なお、給与水準の対国家公務員指数については、適正な水準まで引き下

げる必要がある。」と記載されている。

しかしながら、同年度の役員の報酬等及び職員の給与の水準に関する情報の公表 (以

下「給与水準等公表」という。)における本法人自身の説明によると、給与水準が高い

理由として、①職員の学歴構成、②その他法人固有の事情 (国からの出向者の異動保

障)が挙げられているものの、これら法人の説明に対する貴委員会としての認識が評

価結果において示されていなし、

今後の評価に当たっては、男ll紙 2(1-(1)一アー (ア )、 (イ )、 l■l)を踏まえ、法人

の説明が国民の納得の得られるものとなっているかという観点から検証し、その結果

を評価結果において明ら力ヽ こすべきである。

また、上記吹外にも、別紙 2(1-(1)一 ウー17y)の状況がみられるので、これも

踏まえた評価に取り組まれたし、

。 本法人の総人件費改革の取組については、給与水準等公表によると、平成 17年度の

基準値 1,053,105千円に対し19年度 1,043,773千円 (1.6%の減少 (人事院勧告を踏

まえた給与改定分を除く。))と なっており、取組開始から2年を経過した時点で2%

以上の削減に至っていないが、この削減状況が法人の具体的な削減計画上予定された

ものであるとの事情はみられなし、 しかしながら、法人の取組の適切性についての検



証状況及び今後の削減に向けた展望が、評価結果において明ら力ヽ こされていなし、

今後の評価に当たっては、取組開始からの経過年数に応じた達成状況を踏まえ、法

人の取組状況の適切性について検証し、今後の削減計画等、5年間で5%以上の削減

を確実に達成するための展望を評価結果において明ら力ヽ こした上で、法人の取組を促

すべきである。傷り紙 2(2-イ )参照)

【独立行政法人勤労者退職金共細

・ ¬般の中小企業      、清酒製造業

業における退職金等未請求者及び退職金共済手帳長期未更新者縮減対策については、

退職金等未請求者及び退職金共済手帳長期未更新者に対する取組を重点的に行つた

として、「内部進行管理の充実」の項目においてA評定 (中期計画を上回つている)

としているが、この取組による具体的な効果については言及されていなし、今後の評

価に当たっては、時 求者及び退職金共済手帳長期未更新者に対する取組に

よる具体的な効果を明ら力ヽ こした上で評価すべきである。

・ 建設業退職金共済事業における退職金共済手帳長期未更新者縮減対策については、

各種の改善策が実行され、手帳更新 二退職金請求の実績件数が前年より改善している

として、「建設業退職金共済事業の適正イbの項目においてA評定 (中期計画を上回

らている)と しているが、退職金共済手帳長期未更新者に対する取組による具体的な

効果については言及されていなし、今後の評価に当たっては、

更新者に対する取組による具体的な効果を明ら力Jこ した上で評価すべきである。

「 建設業退職金共済事業勘定及び清酒製造業週職金共済事業勘定の利益剰余金 (平成

18年度末にそれぞれ約982.5億円、約 10。 7億円、19年度末にそれぞれ約 858.8億円、

約 10。 4億円)について、昨年度の当委員会意見として、貴委員会に対し、味J益剰余

金の発生要因等を業務実績報告書等で明ら力ヽ こさせた上で厳格な評価を行うべきで

ある。」との指摘を行ったところであるが、平成 19年度の評価結果をみると、発生要

因等が明ら力ヽ こされていなし、今後の評価にあたつては、利益剰余金の発生要因等を

明ら力ヽ こさせた上で業務運営の適切性の評価を行うべきである。



【独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構】

。 本法人の平成19年度における給与水準は、対国家公務員指数 (年齢勘案)で 114.6

(事務・技術職員)と国家公務員の水準を上回つている。

その理由として、同年度の給与水準等公表における本法人自身の説明によると、①

職員の勤務地や学歴構成、②管理職割合の高さ、③その他法人固有の事情 (人材確保

等のため、類似の非特定独立行政法人 (旧特殊法人)等の給与水準を勘案してきたこ

と)が挙げられている。しかしながら、評価結果において、C吸び③についての言及

はなされているが、②に関して法人の説明の合理性の検証状況が明ら力ヽこされていな

し、

今後の評価に当たっては、別紙2(1-(1)一アー(ウ))を踏まえ、法人の説明が国

民の納得の得られるものとなっているかという観点から検証し、その結果を評価結果

において明ら力ヽこすべきである。

【独立行政法人

・ 心身嚇 保険事業については、繰越欠損金が制度改正により今後解消される

見通しとなったことや、道府県・指定都市に対する指導等を適切に運営していること

としてA評定 (中期計画を上回つている)と している。

しかしながら、C繰越欠損金の解消については、法人の努力ではなく、国と地方公

共団体による財政支援によるものであること、②道府県・指定都市に対する指導等の

実施についても、地方公共団体との事務担当者会議を年 2回開催したことや改正内容

のパンフレットを作成し各都道府県に送付して周知させたこと等であることから、A
評定とするだけの理由が明らかでなし、

今後の評価に当たっては、評価の考え方、理由、根拠等について明ら力ヽこした上で、

評価すべきである。

・ 本法人の給与水準については、昨年度の当委員会意見として、貴委員会に対し、「国

民の見点に立って給与水準の適切性等について厳格な評価を行うべきである。」との指

摘を行っている。

本法人の平成19年度における給与水準は、対国家公務員指数 l― lで 119・ 5

(事務・技術職員)と国家公務員の水準を上回つている。



その理由として、同年度の給与水準等公表における本法人自身の説明によると、①

職員の勤務地構成、②管理職割合の高さ、③その他法人固有の事情 (民間における金

融部門における給与実態を勘案していること)が挙げられている。しかしながら、評

価結果において、②及び③についての言及はなされているが、①に関して、法人の説

明の合理性が検証されている力朝 ら力ヽこされていなし、

今後の評価に当たっては、別紙2(1-(1)一 アー(イ))を踏まえ、法人の説明が国

民の納得の得られるものとなつているかという観点から厳格なチェックを行うべきで

ある。

【独立行政法人労働政策研究 口岬

0本法人の平成19年度における給与水準は、対国家公務員指数 (年齢勘案)で 118。 9

鮮彰←技術職員)と 国家公務員の水準を上回つている。

その理由として、同年度の給与水準等公表における本法人自身の説明によると、①

職員の勤務地や学歴構成、②その他法人固有の事情 (機構の出向職員におけるI種試

験相当採用者の在職割合が高いこと)が挙げられている。しかしながら、評価結果に

おいて、①についての言及はなされているが、②に関して、法人の説明の合理性の検

証状況が明らかにされていなし、

今後の評価に当たつては、男:]紙 2(1-(1)一アー0)を 踏まえ、法人の説明が国

民の納得の得られるものとなっているかという観点から検証し、その結果を評価結果

において明らかにすべきである。

【独立行政法人雇用 口能力開翻

・ 本法人については、整理合理化計画に基づき、年内を目途に存廃を含めその在り方

について結論が出される予定となっている。今後の評価に当たっては、中期計画の達

成状況のみならず、当該結論に至った経緯・理由を十分踏まえた上で、評価を行うベ

きである。

・ 本法人の給与水準については、昨年度の当委員会意見として、貴委員会に対し、「国

民の視点に立って給与水準の適切陛等について厳格な評価を行うべきである。Jとの指

摘を行つている。



本法人の平成19年度における給与水準は、対国家公務員指数 (年齢勘案)で 109。 8

(事務・技術職員)と 国家公務員の水準を上回つている。

これについては、評価結果において「給与水準の適正化に向けた取組を適切に進め

ている。今後とも、早期にラスパイレス指数が適正な水準になるよう取組を着実に進

めていくことが望まれる。」と記載されている。

しかしながら、同年度の給与水準等公表における本法人自身の説明によると、給与

水準が高い理由として、①職員の学歴構成、②管理職割合の高さ、③その他法人固有

の事情 (従前は、職員の年齢や経験年数により昇格・昇給させていたこと
~tlが

挙げ

られているものの、これら法人の説明に対する貴委員会としての認識が評価結果にお

いて示されていなし、

今後の評価に当たっては、別紙2(1-(1)一アー171、 (ィ )、 (ウ )、 tlll)を踏まえ、

法人の説明が国民の納得の得られるものとなっているかという観点から検証し、その

結果を評価結果において明ら力ヽこすべきである。

【独立行政法人労働者健康福祉機構】

。 本法人の総人件費改革の取組については、昨年度の当委員会意見として、貴委員会

に対し、哨J減に向けた取組状況や効果について厳格な評価を行うべきである。」との

指摘を行つている。

本法人の給与水準等公表によると、平成 17年度の基準値 101,6o5,384千 円に対し

19年度 103,947,108千円 (1.5%の増加 伏事院勧告を踏まえた給与改定分を除く。))

となっており、取組開始から2年を経過した時点で2%以上の削減に至っていないが、

この削減状況が法人の具体的な削減計画上予定されたものであるとの事情はみられな

し、 しかしながら、法人の取組の適切性についての検証状況及び今後の削減に向けた

展望が、評価結果において明ら力ヽこされていなし、

今後の評価に当たっては、取組開始からの経過午数に応じた達成状況を踏まえ、法

人の取組状況の適切性にういて検証し、今後の削減計画等、5年間で5%以上の肖llu

を確実に達成するための展望を評価結果において明ら力ヽ こした上で、法人の取組を促

すべきである。偶蜘穆 (2-イ )参照)



【独立行政法人国立病院機構】

。 本法人の総人件費改革の取組については、給与水準等公表によると、平成 17年度の

基準値304,525,998千 円に対し19年度 312,968,784千円 0.1%の増カロ(人事院勧告

を踏まえた給与改定分を除く。))となっており、取組開始から2年を経過した臨点で

2%以上の削減に至っていないが、この削減状況が法人の具体的な削減計画上予定さ

れたものであるとの事情はみられなし、 しかしながら、法人の取組の適切性について

の検証状況及び今後の削減に向けた展望が、評価結果において明ら力ヽ こされていなし、

今後の評価に当たつては、取組開始からの経過年数に応じた達成状況を踏まえ、法

人の取組状況の適切性について検証し、今後の削減計画等、 5年間で5%以上の肖臓

を確実に達成するための展望を評価結果において明ら力ヽ こした上で、法人の取組を促

すべきである。例蜘:2(2-イ )参照)

【独立行政法人医薬品

。 本法人の総人件費改革の取組については、本法人の給与水準等公表によると、平成

17年度の基準値 545,454千円に対し19年度 609,545千円 (11.1%増加 しにヨ翡甜店

を踏まえた給与改定分を除く。))となっている。この状況が法人の具体的な削減計画

上予定されたものであるとの事情はみられなし、 しかしながら、業務実績報告書にお

いては、「新給与制度の導入等により、平成 19年度における人件費については、約 3.3%

の削減 (対平成 17年度一人当たり人件費)が図られた」と給与水準公表における基準

値及び実績値と異なる説明がされており、これを前提とした評価が行われているが、

公表値を前提とした法人の取組の検証状況については評価結果において明ら力ヽ こされ

ていなし、

今後の評価に当たっては、取組開始からの経過年数に応じた達成状況を踏まえ、公

表値を前提とした法人の取組状況の適切性について検証し、今後の削減計画等、5年

間で5%以上の削減を確実に達成するための展望を評価結果において明ら力ヽ こした上

で、法人の取組を促すべきである。 9榔:2(2-ア)参Ю

※ただし、本法人の基準値及び実績値は、平成 17年度及び 19年度の非審査人員

に係る実績額 (総人件費から審査経理区分の人件費を除いた額をいう。)であり、

審査人員について3年間でおおむね倍増とされたことを踏まえ、同機構の中期計

画において常勤職員について582人まで増加することとしており、21年度におけ



る人件費の実績額の確定後に、基準値の補正を行うこととされている。

【独立行政法人医薬基盤研究所】

・ 本法人の給与水準については、昨年度の当委員会意見として、貴委員会に対し、「国

民の視点に立って給与水準の適切性等について厳格な評価を行うべきである。」との指

摘を行っている。

本法人の平成19年度における給与水準は、対国家公務員指数 (年齢勘簾)で 104。 2

(事務・技術職員)と 国家公務員の水準を上回つている。

その理由として、同年度の給与水準等公表における本法人自身の説明によると、①

職員の勤務地や学歴構成、②管理職割合の高さ、③その他法人固有の事情 (研究所の

出向者の構成 Gまとんどが本府省及び管区機関からの出向a)が挙げられている。し

かしながら、評価結果において、③についての言及はなされているが、①、②に関し

て法人の説明の合理性の検証状況が明ら力ヽこされていなし、

今後の評価に当たっては、別紙2(1-(1)一アー (イ )、 O))を踏まえ、法人の説

明が国民の納得の得られるものとなっているかという観点から検証し、その結果を評

価結果において明ら力ヽ こすべきである。

・ 本法人の総人件費改革の取組については、昨年度の当委員会意見として、貴委員会

に対し、哨J減に向けた取組状況や効果について厳格な評価を行うべきである。」との

指摘を行っている。

本法人の       によると、平成 17年度の基準値653,499千円に対し19年

度 673,992千円 0.4%増加 (人事院勧告を踏まえた給与改定分を除く。))となってお

り、取組開始から2年を経過した時点で2%以上の肖職 に至っていないが、この肖臓

状況が法人の具体的な削減計画上予定されたものであるとの事情はみられなし、 しか

しながら、法人の取組の適切性についての検証状況及び今後の削減に向けた展望が評

価結果において明ら力ヽ こされていなし、

今後の評価に当たっては、取組開始からの経過年数に応じた達成状況を踏まえ、法

人の取組状況の適切性について検証し、今後の削減計画等、5年間で5%以上の肖臓

を確実に達成するための展望を評価結果において明ら力ヽこした上で、法人の取組を促

すべきである。傷J紙 2(2-イ )参照)



【独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構】

・ 本法人の総人件費改革の取組については、給与水準等公表によると、平成17年度の

基準値 36人に対し19年度 39人 0.3%の鋤 Dとなっており、取組開始から2年を

経過した時点で2%以上の削減に至っていないが、この削減状況が法人の具体的な削

減計画上予定されたものであるとの事情はみられなし、 しかしながら、業務実績報告

書においては、「総人件費改革における当機構の基準人員数 碇員)は、41名である。」

と給与水準等公表における基準値及び実績値と異なる説明がされており、これを前提

とした評価が行われているが、公表値を前提とした法人の取組の検証状況については

評価結果において明ら力ヽ こされていなし、

今後の評価に当たつては、取組開始からの経過年数に応じた達成状況を踏まえて公

表値を前提とした法人の取組状況の適切性について検証し、今後の削減計画等、法人

の中期計画で示す平成 21年度末までに4%以上の削減を確実に達成するための展望

を評価結果において明ら力ヽこした上で、法人の取組を促すべきである。例蜘:2(2-

ア)参照)

【年金積立金管理運用独立行政法人】

0 年金積立金の運用については、中期計画において、各年度における各資産ごとのベ

ンチマーク収益率を確保するよう努めるとされており、評価結果ではA評定 (中期計

画を上回っている)と されている。

しかしながら、外国債券については、中期計画において目標とされているベンチマ

ークを上回つた収益率となっているものの、国内債券、国内株式及び短期資産は、お

おむね、ベンチマーク並の収益率、また、外国株式はベンチマークを下回る収益率と

なっており、A評定とする考え方、理由、根拠等が明らかとなっていなし、

今後の評価に当たっては、より厳格な評価を行うとともに、評価の考え方、理由、

根拠等を明ら力ヽこした上で評価すべきである。



中期目標期間における業務の実績に関する評価の結果

についての意見

【独立行政法人勤労者退職金共済機構、高齢・障害者雇用支援機構、福祉医療機構及び国

立重度知的障害者総合施設のでみの園】

上記4法人については、「独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方

向性について」 (平成 18年 11月 27日付け政委第23号、平成 19年 12月 11日 付け政委

第27号政策評価・独立行政法人評価委員会委員長通知。以下「勧告の方向性」という。)

の取りまとめに当たり、その組織及び業務の全般にわたる見直しの中で、個々の中期目

標の達成状況をも判定する観点から併せて検討を行つたところであり、独立行政法人通

則法 (平成11年法律第 103号)第 34条第3項に基づく所要の意見については、勧告の

方向性を通じて指摘したものである。

なお、勧告の方向性を踏まえて策定された新中期目標等に沿つた業務の質の向上及び

効率化が、的確な業務の進 捗 と併せて推進されるよう、貴委員会は、毎年度の厳格か

つ的確な評価に努められたし、



別 紙 2

独立行政法人等の給与水準及び総人件費改革に関する評価の結果について

給与水準関係

独立行政法人の給与水準に関しては、「独立行政法人整理合理化計画」 (平

成 19年 12月 24日 閣議決定。以下 「整理合理化計画」という。)に基づき、

①国家公務員 と比べて給与水準の高い法人にういては、「その水準が高い理

由及び講ずる措置について公表 し、国民に対して納得が得られる説明を行 う

とともに、社会的に理解が得 られる水準とすること」(Ⅲ -1-(4)一 ①―イ)、

②国の財政支出規模の大きい法人及び累積欠損のある法人については、「給

与水準が適切なものかどうか検証の上、十分な説明責任を果たすものとし、

国民の理解が得 られないものについては、水準そのものの見直し等適切に対

応すること」 (Ⅲ -1-(4)一 ①―ウ)が求められている。

この整理合理化計画等を踏まえ、各法人は、平成 19年度における役員の

報酬等及び職員の給与の水準に関する情報の公表 (以下 「給与水準等公表 ]

という。)に 当たり、①国家公務員と比べて給与水準の高い法人については、

その水準が高い理由及び講ずる措置を公表するとともに、給与水準是正の日

標水準等を併せて公表、②国の財政支出規模の大きい法人及び累積欠損のあ

る法人については、給与水準が適切なものかどうかの検証及び講ずる措置を

公表することとされた。当該公表資料は、各府省の独立行政法人評価委員会

(以 下 「府省評価委員会」 とい う。)等による評価において活用されること

が期待 されている。

府省評価委員
｀
会については、「国家公務員の水準を上回る法人の給与水準

の適切性等に関し厳格な事後評価を実施すること」(行政改革の重要方針 (平

成 17年 12月 24日 閣議決定。以下 「重要方針」とい う。)4-(1)― ウー①

― (工))t「 給与水準について、十分国民の理解が得 られる説明がなされてい

るか等の観点から、 (中略)評価委員会による事後評価において (中 略)厳

格にチェックする」 (整理合理化計画Ⅲ-1-(4)一 ③)こ とが求められてお

り、当委員会についても二次評価を行 うことが求められている。

このような状況を踏まえ、当委員会は、府省評価委員会等の評価結果につ



いて、次のような視点から横断的に分析を行った。

① 国家公務員と比べて給与水準の高い法人について、以下のような観点か

ら厳格なチェックを行っているか。

・ 給与水準が高い理由についての法人の説明が、国民に対 して納得の得

られるものとなっているか。

・ 給与水準について講ずる措置についての法人の説明 (法人の設定する

日標水準を含む。)が 、国民に対 して納得の得 られるものとなっている

/Jヽ。

・ 給与水準が社会的な理解の得られる水準となっているか。

② 国の財政支出規模の大きい法人及び累積欠損のある法人について、国の

財政支出規模や累積欠損の状況を踏まえた給与水準の適切性に関する法

人の検証状況をチェックしているか。

分析の結果、給与水準に関する府省評価委員会等の評価結果について、以

下のとお り改善が必要と考えられる点がみられた。

(1)国 家公務員 と比べて給与水準の高い法人

平成 19年度において、事務・技術職員の給与水準が対国家公務員指数

(年齢勘案)で 100を 上回る法人は 103法人 (独立行政法人 102法人及び

日本司法支援センター。 (2)において同じ。)中 68法人となってお り、こ

のうち勤務地や学歴構成を勘案 した指数がなお、100を上回る法人は 51

法人であることが、給与水準等公表により明らかになっている。

(なお、研究職員については 42法人中 17法 人、病院医師については 4法人中 3法人、病院看

護師については4法人中 2法人が、対国家公務員指数 (年齢勘案)で 100を上回つている。)

これ ら法人についての評価の状況は表 1(p.H)の とお りである。

当該法人に係 る評価結果について、当委員会 として改善が必要 と考えら

れる点は以下の とお りである。

ア 給与水準が高い理由についての、法人の説明に対する検証状況

(ア)法人の説明に対す る独立行政法人評価委員会 としての認識

農畜産業振興機構 、住宅金融支援機構、国際協力機構 、国際交流

９
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基金、日本貿易振興機構、石油天然ガス・金属鉱物資源機構、理化

学研究所、科学技術振興機構、原子力安全基盤機構、都市再生機構、

日本原子力研究開発機構、国民生活センター、農業者年金基金、農

林漁業信用基金 (財務省独立行政法人評価委員会 )、 水資源機構、郵

便貯金・簡易生命保険管理機構、労働安全衛生総合研究所、通関情

報処理センター、緑資源機構、日本万国博覧会記念機構、雇用・能

力開発機構、空港周辺整備機構、自動車事故対策機構、航海訓練所、

情報通信研究機構、航空大学校及び港湾空港技術研究所については、

給与水準が高い理由についての法人の説明に対する独立行政法人評

価委員会 としての認識が評価結果において示されていない。給与水

準が高い理由については、法人自身の説明が公表 されてお り、今後

の評価に当たっては、以下の分析結果も踏まえ、法人の説明が国民

の納得の得 られるものとなっているかとい う観点から検証 し、その

結果を評価結果において明らかにすべきである。

(イ )給与水準が高い理由として、職員の勤務地や学歴構成を法人が挙げ

ている場合

住宅金融支援機構、国際協力機構、中小企業基盤整備機構、国際

交流基金、日本貿易振興機構、石油天然ガス・金属鉱物資源機構、

理化学研究所、科学技術振興機構、新エネルギー・産業技術総合開

発機構、原子力安全基盤機構、都市再生機構、福祉医療機構、国民

生活センター、日本学術振興会、農業者年金基金、農林漁業信用基

金 (財務省独立行政法人評価委員会 )、 郵便貯金・簡易生命保険管理

機構、鉄道建設 0運輸施設整備支援機構、環境再生保全機構、労働

安全衛生総合研究所、通関情報処理センター、緑資源機構、海上災

害防止センター、雇用・能力開発機構、自動車事故対策機構、情報

通信研究機構、医薬基盤研究所及び大学評価・学位授与機構につい

ては、法人自身が給与水準の高い理由として職員の勤務地又は学歴

構成を挙げているがt評価結果において法人の説明の合理性につい

ての検証状況が明らかにされていない。
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また、郵便貯金 0簡易生命保険管理機構については、地域又は学

歴 を勘案 した対国家公務員指数がなお 100を 上回つてお り、これ ら

の理 由だけで給与水準の高い理由が説明できないにもかかわ らず、

他の理由について法人か ら明確な説明がなされていない。

職員の勤務地や学歴については、 これ を勘案 した対国家公務員指

数 (年齢・地域勘案、年齢・学歴勘案及び年齢 0地域 。学歴勘案 )

が公表 されてお り、これ を用いて法人の説明の合理性 を定量的に検

証す ることが可能であることか ら、今後の評価に当たっては、その

検証を行い、評価結果において明 らかにす るとともに、職員の勤務

地や学歴構成のみで給与水準の高 さが説明できないにもかかわ らず

他の理 由について法人か ら明確な説明がなされていない場合には、

給与水準の高い理 由についての一層の分析 と説明を行 うよ う法人に

促すべきである。

なお、職員の勤務地及び学歴構成が給与水準の高い理由 として挙

げ られている場合に、事務所 ごとの職員配置の見直 しや給与支給基

準における学歴勘案の在 り方の見直 し等に取 り組む ことを通 じて給

与水準の適正化 を図る余地がないか、法人における検討 を促す こと

は、望ま しい評価の在 り方 として考えられ るところである。

(ウ)給与水準が高い理由として、管理職割合が高いことを法人が挙げて

いる場合

日本高速道路保有・債務返済機構 、農畜産業振興機構、国際協力

機構、国際交流基金、宇宙航空研 究開発機構 、理化学研究所 、科学

技術振興機構、都市再生機構、 日本原子力研究開発機構 、国民生活

セ ンター、農業者年金基金、海洋研 究開発機構、鉄道建設 0運輸施

設整備支援機構、高齢・障害者雇用支援機構、雇用・能力開発機構、

自動車事故対策機構及び医薬基盤研究所については、法人 自身が給

与水準の高い理 由 として管理職割合が高いことを挙げているが、評

価結果において法人の説明の合理性 についての検証状況が明 らかに

されていない。
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管理職割合が高いことについては、給与水準の是正の観点か ら合

理的な理由がある場合を除き改善すべきと考えられることから、今

後の評価に当たつては、管理職割合の高い理由が合理的なものかど

うか法人の説明を検証 し、評価結果において明らかにするとともに、

合理性が認められないものについては、管理職割合の改善に向けた

取組を促すべきである。

(工)給与水準が高い理由として、その他法人固有の事情を挙げている場

△
口

日本高速道路保有 :債務返済機構、住宅金融支援機構、国際協力

機構、中小企業基盤整備機構、国際交流基金、 日本貿易振興機構、

宇宙航空研究開発機構 、石油天然ガス・金属鉱物資源機構、理化学

研究所、科学技術振興機構、新エネルギー・産業技術総合開発機構、

原子力安全基盤機構、都市再生機構、 日本原子力研究開発機構、。日

本学術振興会、労働政策研究 。研修機構、水資源機構、鉄道建設 0

運輸施設整備支援機構、労働安全衛生総合研究所、通関情報処理セ

ンター、緑資源機構、 日本万国博覧会記念機構、酒類総合研究所 、

日本スポーツ振興セ ンター、雇用・能力開発機構、空港周辺整備機

構 、航海訓練所、産業技術総合研究所、航空大学校及び港湾空港技

術研究所については、法人 自身が給与水準の高い理由として (イ )(ウ )

に掲げた理 由以外に法人固有の事情 を挙げているが、評価結果にお

いて法人の説明の合理性 についての検証状況が明 らかに されていな

い 。

法人固有の事情 としては、例えば、高度な専門技能等を要する業

務に対応 した人材の確保が必要であることや住居手当を受給する者

の割合が国と比べ高いことなどが挙げられているが、今後の評価に

当たつては、これ らの事情について給与水準の高い理由として国民

の納得が得 られるものとなつているかどうか法人の説明を検証 し、

評価結果において明らかにすべきである。
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イ 給与水準に関 し法人の設定 した 日標水準の妥当性 についての検証状

況

日本貿易保険、空港周辺整備機構 、港湾空港技術研究所 について

は、平成 22年度以降における対国家公務員指数の 目標水準が現状維

持又は現状 を上回 るもの となつているがで評価結果においてこの妥

当`l■ についての検証状況が明 らかに されていない。

給与水準の適正化に向けた法人の 日標設定の状況や 日標達成に向

けて法人が講ず る措置について も、国民の納得が得 られ るものであ

ることが必要であ り、法人の説明内容の検証 し、評価結果において

明 らかにす ることが望まれ る。

特に、日標水準が現状維持又 は現状を上回 る場合には、法人の取

組の適切性 について国民の納得 を得 ることはよ り困難 と考え られ る

ことか ら、今後の評価に当たっては、法人が設定 した 日標水準の妥

当性 についても検証 し、評価結果 において明 らかにす るとともに、

妥当性が認 め られないものについては、より適切な 目標水準の設定

を促すべきである。

ウ 給与水準が社会的な理解の得 られ る水準 となっているかについての

検証状況

(ア )給与水準が前年度に比べ上昇 している場合

国際協力機構 、医薬品医療機器総合機構、原子力安全基盤機構 、

労働安全衛生総合研究所、 日本万国博覧会記念機構、酒類総合研究

所、自動車事故対策機構、交通安全環境研究所及び航空大学校につ

いては、平成 19年度における対国家公務員指数 (年齢勘案)が前年

度に比べ上昇 しているが、評価結果 においてこの理 由についての検

証状況が明 らかにされていない。

前年度 と比較 して給与水準が上昇 している場合には、給与水準に

ついて社会的な理解を得 ることが より困難 と考え られ ることか ら、

今後の評価 に当たっては、その理 由について評価結果において明 ら

かにす るとともに、給与水準の適正化に向けた法人の取組 を促すべ
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きである。

(イ )給与水準の適正化に向けた法人の不断の取組を促す評価

各法人が給与水準の適正化に係る日標を設定し取組を行 うことと

している中、府省評価委員会の評価は給与水準の適正化に向けた法

人の取組を促すものとなることが期待 されるところであるが、農畜

産業振興機構、住宅金融支援機構、中小企業基盤整備機構、日本貿

易振興機構、石油天然ガス・金属鉱物資源機構、原子力安全基盤機

構、都市再生機構、農林漁業信用基金 (財務省独立行政法人評価委

員会 )、 水資源機構、郵便貯金・簡易生命保険管理機構、通関情報処

理センター、酒類総合研究所、空港周辺整備機構、交通安全環境研

究所、航海劃1練所、情報通信研究機構、航空大学校、電子航法研究

所、大学評価・学位授与機構及び港湾空港技術研究所については、

そのような観点からの評価が行われているか評価結果において、明

らかにされていないことから、今後の評価に当たっては、給与水準

の適正化に向けた法人の不断の取組を促す観点からの評価を行い、

評価結果において明らかにすべきである。

(2)国の財政支出規模の大きい法人及び累積欠損のある法人

平成 19年度において、国の財政支出規模の大きい法人 (※ )は 103法

人中 84法人、累積欠損のある法人は 103法人中 22法人となっている。こ

の うち、事務・技術職員の給与水準が対国家公務員指数 (年齢勘案)で

100を上回る法人は、国の財政支出規模の大きい法人で 52法人、累積欠

損のある法人で 18法人となっている。

(※ 国の財政支出額が 100億 円以上又は支出予算の総額に占める国の財政支出割合が 50%以上の

法人 (「 独立行政法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法について (ガイ ドライン)

(平成 15年 9月 9日 策定、平成 20年 3月 18日 改定)」 における定義による)。 )

国の財政支出規模の大きい法人及び累積欠損のある法人は、整理合理化

計画に基づき、給与水準について十分な説明責任 を果たす ことが求め られ

ている。特に、給与水準が国家公務員 と比べて高くなつている法人につい
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ては、当該給与水準について国民の理解を得 ることはより困難 と考えられ

ることか ら、府省評価委員会による評価においても、給与水準の適切性 に

ついてより慎重な検討が必要である。

これ らの法人は、給与水準等公表の際に、給与水準が適切なものか どう

かの検証及び当該検証に基づ き講ず る措置について公表 していることか

ら、評価 に当たっては、公表 された法人の説明を踏 まえた給与水準の適切

性の検証を行 うべきである。

2 総人件費改革関係

独立行政法人の総人件費については、簡素で効率的な政府を実現するため

の行政改革の推進に関する法律 (平成 18年法律第 47号)(以下 「行政改革

推進法」という。)及び重要方針に基づき、平成 17年度からの 5年間で 5%
以上の削減を基本 とする取組を行 うことが求められてお り (※ )、 整理合理

化計画においても、行政改革推進法の規定に沿って着実に削減に取 り組むこ

ととされている (整理合理化計画Ⅲ-1-(4)一①一ア)。

※運用に当たっては、以下のような取扱がなされている。

。 人件費 (常勤の役職員に支給される報酬、給与、賞与、その他手当)の削減による方法のほ

か、人員 (常勤の役職員)の削減による方法が認められており、法人ごとに、いずれの方法に

よるかを選択することとされている。

。 人事院勧告を踏まえた給与改定分については、削減対象外。

・ 沖縄科学技術研究基盤整備機構及び日本司法支援センターについては、対象法人から除外。

・ 環境再生保全機構 (石綿健康被害救済事業)、 福祉医療機構 (年金住宅融資債権の回収業務

等)、 医薬品医療機器総合機構 (医 薬品審査)及び工業 。所有権情報研修館 (特許庁から移管

された情報システム関連業務等)については、0内 の各業務に係る人員の増員後の人件費を基

準額とするよう補正。

・ 整理合理化計画に基づき廃止等を行 う独立行政法人が 5%以上の削減を達成 している場合、

当該法人の職員を受け入れる独立行政法人等において、当該職員の採用に係る人件費は対象外

(今後、旧緑資源機構について適用予定)。

・ 研究開発法人における、①競争的資金により雇用される任期付職員、②受託研究 。共同研究

のため民間からの外部資金により雇用される任期付職員、③ (1)国 からの委託費・補助金に

より雇用される任期付研究者及び (1)運営費交付金により雇用される任期付研究者 (「 第二

期科学技術基本計画」(平成 18年 3月 28日 閣議決定)において指定されている戦略重点科学

技術に従事する者及び若手研究者 (平成 17年度末において 37歳以下の研究者をいう。)に限

る。)(注)については、削減対象外 (③ については、研究開発システムの改革の推進等による
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研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関す る法律 (平成 20年法律第 63号)の

施行の 日 (平成 20年 10月 21日 )か ら適用 )

(注)た だ し、(1)の増員については、削減対象人員 を純減 させた範囲内までとし、それ ら

の増減を足 し合わせた人件費 (も しくは人数)か平成 17年度におけるそれ らの人件費 (も

しくは人数)を超えないこととする。

総人件費改革についての各法人の取組状況については、各法人の給与水

準等公表の際に公表す ることとされてお り、当該公表資料は、府省評価委

員会による評価において活用 されることが期待 されている。

府省評価委員会については、「各法人の人件費削減の取組状況 (中 略 )

に関 し厳格な事後評価 を実施すること」(重要方針 4-(1)一 ウー① 一 (工))

が求め られてお り、当委員会について も二次評価 を行 うことが求められて

いる。

このような状況を踏まえ、当委員会は、府省評価委員会の評価結果につ

いて、次のような視点か ら横断的に分析 を行つた。

○ 取組開始か ら 2年 を経過 した時点で 2%以 上の削減に至っていない

場合、特段の事情がない限 り、取組が順調であるとは考えにくいが、法

人の取組の適切性について検証が行われているか。また、今後、削減 目

標の達成に向けた法人の取組 を促す もの となつているか。

平成 19年度において、17年度 と比べ 2%以上の削減に至っていない法

人は、人件費の削減を行 うこととしている 84法人の うち 18法人、人員の

削減 を行 うこととしている 17法人の うち 3法人であることが、給与水準

等公表により明らかになっている。

これ ら法人についての評価の状況は表 2(p.33)の とお りである。

当該法人に係 る府省評価委員会の評価結果について、当委員会 として分

析を行つた結果、改善が必要 と考えられ る点は以下の とお りである。

ア 総人件費改革の取組状況における基準値及び実績値 について

医薬品医療機器総合機構、交通安全環境研究所、平和祈念事業特別

基金、原子力安全基盤機構及び年金・健康保険福祉施設整理機構につ

いては、給与水準等公表において法人が公表 している総人件費改革の
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取組状況における人件費等の基準値及び実績値 と異なる説明が業務

実績報告書においてなされてお り、これを前提 として評価が行われて

いるが、公表値を前提 とした法人の取組の検証状況については評価結

果において明らかにされていない。

今後の評価に当たっては、取組開始からの経過年数に応 じた達成状

況を踏まえ、公表値を前提 とした法人の取組状況の適切性について検

証 し、今後の削減計画等、5年間で 5%以上の削減を確実に達成する

ための展望を評価結果において明らかにした上で、法人の取組を促す

べきである。

法人の取組の適切性についての検証状況

放射線医学総合研究所、医薬基盤研究所、国立病院機構、労働者健

康福祉機構、水産総合研究センター、国立美術館、水産大学校、日本

貿易振興機構、メディア教育開発センター、森林総合研究所、国際交

流基金及び労働安全衛生総合研究所については、平成 19年度時点の

削減状況が法人の具体的な削減計画上予定されたものであるとの事

情はみられないが、法人の取組の適切性についての検証状況及び今後

の削減に向けた展望が、評価結果において明らかにされていない。

今後の評価に当たつては、取組開始からの経過年数に応 じた達成状

況を踏まえ、法人の取組状況の適切性について検証 し、今後の削減計

画等、5年間で 5%以上の削減を確実に達成するための展望を評価結

果において明らかにした上で、法人の取組を促すべきである。
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表 1 給与水準に関する評価の状況

表 2 総人件費改革に関する評価の状況



表 1 給与水準に関する評価の状況

主務
省

法 人 名

対国家公務員
指数 (年齢勘

案 )

対国家公務員
指数 (年齢・地
域。学歴勘案 )

平成22年度対国家公
務員指数の目標水準 財政支

出・累積
欠損

指摘項目
上段 :平成19年度

(下段:平成18年度)

上段 :平成19年度

(下段:平成18年度)

年齢
年齢十地
域+学歴

経済産

業省
日本貿易保険

134.1
(139.1)

114_2
(H8.8)

134.1 114.2
1-(1)一 イ

国土交
通省

日本高速道路保有・債務返済
機構

133.3
(139.1)

118_1

(124.2)

116

程度 ‐０６
跛

財
1-(1)一 アー(ウ)

1-(1)一 アー(工 )

内閣府
沖縄科学技術研究基盤整備機
構

132.7
(145.3)

141_6
(155.1)

125.1 133.5 財

農林水
産省 農畜産業振興機構

131.2
(132.9)

111.9
〈114.1)

104. 1
(24年 度 )

財 累

1-(1)一 アー(ア )

1-(1)一 アー (ウ)

1-(1)一 ウー(イ )

財務省 饉宅金融支援機構
２８

．

一

117.8
(― )

125

程度

116

程度
財累

1-(1)一 アー(ア )

1-(1)一アー(イ )

1-(1)一アー←)

1-(1)一ウー(イ )



国家公務員と比べて給与水準が高い理由につ
いての法人の説明(概要)

給与水準に関する評価の状況

・全職員の在職地域が、東京 (90%)及 び大阪(10%)である
こと
。大学。大学院卒の割合が84%と高いこと
。国際金融等の専門的人材を確保するには、労働市場にお
ける当該人材の給与水準を踏まえた給与水準が不可欠であ
り、こうした人材の市場価格による影響
・国からの出向者のうち、出向以前に管理職でない職員が

日本貿易保険において管理職として勤務する際に管理職手
当が支給されてぃること(ただし、残業手当が支給されないこ
とから、必ずしも当該職員の給与の上昇にはつながつていな
い。)。

。日本貿易保険が、国に比べて給与水準が高くなつている理白は、まずIIn員

の殆どは東京所在であり、大学卒業者の構成比率が高いことによる影響があ

る(地域・学歴を勘案すると、指数は114.2).
。さらに日本貿易保険は、その業務の性質上、国際金融等の高度な専門能
力を有する人材を必要とし、民間金融機関からの出向や中途採用を中心とし

て労働事業から適切な人材の確保を行つてきていることから、相応の給与水

準とすることが必要であると考えられる。
・ただし、国からの出向者について、出向以前に管理職でない職員が日本貿
易保険において管理職として勤務する際に管理職手当が支給されているな
ど、国からの出向者給与について出向ポストや管理職登用の給与等の制度

を見直す余地もあり、これらについて対応が求められる。

・勤務地による差異 ①地域手当15%以上の支給地 (東京

都特別区、大阪市等)に勤務する者の占める割合 機構 :

100%⇔国 (行一):30%②地域手当18%以上の支給地
(東京都特別区)に勤務する者の占める割合 機構 :92%
⇔ 国 (行―):26%
・職員の学歴構成による差異 大卒以上の者の占める割合
機構:77%⇔ 国 (行―):48%
。役職者 (役職手当支給対象者)の割合による差異 ①役職
手当(8%以 上)の支給対象者の割合 機構:28%⇔ 国
(行―):22%②役職手当(20%以 上)の支給対象者の割
合 機構:13%⇔ 国 (行―):3%
・現場組織はなく、企業で言えば本社の企画・財務部門や
ホールディングカンパニーのよう1こ 専門性の高い統括業務
に特化した組織であること。
・定型業務については職員ではなくアウトソーシングによる
業務遂行を基本としており、仮に、アウトソーシングしている
派遣職員を職員とみなして試算すれば、対国家公務員指数
は5ポイント程度下がると見込まれる。

。効率的な組織運営や業務運営を図ることにより、平成17年度年間換昇額

(実績ベース)に比べ、6.5%の削減を行つたが、当機構のラスパイレス指数
は高い数値となつている。その要因は、本指標の算出方法に、勤務地や学

歴が考慮されていないことも一因であるが、その要因を勘案しても118.1と高
い水準にある。
。国家公務員の給与構造改革等を踏まえ、本給表の水準の引き下げ及び地

域手当の改定を実施した。
・給与水準が国家公務員と比べて高いものとなつているところであり、「行政
改革の重要方針」(平成17年 12月 24日 閣議決定)を踏まえ、適材適所の人

員配置を進める等、引き続き改善の努力を求めたい。

・派遣職員・任期付職員等の活用により組織のスリム化に努
めた結果、限られた定年制職員については、基幹となる職
員を中心に充てており、定年制職員全体の給与水準は高く
なる傾向にあつた(事務・技術職員数48人 (うち管理職7人
(14.6%))定 年制職員10人 (うち管理職7人 (70.0%))
。理事長及び運営委員にノーベル賞受賞の外国人を迎えて
いるほか、外国人研究者を多く採用。このため、基幹となる
職員には、英語能力や国際的水準の専門能力を有する人
材を採用。これらの者については、能力主義の下、年齢にと
らわれず配置。高度な人材を遠隔地で雇用するためには、
給与水準に一定の配慮が必要 (職員の水準 民間等出身
者 (国 :独法出身者以外)9人 (90.0%)、 修士以上4人

(40.0%)、 1級建築± 2人 (20.0%)、 英語能力については
ネイティブレベル1人、ビジネスレベル2人 )

・給与水準 (ラスパイレス指数)が国に比べて高い理由については、①定年制

職員を基幹となる管理職に充て、派遣・任期付職員の活用により組織のスリ
ム化に努めた結果、管理職の割合が高いこと、②専門能力を有する人材を

採用していることについて、数量的な情報も含め説明されており、明確なもの

となつている。
。給与水準については、機構は、世界最高水準の大学院大学を設立するた

めの過渡的な組織であるという他の独立行政法人とは異なる性格を有するも
のではあるが、国民の理解を得るためには給与水準の適正化に努めることは

必要であり、その実施に努めた結果、平成19年度のラスパイレス指数が大幅
に低下したこと(前年度比△12.6)は 評価できる。引き続き、給与水準につい

て、国民の理解が得られるよう説明責任を果たすとともに、質の高い職員の

確保に留意しつつ、一層の引き下げに取り組む必要がある。

。当機構の業務は、質・量とも増カロするとともに、裁量性が高
く、意思決定の迅速化と責任体制の明確化が必要とされて
いる。大幅な定員削減が行われる中で、このような業務を、
的確な判断と責任を有するマンパワーで処理するため、 機
械化できる業務のIT化を推進すること等により補助的業務
に携わる一般職員を中心に削減してきたことが、管理職の割
合を高め、これが対国家公務員指数が高い一因ともなつて
tハクヽ

。国家公務員の給与構造改革を踏まえ、平成17年 12月 1日 から人件費改革と
して取り組んでいる「給与構造の見直し」を着実に推進しているほか、平成19

年度からは、新たな人事管理制度として、管理職ポストオフ制度、管理職ヘ

の昇格抑制、昇給幅の抑制、業務専門職等を導入し、一層の人件費削減に

取り組んだ。
なお、地域。学歴別のラスパイレス指数は、昨年の114.1から■1.9へと2.2

ポイント低下し、人件費の削減に積極的に取り組んでいる。

・証券化又接業務を中心とする当機構の業務を円滑かつ適
切に遂行するためには、極めて専門的かつ高度な金融技術
や金融能力を有する優秀な人材を確保し、定着させ、さらに
能力を十分に発揮してもらうための処遇が必要。
・機構の給与水準については、民間金融機関の例も参考に
しながら判断(職員数や支店数が同程度の規模の民間金融
機関と同程度の水準)

。勤務地が主に大都市部に所在することや大卒以上の学歴
の職員の割合が高いことが影響

蝙己載なし



主務
省

法 人 名

対国家公務員
指数 (午齢勘

案)

対国家公務員
指数 (年齢・地
域。学歴勘案 )

平成22年度対国家公
務員指数の日標水準 財政支

出。累積
欠損

指摘項目
上段 :平成 19年度

(下段 :平成18年度 )

上段 :平成 19年度

(下段 :平成18年度 )

年 齢
年齢+地
域+学歴

国土交
通省

住宅金融支援機構
128.6
(― 〉

117.8
(― )

‐２５
破 ‐‐６離

財 累

1-(1)一アー(ア )

1-(1)一 アー(イ )

1-(1)一 アー(工 )

1-(1)一 ウー(イ )

外務省 国際協力機構
128.5
(127.9)

112.5
(lH.9)

122.4
(23年度 )

106.4
(23年度)

財

1-(1)一 アー(ア )

1-(1)一 アー(イ )

1-(1)一 アー(ウ)

1-(1)一 アー(工 )

1-(1)一 ウー(ア )

経済産
業省

中小企業基盤整備機構
126.2
(127.6)

1:6_4
(H74) 122.7 112.6 財 累

1-(1)一アー(イ )

1-(1)一 アー(工)

1-(1)一 ウー(イ )

外務省 国際交流基金

124.2
(126.1)

106.5
(107.9)

123.2 104.7 財

1-(1)一アー17)

1-(1)一アー(イ )

1-(1)一 アー(ウ)

1-(1)一アー∈)

経済産

業省
日本貿易振興機構

123.7
(126.2)

110.3
(112.0) 121.0 107.1 財

1-(1)一 アー(ア)

1-(1)一 アー(イ )

1-(1)一 アー(工 )

1-(1)一 ウー(イ )



国家公務員と比べて給与水準が高い理由につ
いての法人の説明 (概要)

給与水準に関する評価の状況

・証券化支援業務を中心とする当機構の業務を円滑かつ適

切に遂行するためには、極めて専門的かつ高度な金融技術
や金融能力を有する優秀な人材を確保し、定着させ、さらに

能力を十分に発揮してもらうための処遇が必要。
・機構の給与水準については、民間金融機関の例も参考に

しながら判断 (職員数や支店数が同程度の規模の民間金融

機関と同程度の水準)

。勤務地が主に大都市部に所在することや大卒以上の学歴
の職員の割合が高いことが影響

。国家公務員においては平成18年度から平成22年度までの間に段階的に栗

施される官民給与格差是正措置について、当機構では平成19年度から職員
の本体の現給保障を打ち切つて完全実施する等、人件費の削減及び給与
の見直しを着実に行つている。その結果、人件費については、平成18年度の

9,756百 万円と比較し、8.9%の削減を行つており、優れた実施状況にあると

認められ、評価できる。その他、機構独自の取り組みとして、複線型人事制

度の導入、賞与の年間支給月数の引き下げ、平均定期昇給率を国家公務

員の1/2の水準への引き下げを行つており、ラスパイレス指数の低下にも取り

組んでいる。

。在職地域。学歴構成による影響 (比較対象の国家公務員
行政職 (― )に比べ、都市部在職者及び大学卒以上の者の

比率が高いことから法人基準年齢階層ラスパイレス指数は1

6.0ポイント高くなつている。)

。管理職比率による影響 (当 法人の管理職比率は、国家公

務員行政職 (一)の13.4%に対し320%となつている。当
法人の管理職比率を国家公務員並みとした場合の法人基

準年齢階層ラスパイレス指数を計算したところ、2.3ポイント
の減となうた。)

。当法人の職員には、語学力や折衝。調整能力に加え、異
文化への高い

'原

応性や相当程度の専門性が要求されてい

る。こうした業務内容の特殊性等による影響について、上記
1及び2以外の10.2ポ イントがこれに相当するものと考えら
,■′ろ_

・ラスパイレス指数の低下に向け、努力を継続する必要がある。

。当機構の場合、全て本部において採用し、ある程度経験を
積んでから地方勤務を命じており、地域手当について、国の

制度を準用した異動保障制度を採用していることから、当該
手当率が高い地域から低い地域に異動した場合には2年

間、異動前の手当率 (1年 目10餓、2年 目80%)をもつて支給
している。
。当機構は中期目標において中小企業支援と地域振興を一

体的に推進することを掲げ、全職員の5割超 (独法化前4割

弱)を地方勤務に配置しており、その結果、地方勤務者の比
重及び指数が高くなり、全体の指数を上げることとなつてい

る。

。当機構の場合、全て本部において採用し、ある程度経験を積んでから地方

勤務を命じており、地域手当について、国の制度を準用した異動保障制度を
採用していることから、当該手当率が高い地域から低い地域に異動した場合
には2年間、異動前の手当率をもつて支給している。
。当機構は中期目標において中小企業支援と地域振興を一体的に推進する
ことを掲げ、全職員の5割超を地方勤務に配置しており、その結果、地方勤
務者の比重及び指数が高くなり、全体の指数を上げることとなつている。

・特別都市手当(国家公務員の地域手当に相当)が高く、東
京特別区内に所在する本部の勤務者数の比率が国家公務
員より高い。大卒者の比率が国家公務員より高い。
。当法人では地方採用はなく支部勤務者のほとんどが本部
勤務の後支部へ異動するが、特別都市手当のもつとも高い
東京から低い地域への異動となるため、特別都市手当の異
動保証の対象となること。
・高年齢層を在籍出向又は退職出向させられるような関連
団体を有しておらず、定年まで在職する職員が殆どであるた
め、高年齢層の占める割合が大きく、またその層の多くが管
理職ポストに就いている
。国際業務の特殊性 (外国語運用能力、地域専門性等)か
ら、商社等海外に事業展開している企業と人材が競合して
おり、一定の給与水準を確保する必要がある。

。人件費については、ラスパイレス指数が低下したが、給与水準に関しては

国民の理解が得られるような説明が重要である。平成20年度以降、引き続き
ラスパイレス指数に注意しつつ、定められた中期的な人件費削減目標に向
かつて着実に削減を進める必要がある。

・給与水準が国家公務員より高めに設定されたという経緯が
ある。
・雇用保障がないなど国家公務員と身分が異なる
。貿易投資の実施機関という性格上、高い語学力を備え、国
際情勢に精通していること、貿易投資に関する専門知識が
求められるなど、専門性の高い優れた人材を登用する必要
がある。
・大学。大学院卒の割合が94.7%(事務。技術職員)と高く、
さらに在職地域が東京、大阪で77.1%(事務・技術職員)と

地域手当の支給率が高い都市部に集中。他地域勤務者に
ついても国の制度を準用した異動保障制度対象者が過半を
占める。
・2～3人体制の地方勤務や海外における1人事務所長ポス
トなど、早い段階から的確な判断と調整能力が必要となる難
易度の高い業務を遂行する能力が求められること等に応じ
た制度設計。定年まで在職する職員が殆どであり、かつその

層の多くが管理職ポストに就いていること。

国家公務員の給与水準とも適切な比較が行われている。

-14-



勤
省

法 人 名

対国家公務員
指数 (年齢勘

案 )

対国家公務員
指数 (年齢・地
域・学歴勘案 )

平成22年度対国家公
務員指数の日標水準 財政支

出・累積
欠損

指摘項目
上段 :平成 19年度

(下段:平成18年度)

上段 :平成19年度

(下段:平成18年度)

年齢
地
歴

十
学

齢

＋

年
域

期鞘
宇宙航空研究開発機構

123.4
(123.8)

117.4
(117.5)

120.0 114.0 財
1-(1)一 アー(ウ)

1-(1)一 アー(工 )

経済産
業省

石油天然ガス。金属鉱物資源機
構

122.7
(126.1)

120.5
(123.1) 枷

‐‐９
財

1-(1)一 アー(ア )

1-(1)一 アー(イ )

1-(1)一 アー(工 )

1-(1)一 ウー(イ )

文部科
学省

理化学研究所
122.4
(124.8)

119.6
(121.9)

120.0 財

1-(1)一 アー(ア )

1-(1)一 アー(イ )

1-(1)一 アー(ウ )

1-(1)一 アー(工)

瑚幣
科学技術振興機構

122.3
(127.1)

107.9
(l15.9) ‐２０柿 ‐‐０

柿
財 累

1-(1)一 アー(ア )

1-(1)一 アー(イ )

1-(1)一 アー(ウ)

1-(1)一アー(工)
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国家公務員と比べて給与水準が高い理由につ
いての法人の説明(概要)

給与水準に関する評価の状況

・施設整備等の管理業務、普及啓発業務等については、外
部に委託。高い能力を要する企画・立案。調整等業務に特
化してきている業務を円滑かつ効率的に遂行するために
は、高度な専門知識と豊富な経験をもつたプロジェクトリー

ダーやマネジメント活動を行う人材を多く投入する必要があ
り、相当数の管理職を擁さざるを得ないため,

給与水準の妥当性については、対国家公務員の比較指標が100を超えて

るヽ理由として、職員の在職地域や学歴等の要因が考えられるが、今後、そ
)考え方を精査し、引き続き検討をしていく必要がある。

・産油国・資源国の政府や国営企業と密接な関係を構築し、
世界的な資源開発企業等に伍して権益を確保するために
は、専門的な知見を有する優秀な人材を登用する必要が
あったたため。
。物理探査、地質学、地質構造解析などの専門技術のほ
か、資源国の法制度に関する知識、語学能力等多岐にわた
る高度な専門性が必要。
・職員の大学卒の割合を国と比較すると国が48.2%に対し
当機構は79.0%(対国家公務員指数の集計対象324人 中
256人 )であり、大学卒の比率が国と比べて高いこと

・役職員の給与等の水準の検討を継続して行い、人件費改革を推進し、人
件費の10.9%減 (17年度比)を達成した。国家公務員の給与等の水準に近
づく方向で、努力が認められる。
・ラスパイレス指数は1227と高いが、これは、主として業務の専門性の高さに

規定されたものである。その中で、平成19年度に同指数を3.4ポイント低下さ
せたことは、評価できる。

・事務・技術lrl員 についても積極的に任期tl11哉員、派這職
員を活用しているが、任期制職員等は給与体系や雇用関係
が異なるため給与水準の比較対象となつていない。
・給与水準比較対象者に占める管理職の割合は、27.4%
(65名 )であるが、これは比較対象外である多数の任期制職
員や派遣職員を管理・指導する立場の職員が構成の中心と
なつている。
・高度な専門教育を受けた即戦力を中心に採用しており、そ
の殆どが大学卒以上(88.6%)であり、大学院以上の学歴を
有する者も245%おり、高学歴となつている。     、
。理化学研究所は、19年度末人員では事務職員1人 当たり
研究系職員数6.5人をサポートしており、他の独立行政法人
と比較しても事務系職員の少数精鋭化による合理的・効率
的な業務運営に努めている。
・借上げ住宅制度があるものの入居後10年以内であり、ま
た、現在は一般管理費削減の影響で新規入居を制限してし`
る。一方、国家公務員は在職時から退職後6か月まで入居
可能となつており、住宅面では十分措置されているとは言い
難い。。このような福利厚生面での有利・不利が反映されて
いない。

理研の給与水準のあり方について、更に検討するべき。

。最先端の研究開発動向に通じた専門能力の高い高学歴な
職員の比率が高いこと(大学卒 (機構 :93.1%〈 国:48.2%
〉)、 修士卒や博士卒(機構 :43.2%〈 国 :3.7%〉 )の人材を積
極的に採用している。また、企業や研究機関での研究開発
経験を持つ中途採用人材 (中 途採用比率 :51.0%)を 、年齢
にかかわらず、即戦力として積極的に採用している。)

。管理職の比率が高いこと((機構 :20.8%く 国 :16.2%〉 )任期
付職員など約300人を本部において雇用しており、これらの
職員も含めたマネージメントを行う必要があることから、国と
比べ管理職比率が20.8%(93人 )と高くなっている。(ただし、
職員447人 に、当該任期付職員など約300人を加えた場合、
管理職の比率は約12%となり、国より低くなる。))

③地域手当の高い地域(1級地)に勤務する比率が高いこと
((機構 :81.2%く国 :25.6%〉 )当機構はイノベーション創出に
向けて、一貫した研究開発マネージメントを担っており、有
識者、研究者、企業等様 な々ユーザー及び専門家と密接に
協議・連携して業務を行つている。そのため、それらの利便
性から必然的に業務活動が東京中心となつている。

。人件費総額については、行政改革推進法の規定に沿つて、看実にHll減に

取り組み、国との給与水準との差も踏まえ、必要な改善に努めることが求めら
れる。
。人件費については、職員と国家公務員との給与水準 (年額)の比較指標
(事務・技術職員)が減少しているものの、引き続き、国家公務員の給与水準
に比べて高くなつているため、国民に対して納得が得られる説明を行うととも
に、今後ともその要因について十分に分析、検証を行い、所要の措置を講ず
るべきである。



※

主務
省

法 人 名

対国家公務員
指数 (年齢勘

案)

対国家公務員
指数 (年齢・地
域。学歴勘案)

平成22年度対国家公
務員指数の目標水準 財政支

出・累積
欠損

指摘項 目
上段 :平成19年度

(下段:平成18年度)

上段 :平成 19年 度

(下段 :平成18年度 )

年齢
年齢十地
域+学歴

経済産
業省

新エネルギー。産業技術総合開
発機構

122.1

(123.6)

1193
(120.4)

109.0 財 累

1-(1)一 アー(イ )

1-(1)一アー(工 )

厚生労
働省

医薬品医療機器総合機構
121.3
(121.1)

103.1

(1027)
100に近
づける

1-(1)一 ウー(ア )

経済産
業省

原子力安全基盤機構
1209
(120.8)

103.5
(102.6)

113.9 101.9 財

1-(1)一アー(ア)

1-(1)一 アー(イ )

1-(1)一アー(→

1-(1)一 ウー17)

1-(1)一 ウー(イ )

国土交
通省 都市再生機構

120.6
(120 7)

115.5
(H6.3)

117.4 113.4 累

1-(1)一アー(ア )

1-(1)一 アー(イ )

1-(1)一アー(ウ)

1-(1)一アー∈)

1-(1)一 ウー(イ )

※
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国家公務員と比べて給与水準が高い理由につ
いての法人の説明 (概要)

給与水準に関する評価の状況

・対国家公務員指数比較対象職員のうち大学卒以上の糧員
割合は約7割であり、また大学院卒では約2割である等、高
学歴者の占める割合が国家公務員に比べて高い傾向にあ

ること。
。国家公務員は、本府省に勤務する職員 (※全体の約20%)

と本府省以外に勤務する職員 (※全体の約8餓)にわかれて

おり、その給与には格差がある。しかしながら、当機構は本

部に勤務する職員の割合が約8跡と高く、本府省に勤務する

国家公務員に比べて著しく高いものとなつている。また、本

部に勤務する職員
は、組織運営及び事業執行に係る重要な判断を行うため、
本府省に勤務する国家公務員と同等の職責を担っている。
・当機構の職員数約1,000名 に対し、平成19年度における

指数比較対象職員は279名 とその割合は約27.9%にとど
まつている。これは当機構に、指数比較対象とされない複数
の給与体系を適用している職員が多数存在し、当機構職員
給与水準の実態が精緻に反映されたものとなつていないこと
を意味する。特に、当機構において事務業務に従事してい

る任期付職員 (約 250名 )が指数比較対象に含まれていな
いこと。

・給与圧縮に積極的に努力して給与水準削減に努めている様子がうかがえ

る。ただ、上述のように一般の公益法人を比べてかなり特殊な業務であるこ

と、従つて職員の資質にも特異性が要求されることを考慮して、その士気を十

分に維持できるような工夫が必要である。そういつた観点から上記の水準は

適当であると考えられる。
・平成18年度の実績において、役職員給与のラスパイレス指数は123.6で
あることが、NEDOの特有の背景として、高度な専F電 性を要する業務内容に

応じた給与水準が求められていることがあり、適切と認めることができる。しか

し、給与水準の抑市1は必然であり、今後の努力に期待したい。

。比較対象となる国尿公務員の平均給与は、地方も官めた

全国平均であるが、当機構の勤務地は東京都特別区である
ことによる地域差がある。
。国家公務員 (行政職 (― ))の 1人 当たり平均支給額が3,6
52円 に対し、当機構は7,354円 となっている。なお、当機
構の住居手当の支給基準、支給限度額は国家公務員と同
じである。
・国家公務員 (行政職 (一))の学歴別人員構成費における
大学卒以上の比率は48.2%、 うち大学院修了者の比率は
39%(平成19年国家公務員給与等実態調査)なのに対
し、当機構における職員のうち、大学卒以上の比率は92.

6%、 うち大学院修了者の比率は62.2%となつている。な
お、当機構が必要とする人材は、その確保に当たつて製薬
業界等と競合関係にあるが、業界の給与水準は、当機構と
比較してかなり高いと言われており、相応な給与レベルとす
ることが必要

。平成19年度における総合機構職員と国家公務員との給与水準 (年額)比

較指標は、121.3となつている。しかしながら、総合機構が東京都23区にある
ことから、国家公務員の給与水準を地域勘案すると、107.4に 、総合機構の

職員のうち、大学卒以上の比率が92.6%、 大学院修了者の比率が623%と
高学歴者の占める割合が高くなつていることから、学歴を勘案すると、117.1

に、地域と学歴をともに勘案した場合には、103.1となる。医薬品の審査。安

全対策等を行うための有能な人材を確保するためには、相応な給与レベル

とすることが必要である点については理解できる。また、平成19年 4月 から新
人事評価制度の導入にあわせ、国会公務員の給与構造改革を踏まえた新
たな給与制度を構築したことは評価する。なお、引き続き、年齢。地域・学歴

を勘案した対国家公務員指数を100に近づけるように、効果的な取り組みを

続けていくことを期待する。

・他の移行法人とは異なり、平成15年 10月 に新規の法人とし
て新しく設立されたため、組織立ち上げに当たつては、民間
企業等から原子力安全分野の優秀な高学歴の専門技術者
を即戦力として採用する必要があつた。また職員の在勤地
域が東京に集中しているためなど。
・当機構では、高度な専門業務に対応できる優秀な専門技
術者を然るべき処遇で採用する必要があつたことなど。
。なお、事務・技術系職員284名 (平均年齢51歳)の学歴内
訳は、大卒は153名 、院卒は96名 となつている。また、最近
の採用実績は、新卒採用は約5名 、中途採用は最近20名

程度 (平均年齢46歳 )である。

。当機構は、(中略)組織の立ち上げに当たっては、民間企業等から原子力

安全分野の優秀な高学歴の専門技術者を即戦力として採用する必要があつ

たこと
。対国家公務員指数が若千高くなつているが、これは、当機構では、高度な

専門業務に対応できる優秀な専門技術者を然るべき処遇で採用する必要が

あつたことなどである。
・給与水準は課せられたミッションにより定められるべきであり、(略)現在のレ
ベルは妥当と考えられる。また、ほぼ妥当と考えられる給与水準で運営され

ている組織について(略 )本項目を重要な評価要素とすることには違和感が

ある。
・技術職に分類される職種の実態はきわめて専門性が高く、むしろ研究職と

して扱うほうが適切な場合が多いことをコメントしておく。
・JNESの 業務はきわめて専門性が高いものであり、給与水準が高いことはむ
しろ当然である。

・勤務地による差 (国は全国広範囲に所在、機構は主に都
市部に所在)[地域手当4級地以上の支給地に勤務する職
員の割合:国 51%、 機構91%]
・学歴構成による差 [大卒以上の者の割合 :国4跳、機構
77%](う ち、大学院修了者の割合 :国 弔、機構17%)
。扶養手当(国家公務員と比較して支給対象者の割合が高
い。)[受給者割合 国56%、 機構68%]
・役職手当(中期計画に定める職員数削減のための職員の
新規採用を抑制してきたこと、及び地元地権者等との対外
的折衝を担う現地事務所が多く、責任を持って折衝を行う必
要から当該事務所に管理職を配置する必要があるという業
務上の特殊性があることから、国家公務員と比較して支給割
合が高くなる。[受給者割合 国16%、 機構26%]
・密集市街地整備や区画整理等の事業手法、あるいは関連
法令等に関する高度で専門的な知識が求められるなど、専
門性の高い優れた人材を継続的に確保し定着させていく必
要性がある。

・総人件費改革の取組については、国家公務員の給与構造改革を踏まえ、

職員給与については平成19年4月 から、概ね5年間で本給水準を4.8%引き

下げる等の機構における給与構造改革を実施している。このほか、組織のス

リムイヒ等を進めることにより、給与水準の引下げを図り、22年度の年齢。地域

学歴を勘案した実質的な国家公務員指数を113.4(見込)とすることとしてい

る。               '
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出・累積
欠損

指摘項 目
上段 :平成 19年度

(下段 :平成18年度 )

上段 :平成 19年 度

(下段 :平成18年度 )

年齢
年齢+地
域+学歴

文部科
学省

日本原子力研究開発機構
‖9.7
(121.5)

126.3
(128.4)

118.9 財 累

1-(1)一 アー(ア )

1-(1)一 アー(ウ )

1-(1)一 アー(工 )

厚生労
働省 福祉医療機構

119.5
(120.8)

105.0
(106.1)

概ね

100
(24年 度 )

財 1-(1)一 アー(イ )

内閣府 国民生活センター
110.2
(122.4)

107.0
(108.6) ‐‐５跛 ‐０３離

財

1-(1)一 アー(ア )

1-(1)一 アー(イ )

1-(1)一 アー(ウ )
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国家公務員と比べて給与水準が高い理由につ
いての法人の説明(概要)

給与水準に関する評価の状況

。原子力研究開発の拠点は都市部に立地することが困難で

ある。このような状況の中で大都市に立地し先端的な技術開

発を進める他分野の研究機関や電力会社等の民間企業と

競つて有為な人材を確保し、かつ雇用の流動化の傾向が強

まる中で優秀な人材を維持・育成していく必要がある。この

ため、採用困難の解消、採用後の人材確保を目的に給与措

置を講じてきている(主な採用競合先であり人事交流先であ

る電気業との賃金水準の比較の結果、電気業を100とした場

合当法人の賃金水準は94.9となつており、賃金水準は概ね

均衡しているものと思われる。)

。定員減少に伴い積極的に原子力施設の業務の運転・保守

等の業務のアウトノーシングを図つており、そのような状況に

おいても業務の高い安全性を確保するため、職員をこれら

の業務の管理監督に従事させる必要がある。このため、高年

齢の階層において管理監督的職務に従事する職員の比率

が高くなつている。
・国家公務員の地域手当は、人口5万人以上の市について

賃金指数を用いて設定している。当法人は、中核的な研究

開発拠点及び本部を茨城県那珂郡東海村に設置している
が、当該地は人口が5万人未満であるため人事院の設定す

る地域手当算出の対象となつていないと推測される。

の適正化の観点から、人事院勧告に基づく期末手当の

引上げの抑制等を行つたことにより、機構の給与水準の指数は着実に低下し

ており、今後とも適切な取組が行われることを期待する。

I民間の金融部門における給与実態を勘案していること(福

祉医療分野における政策金融を事業の中核として行つてお

り、金融に関する専門性を有する公庫等の給与実態や民間
における金融部門の給与実態を勘案しながら、必要な人材
が確保できる水準としている。)

。管理職比率が高いこと(当 機構は、特殊法人改革等の流

れの中で、他組織からの事業承継が断続的に行われてお
り、従来から実施してきた福祉医療貸付事業等の6事業に加
え、年金担保貸付事業等2事業2業務を他組織から承継し、

現在、8事業2業務と多種多様な事業を行つており、事業承
継の過程において、各事業毎に担当部署を設け、結果的

に、全体の管理監督者の比率が国家公務員と比較して高い

傾向にある。
・比較対象となる国家公務員の平均給与は全国平均である
が、機構の在勤地は大都市圏 (東京都特別区及び大阪市)

である。(職員の割合…東京都特別区:90.2%、 大阪市 :

9.8%)

。当機構の給与水準が国に比べて高くなつていることについては、当機構が

民間の金融部門における給与実態を勘案していることや管理職比率が高い

証域ヒI属鋪訓難督籠淮靡震3霧望静町3鷺

花罐鑽到饉羅群薦幌跛「邦聡篇齢醐‰燒
努力を期待するものである。

・相談、調査、商品テスト等の業務を行つているが、これらの

業務を実施するためには、高度で専門的な知識が要求され
ており、専門職としての色彩が強い大卒以上の学歴を有す
る職員を採用してきた。このため、国家公務員と比べて大卒

以上の割合が高く(大卒以上の職員数は90人で、909%。 こ
のうち大学院修了者は22人、22.2%)、 学歴を勘案した対国
家公務員指数は113.8となる。これまで優秀な人材を確保す
るために国家公務員より高めの給与水準を設定してきたとこ

ろである。
・平成15年 10月 に本部を相模原市に移転したが、東京都港
区及び神奈川県相模原市の両事務所で行う事業には一体
関係が認められることから、同一の給与体系を適用。
・複雑かつ多様な業務実態に応じて管理職員を配置してい

る。平成19年度の管理職員は24人で、集計対象者99人 に
対して24.2%(平成20年 4月 1日 在職者117人に対しては
20.脇 )

I職員の給与水準については、前年度に比べて、国家公務員の給与水準に

近づいたと認められるが、今後とも国民の理解が得られるものとなるよう努め

られたい。
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対国家公務員
指数 (年齢勘

案 )

対国家公務員
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上段 :平成 19年 度

(下段 :平成18年度 )

年齢 午齢+地
域+学歴

期鵜
日本学術振興会

119,0
(121.0)

104 7
(107.2)

115.0 102.0 財
1-(1)一アー(イ )

1-(1)一アー(工 )

厚生労
働省

労働政策研究。研修機構
118.9
(119.4)

103.9
(104.0)

財 l― (1)一 ア ー (工)

農林水
産省

農業者年金基金
118.5
(122.5)

106.0
(HO.8)

100
(年齢・

地域 )

(24年度 )

財

1-(1)一 アー(ア)

1-(1)一アー(イ )

1-(1)一 アー (ウ)

財務省 農林漁業信用基金
118.0
(121.4)

102.0
(104.6)

100
(24年 度 )

1-(1)一アーσ)

1-(1)一アー(イ )

1-(1)一 ウー(イ )

農林水
産省

農林漁業信用基金
118.0
(121.4)

102.0
(104.6)

100
(24年 度)



国家公務員と比べて給与水準が高い理由につ
いての法人の説明(概要)

給与水準に関する評価の状況

・研究助成。学術の国際交流等を推進する業務を行つてお
り、職員に大学卒・修士など高学歴の者が必要であり、実際
に高学歴の者が多い。(大学卒以上の割合 国48.2%当
法人88.0%)
・文部科学省と地理的に近接している必要があり、勤務地が

東京都特別区のみである。また、小規模な組織であり、地方
に出先機関を置く必要がない。(地域手当支給区分1級地に

在職する者の割合 国25.6%当 法人100%)
。小規模な組織のため、宿舎を保有しておらず、また、人事

交流者が70%を超えており、地方大学等から転居を伴い勤

務する者が多いため、住居手当の受給者が多い。(住居手
当を受給している者の割合 国22.5%当 法人50.0%)
。事業実施に当たり、①職員1人当たりの事業規模が多額
(約 15億円)で大きな責任を伴う、②研究費の審査。配分等
における学会の有識者との連絡。調整、③海外の学術研究
機関、ファンディング機関との交渉。協力など高度な判断能
力、高い語学力が求められ、優秀な管理職が必要とされる。
そのため、結果として国等と比して、管理職の割合が高く
なつている。(管理職の割合国16.2%当 法人23.9%)

。平成19年の給与水準の対国指数については、職員の昇給号俸数のフロ刷、
管理職手当の見直し、管理職ポストの削減等により、H9(平成18年 :121)と

着実に低下が図られている。高学歴者の割合、勤務地、職務の困難性など、
日本学術振興会の給与水準が高くなつている要因はあるが、引き続き適切
な給与水準への改善を望む。

。主たる勤務地が東京都であること、事務職員の約93%が大
卒以上であることによるものであり、こうした地域差及び学歴
差を調整した後の指数は103.9となり、国とほぼ均衡している
ものと考える。
。当機構においては、労働行政職員を対象とした行政実務
に関する研修という業務の性格上の必要性により、研修教
官等に国からの出向を受け入れている。これら出向職員に
ついては、国家公務員に準じた給与の支給を行つているとこ
ろであるが、国家公務員行政職(― )の I種試験相当採用者
の在職割合が約6.38%なのに対し、機構の出向職員におけ
るI種試験相当採用者の在職割合が40%と高いことも、国
に比べ給与水準が高くなつている理由である。

・ラスパイレス指数については、地域差及び学歴差を調整した後の指数が10
3.9であり、国とほぼ均衡しているものと評価できるが、引き続き、適正な水

準の確保に向けた努力を必要とする。

・職員の9割強が東京都区部 (本所)の勤務であるため、国
家公務員の場合と同様に、民間賃金が高い地域に在職する
職員に支払われる手当(特別都市手当)の支給割合が高く
なつている。
・農業者年金は、農業者の確保という農政上の政策目的を
達成するため、①農地制度と密接に関連する年金給付や被
保険者資格等に関する審査・決定、②年金資金の運用、③
年金数理に関する専門的事務等、高い専門性と判断能力
が求められる多岐にわたる業務を行つているこのため、各業
務ごとにこれらの能力と実績を有する責任者を配置する必
要がある一方で、一般職員は必要最小限の者に留めている
ことから、管理職の割合が高くなつている。

。人件費については、俸給月額の引き下げや管理職手当の引下げ等により、

総人件費改革の目標を上回る削減が実施されている。今後とも、「行政改革
の重要方針」(平成 17年 12月 24日 閣議決定)等の政府全体の取組を踏まえ、
適切に削減されたい。
なお、給与水準については、平成24年度までに対国家公務員地域別指

数を100にする目標が設定されており、当該目標の達成に向けて引き続き取
り組まれたい。

。
1哉員全員が東京特別区の勤務であるため、国家公務員の
場合と同様に、物価等も踏まえて、主に民間賃金が高い地
域に在職する職員に支払われる手当(特別都市手当)の支
給割合が高くなつている。
・各都道府県に設置されている基金協会が行う農業者等に
対する債務保証に対する保険等の業務を行つており、保険
や金融に関する専門性の高い業務を行つていることから、高
学歴 (大卒)の職員の割合が高いこと。

記載なし

・職員全員が東京特別区の勤務であるため、国家公務員の
場合と同様に、物価等も踏まえて、主に民間賃金が高い地
域に在職する職員に支払われる手当(特別都市手当)の支
給割合が高くなつてい&
・各都道府県に設置されている基金協会が行う農業者等に
対する債務保証に対する保険等の業務を行っており、保険
や金融に関する専門性の高い業務を行つていることから、高
学歴 (大卒)の職員の割合が高いこと。

・給与水準の改善については、対国家公務員指数の引下げに向けて、平成
19年度は、本俸月額表の改定を見送り、職務手当の5千円未満を切り捨てる

引き下げ、更に従前の昇格ペースを1～ 2年遅らせたほか、特別都市手当
(国の地域手当に相当)の抑制等の措置を行つている。この結果、平成19年

度の対国家公務員指数 (地域別。学歴別)は前年度比で▲2.6ポイント減少し
102`0となり、地域別・学歴別を勘案しない対国家公務員指数は前年度比で
▲3.4ポイント減少し118.0となつており、改善努力が行われている。さらに、給

与水準の公表資料において、国に比べて給与水準が高くなっている理由、
給与水準是正の目標水準、具体的な改善策等について十分に国民の理解
が得られる説明が行われているものと認められる。
今後も適切な経費の削減等に取り組むことにより、第二期中期計画が着実

:`織 甫 六hス ● ルを 出 待 キ ス
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対国家公務員
指数 (年齢勘

案)

対国家公務員
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域・学歴勘案)
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欠損

指摘項目
上段 :平成 19年度

(下段 :平成18年度 )

上段 :平成 19年 度

(下 段 :平成 18年度 )

年齢
地
歴

＋
学

齢

十

年
域

国土交
通省

水資源機構
116.3
(118.8)

121.2
(123.3)

114.6 118.9

1-(1)一 アー(ア )

1-(1)一 アー(工 )

1-(1)一 ウー(イ )

文部科
学省

毎洋研究開発機構
116.4
(H8.0)

1153
(H7.3)

l16.4 115.3 財累 1-(1)一アー(ウ)

総務省
郵便貯金。簡易生命保険管理
機構

‖5.9
(― )

101_6
(― ) ‐００

奸

1-(1)一 アー(ア )

1-(1)一 アー(イ )

1-(1)一 ウー(イ )

国土交
通省

鉄道建設。運輸施設整備支援
機構

‖5.8
(117.2)

115.3
(H6.2)

114程度 累

1-(1)一 アー(イ )

1-(1)一 アー(ウ )

1-(1)一 アー(工)



国家公務員と比べて給与水準が高い理由につ
いての法人の説明(概要)

給与水準に関する評価の状況

・全国 (水資源開発水系に指定された7水系)に事業所かめ
ることから、原則として職員全員が全国転勤をする必要があ
ること。
。また、全国転勤にともない単身赴任者の比率が国家公務
員 (行政職 (― ))の 6.9%(平成19年国家公務員給与等実
態調査による)に対し、機構は22.0%と 高いこと。
・事業の性格から、業務場所は山間僻地となり、職員は危険
かつ困難な状況の中で業務を行う必要があること.

・平成17年度から自主的に実施してきた本給のカット率を19年度は5%に上

げて実施 (17年度は3%、 18年度は4%)し、給与水準の適正化に取り組み、
人件費の節減を着実に進めてきたことは評価できる。

。海洋に関する基盤技術開発において世界のトップレベル

をリードする、極めて高度な知識を有する研究者を有してお
り、事務組織においてはこれらの研究者と一体となり高度の

業務を迅速かつ的確に遂行するため、企画立案力、折衝力
及び国際調整力等の優れた能力の他、当機構の実施する
研究内容及び海務に関する専門的知識を有する人材を必
要としている。このため、学歴が大卒以上(特に理工系修士

課程修了者)の者を中心に採用しており、国と比較して大卒
以上の比率が非常に高い。(大学卒以上である職員の割
合:国家公務員 :48.2%(う ち修士以上卒 :3.9%)

・海洋研究開発機構 :87.3%(う ち修士以上卒 :45.5%)
。研究者の多くを任期制職員として雇用しているとともに、研
究遂行上必要とされる色々の役割と業態に対応するべく複
数の雇用形態を併用した人員体制を採つており、多様な人
員の管理に係る綿密な業務については各研究組織に事務
部門をおき、研究推進に係る事務管理を一手に担う体制を
採つている。
。当機構においては8隻に及ぶ船舶の運航管理及び勤務形
態の複雑な船員の人員管理を行う事務組織が不可欠であ
る。当機構においては経営企画室、総務部、経理部等と
いつた管理部門と、研究推進部門及び船舶運航部門とが密
に連携して迅速に判断を下し、高度な業務を遂行する必要
があるため、各事務組織において多くの管理職員を必要とし
ている。これらの組織においては業務の効率化を推進した
結果、常勤職員においてはより担当業務が高度化する傾向
にあり、国家公務員に比較して管理職員の割合が高くなつ
ている。

・平成19年度当初より本給与水準の平均4.8%引 き下げ、枠外昇給制度の廃
止や各種手当の支給基準の見直しなどを行つている。機構の実施する研究
内容及び海務に関する専門的知識を有する事務・技術職員を必要としてい

るため、国と比較して大卒以上の比率が非常に高いことなどを考慮すると、
本法人の給与は適切であると判断する。今後とも、適切な給与水準を維持し
ていく必要がある。

。主な要因は、当法人の事務所が東京都特別区(港区)に所
在していることから、地方を含む全国で平均を算出する国家
公務員指数に比して比較指数が高く算出されることによると
考えられます。

。記 載 なし

・機構の大半の職員 (約90%)が従事する鉄道建設事業に
あつては、東 日本の拠点を東京支社 (東京都特別区)に西
日本の拠点を大阪支社 (大阪府大阪市)に置いていること、
また、電気、機械関係業務を効率化の観点から、東京支社
に一元化していること等から、大都市に勤務する職員の割合
が高くなつている。
・鉄道建設事業は、有期事業であり、余剰人員を抱えないた
めに、大半の職員を対象として、事業の進捗、業務量の波
動に対応しながら高い頻度で全国規模での人事異動を実
施せざるを得ない。このため、全国規模の転勤が2～3年程
度で繰り返されることが常態化しており、これに伴つて関連
する手当が支給される者の割合が高くなつている。
・新規採用を抑制するとともに業務のアウトソーシングを積極
的に進めてきた結果(管理的業務が中心となり、国家公務
員に比べ管理職の割合が高くなつている。
・扶養家妹を有する職員の割合が平均年齢の違い(国家公
務員:40.7歳 、機構49.0歳 )等から高い実態がある。
・2～3年周期で全国異動をする勤務条件に加え、国家公務

長栃翻 菫 謝 聯 薄 塊 准 雛
事情も考慮した結果であると考えている。なお、鉄道建設事
業は業務量の変動が大きく、人員過剰となったときは、勧奨
退職等による人員調整を余儀なくされてきた経緯があるた
め、職員や新規採用応募者の中には当機構の雇用の安定
性を懸念する向きがあることも否めない。

・ラスパイレス指数が高い理由と今後の対応について十分な説明が必要であ
る。その上で、人件費削減については、国民の視点に立った見直し等を行
い、引き続き、給与水準の適正化の努力を図るべきである。
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年齢
年齢+地
域+学歴

環境省 環境再生保全機構
114.7
(119.3)

111_2
(115.2)

概ね

H2 肺
‐０９

財 1-(1)一 アー (イ )

厚生労
働省

高齢。障害者雇用支援機構
114.6
(■ 7.0)

104_9
(106.9) ‐００離

晦
財 1-(1)一 アー(ウ)

厚生労
働省

労働安全衛生総合研究所
114.4
(109.7)

112.7
(107.2)

105.6 財

1-(1)一 アー(ア )

1-(1)一 アー(イ )

1-(1)一アー(IED

l― (1)一 ウーσ)

財務省 通関情報処理センター ‖4。 1

(H6.2)

107.6
(111.2)

l― (1)一 アー(ア )

1-(1)一 アー(イ )

1-(1)一 アー(→

1-(1)一 ウー(イ )

農林水
産省

緑資源機構
114.1
(■ 7.7)

116.7
(120.2)

財

1-(1)一 アー17)

1-(1)一 アー(イ )

1-(1)一 アー∈)



国家公務員と比べて給与水準が高い理由につ
いての法人の説明(概要)

給与水準に関する評価の状況

。当機構は、環境分野の政策実施機関として、環境分野に
おける専門性と知識・能力を有する人材を確保してきたこと
から大卒者以上の占める割合が国に比べ高くなつていること
が対国家公務員指数を上げる要因の一つと考えられる
・また、当機構は特殊法人整理合理化計画に基づき、旧公

害健康被害補償予防協会及び旧環境事業団が実施してい
た多岐にわたる業務を承継しており、各業務の専門部署を
設置した結果、機構の管理職割合(27.8%)が国(13.4%※ )

より高くなつていることも、対国家公務員指数を上げる要因
の一つになつていると考えられる。

・管理部門の見直し等を通じて、給与水準の適正化を図るとともに、給与体
系の更なる見直しに努める必要がある。

・給与水準の比較にあたり、国家公務員は全国の職員が対
象となるのに対し、機構の事務職員の61.9%が東京都特別
区の勤務となつているため、給与制度上、地域手当が高く支
給される者の割合が高いこと。
。国家公務員の給与決定上の学歴を見ると大卒は48.2%
(参考「国家公務員給与の概要」(平成19年8月 人事院)であ
るのに対し、機構の事務職員の92.4%が大卒以上であり、学
歴による格差が生じている可能性があること。
・機構の事務職員のうち、職務手当の受給者の割合は
23.9%となつている。機構の事務職員は、その大部分は、機
構本部に配置されて委託業務の企画・立案、厚生労働省と
の調整、委託先に対する指導・進捗管理等の業務を行つて
いる。
機構本部におぃては各府省の本省と同様に、業務の企画・
調整及び対外的な業務運営にかかる責任の明確化、相互
牽制体制の確保等の必要から地方支分部局に比べ管理職
の比率が高くなつている。
したがつて、いわゆる管理職手当である職務手当(国におい
ては俸給の特別調整額)を支給される者の比率が高く対国
家公務員指数が高くなつているものと推定されること。
。また、職員給与は、これまで人材確保等の観点から、類似
の非特定独立行政法人 (l日 特殊法人)等の給与水準を勘案
して定めてきたものであり、結果として比較指標の高さに影
響していると考えている。

・機構の対国家公務員指数は、地域差及び学歴差を調整した後の指数で
104.9であるが、機構においては、人件費について、平成18年度に引き続き、
地域手当、職務手当等についておおむね国より低い水準に見直す新たな取
組を行うなど、更なる給与制度改革を実施し、「行政改革の重要方針」による
人件費削減目標を上回る節減を達成している。これを踏まえ将来見通しを試
算すると、地域差及び学歴差を調整した後の指数は、平成22年度以降100.3

程度となると見込まれ、機構における給与水準適正化に向けた取組は評価
できる。今後は、こうした取組が着実に実施されるよう引き続き努力することが
期待される。

。大卒者が大半(91%)を占めること(国家公務員行政職俸
給表 (― )の適用を受ける職員の大卒者が占める割合(48.
2%))。
・所在地の地域手当は、清瀬市7.5%、 川崎市12%である
が、国からの出向者の異動保障として特別区の地域手当(1
3%)の支給を受けている者の割合 (清瀬市勤務18%、 川崎
市勤務18%)が高いこと。

。役職員の報酬・給与等の状況は妥当であり、適切と認められる。一部に、こ
の法人に限つたことではないが役員報酬が高いとの意見もあつた。なお、給
与水準の対国家公務員指数については、研究職では100未満であるが、事
務職、技術職員では114.4であり、適正な水準まで引き下げる必要がある。

・特別都市手当の文給の対象地域に勤務していることから、
在職地域を勘案した指数により比較するのが適当である。
・基本的に税関や民間企業から国際運送貨物に係る手続
(システム処理を含む。)のための業務に精通した人材を出
向者によつて確保して、センターの運営を行っている。このよ
うにセンターの運営は、出向者を採用することにより行つて
おり、給与についても、厚生労働省の賃金構造基本統計調
査(平成18年 )のうち情報通信業の平均給与等を勘案して
おり、同程度の年齢にある国家公務員より給与水準を高く設
定しているものである。

給与水準の見直しを行うなど中期計画の達成に向け適切に実施している。

・森林整備のための基幹的な林道の整備、水源林の造成、
これらと一体的に行う中山間地等の整備や砂漠化防止のた
めの海外事業を実施しており、その専門性等から職員の約7
割弱が大学卒。大学院卒であること
。全職員が全国異動の対象であることにより、地域間の格差
を緩やかな給与制度とする必要があつたこと、人事異動の範
囲が全国に及ぶため、単身赴任手当(支給月額 (23,000円
～68,000円 )は国家公務員に同じ)の受給者の比率が国家
公務員の約3倍になつていること(諸手当も対国指数の比較
対象であることから、諸手当のうち支給月額が最も大きく、そ
の受給の有無により年間給与額に大きく差を生じる単身赴
任手当は、受給者の比率が高いほど対国指数が高くなる)

・給与構造改革による実質的な昇給抑制等により引下げを図り、ラスパイレス

指数の低下と、今後は、承継先法人の給与制度が適用され適正化が進展す
る旨を確認したが、引き続き適正化に取り組まれたい。
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国家公務員と比べて給与水準が高い理由につ
いての法人の説明(概要)

給与水準に関する評価の状況

。当センターの職務内容は、危険かつ緊急的な輝上災害ヘ

の対応という高度な専門性及び経験を要するものであり、一

般事務に比べ危険性及び困難性が非常に高く、事業の確
実な実施のために、十分に当該知識を有し、かつ経験等の

豊かな職員を配置している。
。また、当センターは大宗の職員が都市部 (横浜・横須賀)勤

務である。

・給与水準については、対国家公務員指数がn3.5と高くなつているか、セン

ター業務の特殊性、危険性等を勘案すると妥当な数値であると思料する。な
お、これまでに役員報酬の減額や職員俸給表の引き下げ等を行つている
が、今後も引き続き人件費の抑制に努めることら

・機構の設立の際の規定により、職員の雇用契約が基本的
に継承されたため、職員の労働条件である給与水準は旧認
可法人のものが基本になつている。
・全体の約61%を 占める2443歳の間の職員において、住宅
手当(特に借家住居手当受給者)が多い。      :

・給与水準については(中略)、 対国家公務員指数は依然として高い水準に
あることから、今後とも適切に見直す必要がある。

・職員全員が東京都 (1級地)勤務者 (在職地域を考慮した

対国家公務員指数100.4)
。国と同様の給与水準の俸給表で支給していたが、非公務
員化に伴い雇用保険料の支払い義務が発生。知的財産権
に関する専Fl性を有する人材を確保する必要があるため、
当該費用相当分を考慮し国に準じた給与水準で支給。(考

慮分を除いた対国家公務員指数99.8)|

。在職地域及び雇用保険負担分を考慮した場合の対国家公務員指数は
99.8であり、妥当と判断できる。

。当研究所における事務・技術系職員は10名であるが、定型
的・補助的業務は常勤職員以外の者 (6名 )に委託している
等から、事務・技術職員に占める役付職員の割合が高くなつ
ており、また、当研究所においては調査対象者が少ないこと
から指数算出にあたつて、これらの要因が大きく影響するも
のと考えられる。

・事務・技術職員のラスパイレス指数が国家公務員の水準を上回つているの

は、(中略)調査対象者は一定年齢以上であり役付職員の割合が高くなつて
いるため、役職に関連する諸手当の支給がラスパイレス指数の高水準の要
因となつている。

。当センターは国家公務員に支給されている地域手当の支
給区分のうち、1級地 (東京都特別区)に全職員が勤務して
いることに対し、国家公務員の1級地に勤務する職員の割合
は44%と なつており、残りの56%は当センター職員より地域
手当の支給区分の低い地域での勤務であり、この勤務地域
による国家公務員との違いが要因となつている。

・給与水準については、1哉種別に見ると一概に高いとは言えないものの、事
務・技術職員については、地域・学歴を勘案しても依然国家公務員より高い

水準となつており、引き続き「講ずる措置」にあるような取り組みを行うことによ

り、給与水準の適正化に努める必要がある。

`機構の管理職員 (職務手当受給者)は、全体の3o.o%を 占
め、国家公務員行政職俸給表 (― )の適用を受ける管理職
員 (俸給の特別調整額受給者)の 22.2%を 上回つているこ
と。
・機構の職員のうち大卒以上の者は、全体の83.7%を占め、
国家公務員行政職俸給表 (― )の適用を受ける大卒以上の
者の48.2%を 上回つていること。
・平成15年度までに採用した職員について、国家公務員の
調整手当の非支給地域に勤務する職員にも、3%に相当す
る額を支給していたこと。
・従前の人事管理上の運用において、職員の年齢や経験年
数により昇格。昇給させていたことが影響したこと。

・給与水準の適正化に向けた取組を適切に進めている。今後とも、早期にラ
スパイレス指数が適正な水準になるよう取組を着実に進めていくことが望まれ
る。
・引き続き、ラスパイレス指数や随意契約の比率の取組を進めていく必要が
ある。全体としては、中期計画を上回つていると言える。

・機構が地域手当又給率の高い地域 (大阪本部10%、 福岡
本部8%)に所在しており、地域手当4級地以上の支給地に
勤務する職員の割合については、当機構100%に対して、
国50.8%(平成19年国家公務員給与等実体調査より算出)

となつていること、また東京特別区からの採用者については
13%の異動保障があることから、地域手当相当の支給率が
当機構平均9.7%(国平均7.5%(当 機構試算数値))となつ
ているため。
・機構職員は、事業に必要な土地の取得等に係る交渉や事
業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉を行うなど、困
難かつ専門的な業務を行つていることから、こうした業務の
遂行に必要な専F見 知識と経験を有する人材を確保するた
め、相当程度の給与水準を設定している。(なお、今後も
人事院勧告に準拠した給与制度の見直しを行い、引き続き
給与水準の適正化に努める予定である。)

。ラスパイレス指数は、前年度からさらに低くなつており、平成15年度の123.7

から109.1と改善されており、着実な実施状況である。
・ラスパイレス指数について、比較条件を同一 (大阪及び福岡の公務員給与
との比較等)にした上で、比較を行う必要があると考える。



※

※

※

※

※

主務
省

法 人 名

対国家公務員
指数 (年齢勘

案 )

苅国蒸公務員
指数 (年齢。地
域。学歴勘案)

平成22年度対国家公
務員指数の目標水準 財政支

出・累積
欠損

指摘項目
上段 :平成 19年 度

(下段 :平成18年度 )

上段 :平成19年度

(下段:平成18年度)

年齢
年齢+地
域+学歴

国土交
通省

自動車事故対策機構
108.8
(108 1)

107.4
(107.1)

106.5 104.6 財

1-(1)一 アー(ア )

1-(1)一 アー(イ )

1-(1)一 アー(ウ )

1-(1)一 ウー(ア )

国土交
通省 交通安全環境研究所

108.6
(103.6)

108.1

(103.0)
100.3 100.0 財

1-(1)一ウー(ア )

1-(1)一ウー(イ )

国土交
通省

抗海訓練所
106.7
(109.5)

104.2
(107.1)

105.4 102.6 財

1-(1)一アー(ア )

1-(1)一ア (3ED

l― (1)一 ウー(イ )

総務省 情報通信研究機構
106.2
(106.4)

113.2
(H4.0)

105.3 112.2 財 累

1-(1)一アー(ア )

1-(1)一アー(イ )

1-(1)一 ウー(イ )

文部科
学省

防災科学技術研究所
105。 9
(99.2)

105.3
(98.5)

100.0 100.0 財

厚生労
働省

医薬基盤研究所
1工_2
(113.0)

104.9
(H3.9)

102.4 財 累
1-(1)一アー(イ )

1-(1)一アー(ウ)



国家公務員と比べて給与水準が高い理由につ
いての法人の説明(概要)

給与水準に関する評価の状況

・業務の実施に当たつては、全国同一水準の機会を確実に

提供し、サービス受給者との時間的・距離的な隔たりを小さく

することが必要との理念のもと、全国に50支所 (う ち9主管支

所)を設置しており、各支所に総括的な管理職員を配置して
いる。また、交通事故被害者に対する援護業務について

は、専門知識と経験が必要とされるところ、被害者や遺族と
の密接な関係を保ちつつ当該業務を遂行することができる
管理職員を配置する必要があることからその割合が高いこ

と。
・職員採用に当たっては、業務遂行上、高度な知見、専門
性を必要とすることから、大学卒業者の割合が高いこと。

。人件費の削減については、計画値を0.7%上回つたが、対国家公務員信数
(ラスパイレス指数)においては、依然として国家公務員の水準を上回つてい

ることから適正化に向けた取り組みを計画的に実施すべきである。

。年齢階層20～ 23歳の1名 は、年齢階層内の最上位午齢23

歳である。
・年齢階層48～ 51歳 (対象者1名 )及び52～ 55歳 (対象者3

名)には、各階層に各 1々名の I種採用管理者がおり、対国
家公務員指数を大きく押し上げている。
・地域手当の異動保障、扶養手当及び単身赴任手当の支
給が対国家公務員指数に影響。
以上の点について、調査対象の職員数が少ないことからそ
れぞれの状況が全体の対国家公務員指数に大きく影響して
いるものである。俸給、諸手当等給与水準は国家公務員の

給与水準と同様であり、指数が国の水準を上回つている点
については、調査対象職員数が少ないことに起因する指数
の変動の範囲内としてやむを得ないものと考える。

・ラスパイレス指数について、事務。技術職が国の水準を上回つている要因と
しては、調査対象の職員数が少ないことからそれぞれの状況が全体のラスパ

イレス指数に大きく影響しているものである。俸給・諸手当等給与水準は国

家公務員の給与水準と同様であり、指数が国の水準を上回つている点につ

いては、調査対象職員数が少ないことに起因する指数の変動の範囲内とし

てやむを得ないものと考えられ、給与水準については、国家公務員の給与
水準に準じていることを確認したことから、適切と判断する。

。本調査の対象である事務・技術職員の分類に含まれる人
員が17名 と少数であり、1人の給与変動が全体の指数に大き
な影響を与える特徴がある中、本調査対象外となる船員等も
含めた当所全役職員 (433名 )に係る内部管理業務を掌る管
理臓2名 が調査対象となつており、この2名 の給与が平均的
な国家公務員の給与水準を大幅に上回つていることに起因
する。

。国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与体系の見直しが行われてし

る。

・事務・技術1哉員の対国尿公務員 (行政暇 (一 ))の比較指
標が高くなっている要因は、当機構の本部が都市部 (東京
都小金井市)に所在しているため、大部分の職員に支給さ
れる地域手当支給額が、国家公務員全体の平均と比較して
高いことによると考えられる。なお、地域勘案した場合の指
数が高くなるのは、国の地域手当制度において小金井市に
ついては級地の指定がされていないためである(研究職員
も同様)。

。国家公務員とほぼ同様の号俸制にもとづく賃金テーブルに沿つて決定され

ていると思われるので、公務員や他の法人との格差がみられるとすれば、
テーブルの水準そのものの違いがないとすると、「テーブルの運用方法の違
い(昇進の速度など)」

「(報告書に記載されているような)地域差」「年齢構
成」などによるものであると推察される。水準は高すぎることも低すぎることも
問題なので、格差要因についての分析と継続的な自己評価が必要である。

。当研究助は争務糸4al員 か30名程度の組織で瑚 、対象有
の異動による年度ごとの指数の変動が大きくなつている。平
成19年度においては、地域手当の異動保障を受けた職員
及び単身赴任手当受給者の割合が増加したため指数が高
くなつている。

・職員給与は、国家公務員の給与体系に準拠しており、給与水準は妥当で

ある。事務系職員のラスパイレス指数が105.9と若干上回つているのは、異動
保障等、各種手当の支給対象者数が増加したためやむを得ない。

°
国 家 公 務 貝 の 半 羽 編 今 月 狽 ほ 、何 収 鴨 俸 績 衣 ヽ

~り
の 組

織区分別では「本府省」が最も高く、次いで「管区機関」「府
県単位機関」「その他の地方支分部局」「施設等機関等」の
順となつているが、当研究所の出向者のほとんどは本府省
(17人 中11人 )及び管区機関 (17人 中5人)からの出向者で
ある。このため、当所の給与水準は、本府省からの出向者の
平均給与月額と本府省の国家公務員を比べると98.4%、 管
区機関からの出向者の平均給与月額と管区機関の国家公
務員との比較では93.6%と 、いずれも下回つているが、全国
家公務員平均と比べると若千上回ることになる。
・当研究所では国と異なり、人件費の効率化を図るために定
型的業務については非常勤職員。派遣職員などの活用を進
めていることから、正規職員だけの平均でみると、管理職の
占める割合が35.3%であり(対象者17人 中6人 )、 国家公務
員より給与水準が高いようにみえる。
・職員の大卒者の割合 (64.7%)が 国家公務員行政職俸給
表 (一)の適用を受ける職員の大卒者の占める割合 (48.
2%)よりも高いこと等が給与水準が高い要因となつている。

・医薬基盤研究所においては、国家公務員に準じた給与体系及び給与水準
を取つているが、国家公務員の平均給与を100とすると、本研究所の研究職

員は96.1、 事務・技術職員は104.2と なつている。
事務・技術職員の平均給与が国家公務員を上回つたのは、国家公務員 (行

政職 (― ))と 比較したときの、本研究所の職員の出身組織構成の相違、すな
わち事務職員の大多数が相対的に給与水準の高い本府省や管区機関から
の出向者であることや、職員構成の相違、すなわち非常勤職員。派遣職員の

活用を進めているため正規職員中の管理職の割合が高まつていることや大

卒者の割合が高いことなどに起因するものであるが、給与水準の―層の適正

化に向けて、今後もさらに取組を進めるべきである。
,なお、この法人に限つたことではないが、役員報酬が高いとの意見もあつ

た。



主務
省

法 人 名

対国家公務員
指数 (年齢勘

案)

対国家公務員
指数 (年齢・地
域。学歴勘案)

平成22年度対国家公
務員指数の目標水準 財政支

出・累積
欠損

指摘項目
上段 :平成 19年度

(下段 :平成18年度 )

上段 :平成19年度

(下段:平成18年度)

年齢
年齢+地
域+学歴

経済産
業省

産業技術総合研究所
104.2
(104.4)

104_1

(102.7)
103.7 102.2 財 1-(1)― ア ー (工 )

国土交
通省

航空大学校
104.0
(100.8)

1‖ .0
(107.5)

100.5 107.2 財

1-(1)一 ア ー (ア )

1-(1)一 ア ー (工 )

1-(1)一 ウー(ア )

1-(1)一 ウー(イ )

国土交
通省 電子航法研究所

103.5
(lH 2)

101.9
(109.7)

101.0 101.2 財 1-(1)一 ウー(イ )

文部科
学省

大学評価。学位授与機構
102.8
(103.9)

102.3
(102.7)

100.0 100.0 財
1-(1)一アー(イ )

1-(1)一 ウー(イ )

』酪
港湾空港技術研究所

101.5
(104.1)

101.7
(104.6)

101.5 101.9 財

1-(1)一アー(ア )

1-(1)一 アー(工 )

1-(1)一 イ
l― (1)一 ウー(イ )



国家公務員と比べて給与水準が高い理由につ
いての法人の説明(概要)

給与水準に関する評価の状況

。国家公務員は全国に勤務する職員に対して地域に応じた

地域手当が支給 (0～ 18%)さ れており、給与に反映されて
いる。これによつて国家公務員においては地域によつて給与

額の差額が生じていると考えられる。
・産総研では国家公務員と同様な地域手当を設けておら

ず、全国展開する組織の中で地域拠点間での異動を考慮
し、各地域の給与水準を同水準にしていること等によるもの

が対国家公務
員指数を高くしている。
た。
・産総研においては全国同一の給与水準としていることが対

国家公務員指数を高くしているといえるが、国家公務員が一

定地域内による採用を原則としていること対して、産総研職

員は全国に展開する全地域間の異動を原則としており、こ

れらの処遇の違い等を勘案すると産総研の給与水準は適正

なものであると考える。
・近年では、高学歴者の新規採用が若年層の給与水準を押
し上げていることも指数を高める一因となつていると思われ
る。

く冨半イ曲>
。本法人の役職員の給与等の水準的成果努力は明らかで有り、またその水

準は適正である。
・事務・技術職、研究職とも地域・学歴勘案のラスパイレス指数はほぼ妥当で

ある。
・国の支援を受ける独立行政法人として、役職員の給与等につき人事院勧

告の完全実施見送り、総人件費の削減、定期昇給制の抑制、理事長給与の

見直しなどを行うなど、役職員給与の水準の適正化の努力が見られる。その

水準も国家公務員との格差は低く、問題はない。
・個人評価制度に基づき、役員および常勤職員を対象に、業績手当、昇格。

昇級など処遇に適切に反映されている。
<指摘・コメント>
・業績評価の報酬への反映にも努力している点も評価できるが、目に見える

形の工夫など役職員の意欲向上に繋がる給与体系の検討がなされることを

望みたい。
・産総研の役職員の給与水準は、国家公務員等と比較して高水準であるが、

優れた業績を上げた職員には、高水準の給与が支給されることで、その意欲

増進に繋がり、国のプロジェクトの推進にも繋がるであろう。ただ、社会の見
方が厳しくなつている昨今、全体の水準に関して、さらに見直し。検討の余地
はあるかもしれない。

・都市部に在籍していた国家公務員からの出向者がおり、こ
れらの職員に対する地域手当の異動保障や単身赴任手当
等の支給が、対国家公務員指数を押し上げる要因となつて
いる。

・給与規程は、「一般職の職員の給与に関する法律」と同一の内容となつて
いる。引き続き、国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与体系の見直しを

行うことで、適正な給与水準を維持していくこととしている。

。当所は非常に少ない1戦員数で研究開発等事業を効率的
かつ確実に運営するため本府省職員との人事交流を行つて

おり、当該職員は専門的な知見。能力を必要とすることから

本府省職員と同等に給与水準を設定しているところ、行政臓

俸給表 (― )の本府省職員の平均給与月額が行政職俸給表

(― )の平均給与月額の1.1倍と高くなつていることが起因し

ている。

・給与水準については、人事院勧告に準拠した改正を行い、人件費総額の

抑制に努めており、また、職員の処遇については業績評価をベースとし、年

功的な給与上昇を抑制している。なお、給与水準については、国家公務員
の給与水準に準じていることを確認したことから適切と判断する。
・本研究所のラスパイレス指数は、国の平均を若干上回つているものの独法

全体の平均を大きく下回つており、国を上回つている要因の一つである国

(国土交通省)との人事交流についても見直しを検討している。

・対国尿公務員との比較指数が2.8ポイント高くなつた理自と
しては、国家公務員全体に比べて事務所が大都市にあり、
地域手当が高い地域 (3級地)に在職する職員であることが
考えられる。
・対国家公務員比較指数 (地域別)で2.2ポイント高くなつて
いる要因も、平成19年度は、全国の3級地の過半数の都市
で支給率が8.5%以下となつているところ、当機構は12%の
支給率としていることが考えられる(平成15年度に都心部等
から東京都小平市に移転し、当時支給率10%の官署指定を
受けていたことにより、同地区で他に官署指定を受けていた
機関及び同級地同支給率の他の都市の経過措置と均衡を
図つた結果)。

・当機構には2級地以上の地域からの人事交流者が多数お
り、国家公務員の異動保障受給比率の2倍以上であること
や、大学卒以上の高学歴の職員が多いことも対国家公務員
指数を引き上げる要因と考えられる。

・平成18年度にラスパイレス指数が103.9%と上回うたことについては、郡
心部から東京都小平市 (3級地)への移転保障によるものであることを確認
し、今後解消に向けて進んでいくものであり、特段、問題はないと思われる。

・算定対象人数は10名 と少数であり、職貢や個別の理由に
より給与水準が高い者が少人数でも居ると対国家公務員指
数に与える影響が大きい。56歳～59歳の高年齢階層の算定
対象者は管理職手当区分 I種、単身赴任手当受給者であ
り、対国家公務員指数を押し上げている。

・給与については、研究所職員個々の給与等は国家公務員と同等の給与体
系を採用するなど、給与水準の適正化に取り組んでおり、人件費の削減を実

行している。研究所の給与水準は対国家公務員指数 (研究職)が 107.1であ
るが、数少ない研究者で世界最高レベルの研究を目指し、博士号取得を奨

励し、その結果博士号を取得している研究者が多いこと等によるものと思わ

れ、高水準の研究を維持するためにはやむを得ないものと考えられる。
以上のことから、「人事」に関する中期目標の達成に向けて着実な実施状況
にあると認められる。

1 l つてレ

2※は、平成18年度意見で給与水準に係る指摘をした法人であることを表す。

3財政支出・累積欠損欄においては、国の財政支出額が100億自以上又は支出予算の総額に占める国の財政支出割合が

50%以上の法人について「財」と記載している。また、累積欠損のある法人については「累」と記載している。

4国家公務員と比べて給与水準が高い理由についての法人の説明(概要)は、各法人の平成19年度の役員の報酬等及び

職員の給与の水準に関する情報の公表を基に概要を記載している。 ・
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表2総人件費改革に関する評価の状況

(1

※

人 人

主務省 法 人 名

達成度合いを測る
基準額 (a)

(平成17年度実績)

(千円)

平成19年度
実績(b)

(手円 )

(b)― (a) 増減率
増減率
(補正値)

厚生労働省 医薬品医療機器総合機構 545,454 609.545 64,091

文部科学省 枚射線医学総合研究所 3,699,484 3,860.629 161,145 3.7

厚生労働省 医薬基盤研究所 653,499 673,992 20,493

“

厚生労働省 国立病院機構 304,525,998 312,968,784 8,442,786 21

-33-



指摘項目
法人の具体的な削減計画 (上段)

総人件費改革についての評価の状況
総人件費改革についての法人の説明の概要 (下段 )

rttlFa室籍報告彗ヽ

2-ア

。一般管理費及び事業費で日標を上回る実績を出すなど、
削減計画、数値目標を達成しており、最終的に損益状況^
プラスのエフェクトを与えている。しかし、日標は達成してい

るが、節減が十分だとはいえず、人件費の肖1減について
は、経営努力よりも新入社員が増えたことも要因としてあ
る。

・新給与制度の導入等により、平成19年度における人件

費については、約3.3%の削減 (対平成17年度一人当
たり人件費)が図られた。

2-イ

。年度評価を達成するために臨時的に増員し、人件費は増
加しているが、中期目標期間全体で削減目標を立ててお

り、その日標に向かつて実行中である。
。平成19年度の人件費 (肖1減対象)は 中期計画の研究
目標等を達成するため職員採用を進めたこと及び分子イ
メージング研究センターの立ち上げがあったことから前年
度から68百万円増加し、3860百 万円となつた。
。今後は、定年退職者の不補充及び任期制フルタイム

勤務職員の計画減により、平成22年度において平成17

年度比5%減を達成する計画である。

2-イ

・総人件費について、総人件費改革の対象となる人件費の

実績は、基準とすべき平成17年度実績を3.1%上 回つてお
り、中期計画で定める削減率 (4年で4%)の達成に向け
て、更に一層努力する必要がある。

・総人件費改革の対象となる平成19年度の人件費 (退Ira

手当及び福利厚生費 (法定福利費及び法定外福利費)

を除く。)の実績 (19年度決算額 :673,992千 円)は、前年
度の実績 (18年度決算額 :685,489千円)と比べて17%減
少した。
「当研究所は、平成17年度に新たに設立された法人で

あり、国立試験研究機関から研究員を引き継ぐだけでな
く、17年 3月 に中期目標で示された目標を達成するため、
設立後に新たなプロジェクトを順次立ち上げ、研究員の

新規採用を進めるものとされていた。このため、平成17年
4月 には、国立医薬品食品衛生研究所等からの移行職
員を中心とした79人でスタートし、設立後に製薬企業等
関係者からの意見を踏まえながら研究テーマの設定を
行つた上で、公募の実施、外部専門家を含めた公正な選

考等を行い、17年度内に2つのプロジェクトを新たに立ち
上げ、それに伴つて年度の途中に研究員を採用した。
。しかし、17年度においてすべてのプロジェクトの立ち上
げを完了したわけではないため、平成17年度末の人員
は84人 にとどまり、中期目標における計画数 (95人 )には
達しなかつた。そのため、平成 17年度の人件費の執行額
は、本来の予定より大幅に少ない額となった。

2-イ

・総人件費改革等による人件費抑制の観点も重要である
が、人員配置の必要性という点では、国立病院機構には、
安全で質の高い医療の確実な提供と国の医療政策への貢
献という課せられた使命があり、その遂行のためには、医
師、看護師をはじめとした有能な人材の確保と育成は欠く
ことができないものである。医療現場における過酷な労働
実態の緩和や急性期医療における安全・質の向上が一層
求められる中、今後とも、安定した経営基盤のもとに適切な
医療の提供が行えるよう、業務運営体制の効率化に努めた
上で、土台となる人材の確保、育成に努めてもらいたい。

・技能職の退職後不補充並びに非常動職員への切替及
びアウトソーシング化、非効率となつている病棟の整理・

集約等により収益に見合つた職員配置とした。(人件費の
削減額約▲5,677百 万円)一方で、心神喪失者等医療観
察法に基づく専門病棟の運営及び障害者自立支援法に
基づく筋ジス病棟等における療養介護事業等国の制度
の創設や改正に伴う必要な職員配置を引き続き行つた。
また、医療機関であることから医療サービスの低下を招か
ないように体職者等 (看護師)の代替要員の確保及び診
療報酬施設基準の維持・取得について実質配置による
必要な職員配置を行つた。(政策的人件費の増加額約
10,547百 万円)さらに、平成19年度における給与改定分
として約21億円の増があり、常勤職員の人件費は前年度
と比較して約70億の増となつている。

平成18年度平成19年度
人件費305,957百万円(H18)→ 312,968百 万円(H19)
(7,011百 万円)平成19年度給与改定分を除くと310,827
百万円(4,877百 万円)



※

※

主務省 法 人 名

達成度合いを測る
基準額(a)

(平成17年度実績)

(千円)

平成19年度
実績(b)

(千円 )

(b)(a) 増減率
増減率
(補正値)

厚生労働省 労働者健康福祉機構 101,685,384 !03,947,108 2,261,724

農林水産省 水産総合研究センター 7,729,554 7,813,435 83,881 0.4

国土交通省 交通安全環境研究所 828,351 834.410 6,05C ∝

文部科学省 コ立美術館 1,016,475 1,023,416 6,941 Q0

総務省 平和祈念事業特別基金 196,690 197,891 1,201 ▲ 0.1



指摘項目
法人の具体的な削減計画 (上段)

総人件費改革についての評価の状況
総人件費改革についての法人の説明の概要 (下段 )

(業務実績報告書 )

2-イ

・全項目の中期計画の達成に向けた取組みが進んでいる
ものと言える。。人件費Hll減のため、人員数については、労災病院の事

務職・技能業務職を中心にアウトソーシングによる人員肖1

減を行い、給与についても、
①平成18年度に実施した給与削減措置の継続
②人事院勧告における給与引上げ改定 (俸給、期末勤
勉手当等の引上)の未実施
を行つており、平成22年度において、医療の質。安全の

確保に配慮を行いつつ、「5%に相当する額以上を減少
させることを基本として」という行革推進法の趣旨が達成
できるよう努めた。
また、給与制度については、平成19年 6月 期から勤勉手
当に施設別の業務実績を反映させた。

2-イ

。人件費または人員の削減については中期目標期間の終
了する平成22年度までに達成として計画的に対応してお
り(経過を見守りたいぅ
。人件費について、平成22年度に平成17年度人件費から
5%以 上の確実な削減に向けた取組が求められているとこ
ろである。平成18年度0.8%減したものの、平成19年度は再
び増加に転じた。5年の間の実行ということであり、平成19

年度が職員構成などの関連で増加に転じたことを考慮して
も、人件費は短期間で大幅に削減ができるものではないこ
とを配慮し、今後3年間にどのような推移で5%を達成する
のか計画を立てた上で確実な実行を求める。

。人件費についてはl行政改革の重要方針」を踏まえ、業
務及び組織の合理化、効率fヒを推進することにより、最
終年度となる平成22年度に平成17年度人件費から5%以
上の確実な削減に向けて計画的に取り組んでいるが、平
成19年度については、国家公務員の給与構造改革に準
じた給与改定を行つた結果、事業所の所在する地域、職
員の職種構成等の事由により、平成18年度実績を上
回つたが、平成20年度以降は定年退職者に対する新規
採用抑制により確実な削減を達成する予定である。

2-ア

。退職手当などを除いた削減対象人件費について、着実に
削減が進んでいる。」(業務実績報告書においては、左記
基準値及び実績は明ら力■こされていないぅ)

中期目標の最終事業年度において、平成17年度の人件
費に平成18年度のリコールに係る技術的検証業務に係
る人件費を加えた額に比べ5%以上削減すべく、確実に
実施していくこととするとともに、国家公務員の給与構造
改革を踏まえた給与体系の見直しを行つた。

2-イ

。人件費の削減への取り組みについては、厳しい状況下に

おいて、工夫して努めているものと認められる。(人件費決算)

。決算額 1,023,416千 円(対平成18年度比較 100.7%)。

人件費は常勤職員を対象とし,退職金,福利厚生費を含
まない。
・決算額は,新俸給表への切替及び地域手当新設によ
る増減の影響を含む。

(特記事項)

人事院勧告の反映による地域手当の増額の要素が発生
したが,人事異動に伴う採用者の若年化など人件費の削
減を図り,平成18年度に比してほぼ同額に抑制すること
ができた。

2-ア

・平成17事業午反に対し今期最終事業午反である19事栗
年度までに2%以上削減する目標に対し1.6%の減 (人勧
分除く)となつている。(略)仮に17年度に欠員が生じていな
かつた場合は、17年度の人件費が199百万円になつて、19

年度の対17年度比では2.7%減となつている。
。今後、平成18事業年度から5年間で5%以上削減すると
いう計画目標を達成するとともに、給与水準をより適正化す
るため、国からの出向者の法人独自採用者への転換を進
めるなど、なお一層努力すべきである。

。人件費については、定員を1人肖1減したことにより平成
19年度は198百万円で、平成18年度の201百 万円と比較
して3百万円の減額、率にして1.5%の削減となつた。対
17年度比では0.6%増 (人事院勧告分を除くと1.6%減 )

で日標の2年度で2%減には至らなかつた。これは、基準
となる17年度に欠員が生じていたこと、職員の多数 (約8

割)を占める国からの人事交流者の異動に伴い、17年度
と比べ扶養手当、通勤手当、住居手当の額が増えたこと
が要因として考えられる。
なお、今後の中期計画目標の達成及び対国指数 (年齢)

について改善できるように、現在の出向者を基金独自採
用に転換する方向で関係省庁と調整を行うなどし給与水
準の適正化を図り、人件費の削減につとめていきたい。



主務省 法 人 名

達成度合いを測る
基準額la)

(平成17年度実績)

(千円)

平成19年度
実績(b)

(千円)

(b)― (a) 増減率
率
Ｄ

滅
正

増
補

経済産業省 原子力安全基盤機構 4,688,323 4,672.156 ▲ ▲ 0.3 ▲ 1.0

農林水産省 水産大学校 1,436,682 1,431,139 ▲ 5,54モ ▲ 0.4 ▲ 1.1

経済産業省 日本貿易振興機構 13,664,699 13,605,078 ▲ 59,621 ▲ 0.4 ▲ 1.1



指摘項目
法人の具体的な肖1減計画 (上段 )

総人件費改革についての評価の状況
総 人件 費 改 革 についての法 人 の説 明 の概 要 (下段 )

f圭迩 空籍 編 姜套 ヽ

2-ア

。当機構は、(中略)組織の立ち上げに当たつては、民間企
業等から原子力安全分野の優秀な高学歴の専門技術者を
印戦力として採用する必要があつたこと
。対国家公務員指数が若千高くなつているが、これは、当
機構では、高度な専門業務に対応できる優秀な専門技術
者を然るべき処遇で採用する必要があつたことなどである。
・給与水準は課せられたミッションにより定められるべきであ
り、(略)現在のレベルは妥当と考えられる。また、ほぼ妥当
と考えられる給与水準で運営されている組織について(略 )

本項目を重要な評価要素とすることには違和感がある。
・技術職に分類される職種の実態はきわめて専F号性が高
く、むしろ研究職として扱うほうが適切な場合が多いことをコ

メントしておく
・ハESの業務はきわめて専門性が高いものであり、給与水
準が高いことはむしろ当然である。

・総人件費については、簡素で効率的な政府を実現する
ための行政改革の推進に関する法律 (平成18年法律第
47号)等に基づき、5年間で5%以上を基本とする削減
(平成19年度予算における人件費を基準とし、23年度ま
での4年間で4%以上の削減)の着実な実施を図るととも
に、役職員の給与に関し国家公務員の給与構造改革を
踏まえた見直しを実施する。更に、「経済財政運営と構造
改革に関する基本方針2006」 (平成18年7月 7日 閣議決
定)に基づき、国家公務員の改革を踏まえ、人件費改革
を平成23年度まで継続する。

2-イ

。人件費については、5年間で5%の削減とのことであるか、
平成18,19年 度は共に1%に満たないことから今後の更なる
努力を期待する。
。人件費または人員の削減については中期目標期間5年匿
5%以上の人件費削減を進めており、人事面も含め今後の

努力を期待する。

・平成19年度については、給与制度の見直し等により人
件費が増大したが、平成20年度以降は、定年退職者に
対する新規採用抑制により5%以上の肖1減を確実に達成
する予定である。

2-イ

・総人件費についてもジェトロの特殊性を勘案すれば目粽
を上回る成果を達成。
。人件費も着実に低下させている。

・17年度から給与構造改革に看手し、18年度から現給保
障なしで職員の給与水準を5.35%引き下げたほか (役員
は7.5%引 下げ)、 21年度まで定期昇給を圧縮するなど、
国家公務員の給与構造改革の内容を上回る引下げ
・役員報酬のうち、理事長の業績給の額は評価委員会の
結果を反映、その他の役員の業績給の額は評価委員会
の評価結果及び役員としての業務に対する貢献度等を
総合的に勘案し、理事長が決定 (監事はBに固定)

・職員給与については、業務実績を考慮し、社会一般の
情勢に適合したものとなるよう定め、また人事評価制度を
導入し、評価結果を賞与及び昇給に反映
。上記の取組の効果として、役職員の人件費が約2.8億

円減少
・海外現地採用者関連支出は現地の物価変動等により
約2.2億 円増加したため、役職員給与と総合して、約0.6

億円の減
。人事院勧告を踏まえた給与改定のほか、外務公務員の
海外給与改定を踏まえた改定、現地採用職員給与の物
価変動等を踏まえた改定、為替変動等の人件費削減に
おけるジェトロの特殊性を考慮した実績は、17年度に比
べ、約7.8億 円の減



※

主務省 法 人 名

達成度合いを測る
基準額la)

(平成17年度実績)

(千円)

平成19年度
実績(b)

(千円)

6)― (a) 増減率 増減率
(補正値)

文部科学省 メディア教育開発センター 772,489 767.502 ▲ 4,987 ▲ 0.( ▲ 1.3

農林水産省 保林総合研究所 6,272,070 6,224,284 ▲ 47,786 ▲ 0.8 ▲ 1.5

外務省 国際交流基金 2,221,219 2.201,146 ▲ 20,073 ▲ 0.C ▲ 1.G

厚生労働省 労働安全衛生総合研究所 1,053,105 1,043,773 ▲ 9,332 ▲ 0.C ▲ 1.6



指摘項目
法人の具体的な削減計画 (上段)

総人件費改革についての評価の状況
総人件費改革についての法人の説明の概要 (下段 )

催 落室繕揺告窯ヽ

2-イ

。人事の道上 1この状況
(評 定)A
法人の整理合理化計画を意識した人事と組織改変が行わ

オtている。
人員削減の努力をしていることは認めるが、一層の削減合

理化が必要ではないか。職員の能力向上の諸施策の努力

は認めら力tる。
。人件費の節減。人件費節減計画の策定

[評定:A]

(理 由)

。人件費について平成17年度に比べて△13%とした。

平成17年度を基準年とした人件費削減計画を実行する
ため、年度途中の人事交流においても人員肖1減を図るこ

ととし、関係機関と協議を行つた結果、平成19年 10月 1

日には、1法人へ専門職員2名 を転出、同年11月 1日

には、1法人へ課長補佐1名を転出、翌年1月 1日 に

は、1法人へ1部長を転出させ、いずれも後任を不補充と

した。
また、独立行政法人整理合理化計画を踏まえ、一層の

人員規模の縮小に着手することとし、関係機関との協議
を行うことにより、平成20年度当初に大幅な人員削減を
行つた。

(自 己評価)

早期の人事計画策定を行い、関係機関と積極的な協議
を行つた結果、人件費削減計画、独立行政法人整理合
理化計画を踏まえた人員肖1減を実施しつつ、業務の複
雑化、高度化に対応した事業遂行に最低限必要な人材
を確保できたと考えている。

「行政改革の重要方針」に基づき、また、センター中期計
画における削減計画を実施するため、組織の見直し、業
務の簡素化・効率化等により平成22年度までに5名 の人
員削減を行うこととし、19年度当初における常勤職員数
を18年度当初と比較して1名減とし、さらに、年度途中に
おける異動者5名 のうち4名 については不補充とした
さらに、H21年 4月 の放送大学学園との統合に備え、19年
度から20年度は組織体制の大幅な合理化を実施するこ

ととし、各人事交流機関と協議の上、20年度当初に19年

度当初より17名減員した。

2-イ

・業務内容や業務状況に即した要員配置に努めるなど、適
切な要員管理を行つた。人件費の削減に向けた取組状況については、退1段等に

よる人員の減のほか、職員の新規採用を行わなかつたた
め、人員数については29名 の減となつたが、人件費つい
ては、国家公務員の給与構造改革を踏まえた人事院勧
告に基づく平成18度及び平成19年度の一般職の職員
の給与に関する法律及び関係人事院規則の改正 (若年
層の俸給月額の引き上げ、扶養手当の支給月額の引き
上げ、地域手当の支給割合の改定、勤勉手当の支給割
合改定、広域異動手当の新設、俸給の特別調整額の定
額化)に準じて賃金の改正を行つたため、対前年度と比
し、20,527千 円の増額となり、人件費削減率 (補正値)に
ついては、基準年度 (平成17年度)から1.5%の減となつ
た。

2-イ

。人件費については、ラスパイレス指数が低下したが、給与
水準に関しては国民の理解が得られるような説明が重要で

ある。平成20年度以降、引き続きラスパイレス指数に注意し
つつ、定められた中期的な人件費削減目標に向かつて着
実に削減を進める必要がある。

・半成17年度から6年 60/O削減の対象となる人件費(国

内。在外全職員の人件費。法定福利費、退職費は除く)

については、対18年度比0.1%の削減にとどまつた。しか
しながら、20年度は新給与制度運用の効果、職員の新陳
代謝等により、対19年度比で2.1%(▲ 46.560千 円)の削
減を見込んでおり、6年間で6%の削減に向けて人件費
管理を継続していく。

2-イ

,なお、人件費の削減目標の基準である給与、報酬等支給

総額については、平成17年度実績から1.6%の削減 (中

期目標は5年間で5%)にとどまつており、さらなる効率化が

必要である。

記 薫 な し



主務省 法 人 名

達成反合いを測る
基準額la)

(平成17年度実績)

(千円)

平成19年度
実績(b)

(千円)

(b)(a) 増減率
増減率
(補正D

外務省 国際協力機構 13,433,009 13,290,467 ▲ 142,542 ▲ 1.1 ▲ 1.3

文部科学省 教員研修センター 416,19嘔 410999 ▲ 5,200 ▲ 1 ▲ 1.9



指摘項目
法人の具体的な削減計画 (上段)

総人件費改革についての評価の状況
総 人件 費 改 革 につ い ての法 人 の説 明 の概 要 (下段 ,

r当蓋 生結 鞠 告套、

人件費削減計画 (対平成17年度実績比)は以下のと
おりっ

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
△0.7%△ 1.5%△2.6%△3.8%△ 5.0%

。人件費については、19年度で定めた日標値を上回る肖J凛

(1.8%)を 達成したっ

19年度の人件費は、引き続き新人事・給与制度の定
着及び早期退職の勧奨を図つたこと等から、支出実
績 (削減対象人件費総額)は 13,197百 万円となり、
19年度計画における削減目標 (対 17年度実績比
1.5%減)を 上回る削減 (1.8%減 )を達成 した (17

年度支出実績比236百 万円減)。

平成 22年度人件費について、対平成 17年度人件
費 5%以上の削減を図ることとしている。このこと
を踏まえ、各年度の削減目標については、中期計画
では運営費交付金の算定上の仮定として各年度の削
減率を示した上で、具体的には予算編成過程での財
務省との協議を踏まえ、年度計画で定めている。
平成 18年度 対前年度削減率 0.8%
平成 19年度   ″  1.0756%
平成 20年度    〃  1. 6666%
平成 21年度   〃  1.6666%(予 定)

平成 22年度   ″  1.6666%(予 定)

・グループ制の導入、配置見直し(人員削減をしながらの2

名の主任指導主事増員)、 新たな人事交流機関の拡大等
により、質の高い人材の確保と体制強化を図りながら、人員
の抑制と人件費の削減目標を達成していることは評価でき
る。

。人件費削減の状況
平成19年度削減目標 (対前年度予算額1.0756%以上)に
対し、2.61%の 削減を達成した。
なお、平成19年度の人件費決算額は、平成17年度決算
額に対しても、約700万 円(1.67%)の 削減となっている。

(注)1増減率 (補正値)が▲2.0%を上回つている法人について記載。
2※は、平成18年度意見で総人件費に係る指摘をした法人であることを表す。

達成度合いを測る基準額 (平成17年度実績)、 平成19年度実績、増減率及び同 (補正値)は、「独立行政法人の役職員の給

与水準 (平成19年度)」 (平成20年 7月 24日 総務省行政管理局取りまとめ)による。
3各法人は:中 期目標・中期計画に定められた人件費の削減又は人員の純減を図ることとなるが、本表(a)欄 に示した金額又

は人数は、その取組の結果を実績に基づいて測定し、日標達成め進捗 (ちょく)状況、達成度合いを判断する際の基準とな

るものである。

4削減の対象となる人件費の範囲は、常勤の役員及び職員に支給される報酬、給与、賞与、その他の手当の合計額である。

5削減の対象となる人員の範囲は、常勤の役員及び職員である。
6増減率 (補正値)とは、「行政改革の重要方針」(平成 17年 12月 24日 閣議決定)により、削減対象の人件費から控除すること

とされている人事院勧告を踏まえた給与改定分を除いて算出した削減率である。なお、人事院勧告を踏まえた給与改定分

は、行政職 (― )職員の年間平均給与の増減率を使用し、平成18年度は0%、 平成19年度は+0.7%となっている。

7*は平成19年 4月 1日 に統合により設立された法人であり、統合前法人の人件費の合計額を計上している。

8☆は、競争的研究資金により任期付職員を雇用している法人であることを示す。競争的研究資金については、公募により

交付先が決定され、あらかじめ人件費を見込むことができない。このため、同資金による人件費については削減対象とさ

れていない。
9医薬品医療機器総合機構については、本表では、平成17年度の非審査人員に係る実績額 (総人件費から審査経理区

分の人件費を除いた額をいう。以下同L)を基準額として、非審査人員に係る実績額を記載しているが、平成18年 12月 25日 ,

総合科学技術会議意見具申において、医薬品審査の迅速化・効率化のため、機構の審査人員について3年間でおおむね

倍増とされたことを踏まえ、同機構の中期計画においては、常勤職員について21年度までに582人まで増員することとしており

、21年度における人件費の実績額の確定後において、基準額の補正を行うこととしている。
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基準人員 (a)

(平成17年度実績)

(人 )

平成19年度
実績 (b)

(人 )

年金。健康保険福祉施設整理機

国立公文書館

国土交通省



指摘項 目
法人の具体的な削減計画 (上段 )

総人件費改革についての評価の状況
総人件費改革についての法人の説明の概要 (下

勢ヽ

2-ア

記 載 な し

平成20年3月 31日 現在の職員数
総務部 9名

企画部12名 (う ち専門職10名 )

施設部10名 (全員専門職)

業務推進部3名 (全員専F電 職)

管理部 4名 計38名 (平成18年度末35名 )

(参考 :総人件費改革における当機構の基準人員数 (定

員)は、41名 である。)

稔 人 1午 質 収 旱 の 具 俸 円 鶴 ll願冨ilElほ以 卜の とお り。

年度  17 18  19 20  21 22
ン`多亀現女 44   44   44   44   43   41
実績   44   44    44

・総人件費改革を踏まえた常勤職員数の削減については、
計画的な削減が予定されている。

1行政改革の重要方針」(平成17年 12月 24日 閣議決
定)を踏まえ、平成18年度以降の5年間で平成17年度
末に対して5%以上の人員削減を行うこととし、今中期
目標期間 (平成21年度末まで)中 に1名 、平成22年度末
までに2名 の計3名の定員削減を行うこととしている。
また、役職員の給与に関し、国家公務員の給与構造

改革を踏まえた見直しに取り組んでいる̂
平成19年 6月 に第二期中期計画における年度毎の削
減計画 (要員再配置計画)を決定。その内容と実績は以
下のとおり。
年度 17 18  19 20  21 22
百十口野 876  870  872  870  855  832

'そ

綺霞 876  870  870  -     ―     ―

。人員削減等を行うため、事務所等毎の要因の配置計画を
6月 に策定している。また、(略)国家公務員の給与水準に
照らし適切なものとなつており、着実な実施状況にあると認
められる。

業務連営の効率化等を踏まえ、平成22年度末までに
38名 の職員を削減するため、要員の配置計画を策定し
た。(略)次年度以降については、策定した配置計画に
沿つて滞りなく人員の削減及び再配置を実施していくこ
ととしており、今後中期目標等の目標を着実に達成する
と見込む。

l 増減率 (補正値 )が▲2.0%を 上回っている法 人について記載 ^

2※は、平成18年度意見で給与水準に係る指摘をした法人であることを表す。達成度合いを測る基準人員 (平成17年度

実績 )、 平成19年度実績及び増減率は、「独立行政法人の役職員の給与水準 (平成 19年度)」 (平成20年 7月 24日 総務省

行政管理局取りまとめ)による。

3各法人は、中期目標。中期計画に定められた人件費の削減又は人員の純減を図ることとなるが、本表0欄に示した金額

又は人数は、その取組の結果を実績に基づいて測定し、日標達成の進捗 (ちょく)状況、達成度合いを判断する際の基準

と人数は、その取組の結果を実績に基づいて測定し、日標達成の進捗状況、達成度合いを判断する際の基準となる

ものである。

4削減の対象となる人件費の範囲は、常勤の役員及び職員に支給される報酬、給与、_賞与、その他の手当の合計額

である。
5削減の対象となる人員の範囲は、常勤の役員及び職員である。
6増減率 (補正値)とは、「行政改革の重要方針」(平成17年 12月 24日 閣議決定)により、削減対象の人件費から控除する

こととされている人事院勧告を踏まえた給与改定分を除いて算出した削減率である。なお、人事院勧告を踏まえた給与改

定分は、行政職 (一 )職員の年間平均給与の増減率を使用し、平成18年度は0%、 平成19年度は+0.7%となつている。
7△は平成17年度途中に設立された法人である。基準額は設立から平成17年度末までの支給実績を基に推計している。
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(参考)給与水準及び総人件費改革等に関する政府方針等

○簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進 に関する法律 (平成 18年 法律第 47号 )

(独立行政法人等における人件費の削減 )

第五十二条 独立行政法人等 (独 立行政法人 (政令で定める法人を除 く。)及び国立大学法人等をい う。
次項において同 じ。)は、その役員及び職員に係 る人件費の総額について、平成十八年度以降の五年間

件費の削減に取 り組まなければな らない。

2 独立行政法人等を所管す る大臣は、独立行政法人等による前項の規定による人件費の削減の取組の

状況について、独立行政法人通則法 (国 立大学法人等にあっては、国立大学法人法)の 定めるところ
により、的確な把握を行 うものとする。

○行政改革の重要方針 (平成 17年 12月 24日 閣議決定 )

4 総人件費改革の実行計画等

(1)総人件費改革の実行計画

ウ その他の公的部門の見直 し

① 独立行政法人及び国立大学法人法に基づ く法人

(ア)主 務大臣は、国家公務員の定員の純減 目標 (今 後 5年間で 5%以上の純減)及び給与構造改
革を踏まえ、独立行政法人及び国立大学法人法に基づ く法人について、各法人ごとに、国家公
務員に準 じた人件費削減の取組を行 うことを中期 目標において示す こととす る。

“L
職員の給与に関し、国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直しに取 り組むものとする。  ~

各法人の長は、これらの取組を含む中期計画をできる限り早期に策定し、主務大臣は、中期
計画における削減 目標の設定状況や事後評価等を通 じた削減の進捗状況等を的確に把握するも
のとする。

(注)今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分を除く。
(ウ)上 記の (イ )の 取組を踏まえ運営費交付金等を抑制する。
0
組状況や国家公務員の水準を上回る法人の給与水準の適切性等に関し厳格な事後評価を実施す
ゑ とともに、総務省の政策評価 。独立行政法人評価委員会においても 2次評価を行 うこととし、
これらの結果を公表する。

○独立行政法人整理合理化計画 (平成 19年 12月 24日 閣議決定)

Ⅲ.独立行政法人の見直しに関し講ずべき横断的措置
1.独立行政法人の効率化に関する措置
(4)給与水準の適正化等

① 独立行政法人の役員の報酬及び職員の給与等について、独立行政法人が公的主体と位置付
けられることや財政支出を受けていることも踏まえ、以下の点について対応する。
ア 各独立行政法人は、人件費総額についてェ_行政改革推進法の規定に沿つて着実に削減に

取り組むこと。
イ 主務大臣は、国家公務員と比べて給与水準の高い法人に対 して、その水準が高い理由及

に理解が得られる水準とするよう要請予
ウ 主務大臣は、国の財政支出規模の大き立≧塗人及び累積欠損のある法人に対 して、給与水

られないものについては、水準そのものの見直し等適切に対応するよう要請すること。
工 主務大臣は、各独立行政法人に対 して、独立行政法人の長の報酬を各府省事務次官の給

与の範囲内とするよう要請すること。
オ 各独立行政法人の長を除く理事及び監事等の報酬について、個人情報保護にも留意 しつ
つ、法人の長と同様に、個別の額を公表すること。

② 各独立行政法人は、能力・実績主義の活用により、役員の報酬及び職員の給与等にその業
績及び勤務成績等を一層反映させる。特に、役員については、当該役員の各期の業績が適切
に報酬額に反映されることが必要である。

③ 給与水準に関して、十分国民の理解が得られる説明がなされているか等の観点から、監事
による監査、評価委員会による事後評価において、それぞれ厳格にチェックする。
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独立行政法人の評価及び業務運営等について参考となる事例

①分かりやすい評価に向けて積極的に取り組んでいる評価委員会の例

評価委員会名 要概の組取

経済産業省独立行

政法人評価委員会

経済産業省独立行政法人評価委員会では、法人横断的な評価

項目として、従来の契約形態の適正性及び役員の給与水準の適

Ij性に加え、平成 19年度評価においては、助蛙2行政法人の中

期目標期間終了時の見直し及び業務実績評価に関する当面の取

組方針」(平成 19年 7月 11日 政策評価 。独立行政法人評価委員

全塗庄L生墜主主主契絶に関する情報公開の適切性、資産の有

盤 用 欠損金、剰余金の適正化及びリスク管理債権の滴T化

をカロえており、これらの事項については同委員会所属の全分科

会・部会において、当該年度における実績の把握及びその評価

が行われている。

また、同委員会は総合評価を行 うに際し、各評価項目 (①業

務運営の効率他②国民に対して提供するサービスその他の業務

の質の向上C財務内容の改善④その他業務運営に関する期

に評価比率を配分し、各評点を合算して総合評価を算出してい

る。評価比率については昼分科会・部会により異なっていたが

し、2.全法人一律で①
"%②

50～60%③

20%④ O～10%の評価比率に変更している。これにより、経済

産業宣亜萱塗△の絵全評価に関する考え方が統一され、法人間

の評価の比較が行いやすくなるなど、分かりやすい評価のため

の取組がなされるとともに、業務運営の効率化と財務内容の改

善の事項を各 20%で固定することにより、運営費交付金等、国

費支出の削減のためのインセンティブを働かせるための工夫が

行われている。



②業務運営等の改善に積極的に取り組んでいる独立行政法人の例

法人名 要概の組取

独立行政法人国立

文化財機構、独立行

政法人国立美術館

(文部科学省所管)

上野地区に所在する独立行政法人国立文化財機構の東京国立

博物館及び東京文化財研究所、独立行政法人国立美術館の国立

西洋美術館、国立大学法人東京芸術大学の4施設においては、

事務の効率化・合理化を図るため、平成 18年度から、連携して

コピー用紙等の共同調達をしており、19年度には廃棄物処理業

務についても共同発注している。

この結果、これらの契約については、個々の施設で対応して

いたときに比べ、契約単価の低減及び契約手続に係る事務量の

軽減が図られ、経費・業務の効率化に寄与するものとなってい

る。

独立行政法人海上

技術安全研究所

(国土交通省所管)

本法人は、整理合理化計画において、処分等を行うこととし

ている実物資産はないが、保有資産の見直しに際し、減損会計

の墓型週巳生王主旦生重2壁麹墨丞上五施設。錨 の動

状況の調査を活用して、減損会計の対象となる資産だけではな

く、本法人が保有する主要な資産 (取得価格 500万円以■lに

ついて、使用状況、稼働 日数、今後の使用の予定等について 1

件毎に見直しを行つている。なお、19年度の調査結果では減損

を認識した資産はなかった

また、減損会計の対象とならない実験機器の中に19年度の使

用日数が10日 未満のものが6件あることが判明した これらに

ついては、いずれも特定の実験でしか使用しない汎用性のない

ものであり、本法人で使用しない限り使用実績が現れにくいも

のであることから、外部への貸与は難しいものとの結論となっ

た また、20年度以降の研究において使用する可能性があるた

め廃棄処分等は行わず引き続き保有することとした



独立行政法人等の評価結果一覧 (平成19年度業務実績に対する評価)

(注)1独 立行政法人等の平成19年度の業務実績に対する府省評価委員会の詳定結果を取りまとめた。

2大項目そのものに評価がない場合、それに関連するより下位の項目に対して付された評定及びその個数を記載。
3総 合評価が記述式で詳定が存在日,い場合、「記述式のため省略Jと記載。

4評 価項 目がない等の場合には、「 」と記載 .

参考資料 1



独立行政法人整理合理化計画で評価委員会において取り組むこととされた事項の実施状況

参考資料 2

平成 20年 11月 26日 現在

準■ユ■行|‐ 1撃|||ム||1人‐整1澤 合 翠■1し 1計 画
施 況  (平成 19年度 )状実

1項■目| 内 容

入札及び契約の適正

な実施
(Ⅲ -1-(1)―④ )

・随意契約見直し計画の実施状況を含む入札及び契約

つ適正な実施について、監事及び会計監査人による監

奎、評価委員会による事後評価において、それぞれ厳

正にチェックする。 政策評価・独立行政法人評価委員会において引き続き取 りまとめ中

入札・契約、情報開示

(Ⅲ -2-(1)― O―力)

・随意契約の適正化を含めた入札・契約の状況、情報

明示の状況について、監事及び会計監査人による監査

で厳格にチェックするとともに、評価委員会において

事後評価を行う。

保有資産の見直し
(Ⅲ -1-(2)―④)

・保有資産の見直しの状況については、監事による監

査、評価委員会による事後評価において、それぞれ適

切にチェックする。

Э 7府省評価委員会 (注)は、平成 19年度の業務実績の評価の際に、独立行政法人整

理合理化計画 (以下「整理合理化計画」という。)で 19年 度中に見直すこととされて

いる実物資産の見直 し状況について評価を行つている。

(注)平成 19年度中に見直し対象となる実物資産を有する独立行政法人がない評価委

員会は総務省評価委員会、経済産業省評価委員会、環境省評価委員会、防衛省評価

委員会

給与水準の適正イヒ等
(Ⅲ -1-(4)―③)

・給与水準に関して、十分国民の理解が得られる説明

がなされているか等の観点から、監事による監査、評

価委員会による事後評価において、それぞれ厳格にチ

ェックする。

Э ll府省評価委員会は、平成 19年度の業務実績の評価の際に、給与水準に関する評

価を行つている。評価結果の記載内容をみると、国家公務員と比べて給与水準の高い

法人について、多くの法人の評価においてなお改善を要する点があると考えられる。

監事と連携して評価
(Ⅲ -2-(1)―④―オ)

・評価委員会は、監事による監査の状況を踏まえ、連
携 して評価に当たる。

Э ll府省評価委員会は、平成 19年度の業務実績の評価の際に監事から監事監査報告

書の提出を受けるなどして評価を行つている。

連結財務諸 表等 を把

握 し評価

(Ⅲ -2-(1)―⑥―イ)

・評価委員会は、関連法人を有する独立行政法人につ

いて、連結財務諸表、個別財務諸表等の情報を関連法

人に関するものをも含めて的確に把握 した上で評価

を実施する。

0 所管法人が関連法人を有する 10府 省評価委員会は、平成 19年度の業務実績の評価

の際に法人から財務諸表等を提出させて関連法人の情報を把握 した上で評価を行つて

いる。

(注)関連法人を有する独立行政法人がない評価委員会は防衛省評価委員会

国民の意見募集
(Ⅲ -2-(1)―⑥―工)

・評価委員会は、独立行政法人評価の際、業務・マネ
ジメント等に係る国民の意見募集を行い、その評価に

適切に反映させる。

Э 8府省評価委員会は、平成 19年度の業務実績の評価の際に主務省のホームページを

通 じて所管法人の業務・マネジメン トに係る国民の意見募集を行い評価の参考として

いる。

3府省評価委員会 (注)は、国民からの意見募集の方法等を検討中。

(注)内閣府評価委員会、外務省評価委員会、環境省評価委員会



歩

厚生労働省独立行政法人評価委員会

委 員 長  井 原  哲 夫 殿

平成 19年度における厚生労働省所管独立行政法人の業務の実績に

関する評価の結果 (契約の適正化に係るもの)について

当委員会は、平成 20年 8月 18日付けをもつて貴委員会から通知のあった

「厚生労働省の所管する独立行政法人の平成 19年度の業務実績の評価結果

について」等のうち契約の適正化に係る評価の結果に関して、男り紙のとおり

意見を取りまとめましたのでt通知します。

今後、貴委員会におかれては、本意見を活かし、国民の行政に対する信頼

回復のために、政府が契約事務の一層の適正化に取り組んでいる趣旨を十分

踏まえ、厳格かつ客観的な評価を行らていただくようお願いします。

独キ帆第∂′θ7θθ

政策評価・独立行政法人評価委員会

委 員 長  大 橋  洋

料 7-1

政 委 第 1号
平成 21年 1月 7日

画封詳戯:平 l]i018

圧]うこ11‖爾己
平]面蔵i雫日
蘭雫辰匹



別紙

平成 19年度における厚生労働省所管独立行政法人の業務の実績に関する評価

の結果 (契約の適正化に係るもの)について

1 契約の適正化に係る評価に関する政府の方針及び政策評価・独立行政法人

評価委員会の関心事項

独立行政法人が締結する契約については、競争性・透明性を高め、適正化

を一層推進する観点から、平成 19年 11月 に「随意契約の適正化の一層の推

進について」(公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議申合せ)において、

「各府省の独立行政法人評価委員会において、入札・契約に係る事務が適正

に執行されているかについて厳正に評価する」とされている。また、「独立行

政法人整理合理化計画」 (平成 19年 12月 24日 閣議決定。以下 「整理合理化

計画」という。)においては、「随意契約見直し計画 (注)の実施状況を含む入

札・契約の適正な実施について、監事及び会計監査人による監査、評価委員

会による事後評価において、それぞれ厳正にチェックする」とされている。

政策評価・独立行政法人評価委員会 (以下「当委員会」という。)と しては、

各法人及び各府省独立行政法人評価委員会 (以下「各府省評価委員会」とい

う。)が これらの厳正な評価やチェックなどの要請に応えるためには、独立行

政法人の長や監事、各府省評価委員会が契約の適正化に向けてそれぞれ取 り

組むべき内容を整理した上で、契約の適正化に取り組む必要があると考える。

このため、当委員会では、二次評価を行 う際の具体的な視点として、「入札・

契約の適正化に係る評価における関心事項」 (平成 20年 9月 5日 政策評価 。

独立行政法人評価委員会独立行政法人評価分科会随意契約等評価臨時検討チ

ーム。以下 「関心事項」という。参考資料 1参照)を取 りまとめ、各府省評

価委員会に通知した。関心事項においては、契約に係る規程類、体制の整備

状況、随意契約見直し計画の実施状況等に係る評価、また、個々の契約の合

規性等に係る監事等のチェックプロセスのフォローなどを示したところであ

る。

(注) 「随意契約見直し計画Jは、「独立行政法人整理合理化計画の策定に係る基本方針」(平成 19



年 8月 10日 閣議決定)において、一般競争入札等の導入、範囲拡大等を図るため、法人ごと

に作成することとされているもの。当該計画は、各法人のホームページにおいて公表 されてい

る。

2 厚生労働省所管独立行政法人における契約状況

平成 19年度における厚生労働省所管独立行政法人における契約の状況は、

別表のとおりである。

平成 19年度の厚生労働省所管独立行政法人全体における競争性のない随

意契約は、18年度と比較して、約 219.74億 円、2,540件減少し、契約全体に

占める競争性のない随意契約の割合も金額で 6ポイン ト、件数で 8ポイント

減少している。

また、厚生労働省所管独立行政法人全体における一般競争入札に占める 1

者以下応札の状況は、別表のとお り、3,457件 (39%)と なっており、各法

人の主たる事業類型ごとの状況については資料のとおりである。

3 平成 19年度における厚生労働省所管独立行政法人の業務の実績に関する

評価の結果 (契約の適正化に係るもの)についての意見

平成 19年度における厚生労働省所管 14法人 (国立健康・栄養研究所、労

働安全衛生総合研究所、勤労者退職金共済機構、高齢・障害者雇用支援機構、

福祉医療機構、国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、労働政策研究・研

修機構、雇用・能力開発機構、労働者健康福祉機構、国立病院機構、医薬品

医療機器総合機構、医薬基盤研究所、年金・健康保険福祉施設整理機構、年

金積立金管理運用)の業務の実績に関する契約の適正化に係る貴委員会の評

価の結果 (以下「評価結果」という。)について、以下のとおり、改善すべき

点がみられた。

なお、契約事務に係る執行体制の評価については、各法人の業務特性 (専

門性を有する試験 。研究法人等)、 契約事務量 (契約金額・件数等)及び職員

規模などを勘案した上で、当該体制が契約の適正実施確保の観点から有効に

機能しているかについて留意されたい。



契約に係る規程類に関する評価結果

契約方式、契約事務手続、公表事項等、契約に係る規程類の整備内容の

適切性について、厚生労働省所管 14法人のうち、 8法人については、評

価結果において、「随意契約の見直しについて、国と同様の基準となるよ

う所要の規程の整備を行つていることは評価できる」旨の言及などがなさ

れているが、6法人 (勤労者退職金共済機構、福祉医療機構、労働政策研

究・研修機構、国立病院機構、医薬品医療機器総合機構、医薬基盤研究所)

については、契約に係る規程類の整備内容の適切性について評価結果にお

いて言及されていない。

また、 2法人については、表 3-(1)の とお り、会計規程等において、

国の契約の基準と異なる規定が設けられているが、このような規定が設け

られていることの適切性について、評価結果において言及されていない状

況がみられた。

例えば、国の場合、随意契約によることができる具体的要件が定められ

ているが、独立行政法人の場合、随意契約要件として「前各号に掲げる場

合のほか、事業経営上特に必要があると認めたとき」と具体的に定められ

ていない条項 (い わゆる「包括的随契条項」)が規定されているものがあ

る。同条項は安易に適用された場合の弊害が大きいと考えられ、法人の業

務の特性等を踏まえてあらかじめ想定される随意契約にならざるを得な

いものについてはできる限り具体的に定めるべきであり、その規定の整備

内容の適切性について検証し、評価結果において明らかにする必要がある

と考えられる。

したがつて、貴委員会は、契約に係る規程類の整備内容の適切性を確保

する観点から、

① 契約に係る規程類の整備の有無及び規定内容を把握 した上で、これら

の規程類の整備内容の適切性についてより厳格に評価を行 うとともに、

評価結果において明らかにすべきである (勤労者退職金共済機構、福祉

医療機構、労働政策研究・研修機構、国立病院機構、医薬品医療機器総

合機構、医薬基盤研究所)。

② 今後の評価に当たって、国の契約の基準と異なる規定については、「独



立行政法人における契約の適正化について (依頼)」 (平成 20年 11月

14日 総務省行政管理局長事務連絡。参考資料 2参照)を も踏まえて評

価するとともに、評価結果において明らかにするよう留意されたい。

(注)1 独立行政法人の会計規程等に基づき、当委員会が作成した。

2 会計規程等において、国の契約の基準と異なる条項が設けられているが、評価結果において、

この条項を設けることの適切性について言及されていない法人について、本表に掲載しているし

3 ※を付した法人は、評価結果において、契約に係る規程類の整備内容の適切性について言及

されていない。

(2)随意契約見直 し計画の実施 口進 捗 状況等に関する評価結果

随意契約見直 し計画の実施・進捗状況等に関 して、厚生労働省所管 14

法人については、評価結果において、「随意契約比率については前年を下

回つたが、依然 としてその比率は高いと考えられるため、平成 19年 12月

に策定 した「随意契約見直 し計画」を速やかに実施するなど、見直 しを一

層促進することが望まれる」旨の言及などがなされている。

しか しながら、 4法人については、表 3-(2)の とお り当該法人におけ

表3-(1)国の契約の基準と異なる会計規程等の規定

独立行政法人名 会計規程等の規定

福祉医療機構※ 。「独立行政法人福祉医療機構会計施行細則」(平成 15年 10月

1日 )において、随意契約要件として「事業経営上特に必要が

あると認めたとき」と具体的に定められていない条項がある。

。「政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等の調

達手続を定める規程」(平成 15年 10月 1日 規程第25号 )におい

て、政府調達協定に係る案件 (予定価格1,700万円以下の調達

契約)の公告期間・媒体について定めがある以外は、公告期間 。

公告媒体について定めがない。

国立病院機構※ 。「独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則」 (平成 16年

4月 1日 細則第 6号)において、緊急の場合以外にも、一般競

争入札における公告期間について 10日 より短縮できるとして

いる。



る競争性のない随意契約の金額について平成 19年度実績が 18年度実績と

比較 して増加 しているにもかかわらず、この原因等の検証結果が、評価結

果において言及されていないとの状況がみられた。

したがって、今後の随意契約見直し計画の実施・進捗状況等に関する評

価に当たっては、随意契約の金額が増加 している原因等の検証結果につい

ても評価結果において明らかにするよう留意されたい。

表3-(2)平成 19年度の競争性のない随意契約の金額が 18年度実績の金

額と比較 して増加している独立行政法人の状況

(注)1 「平成 19年度における独立行政法人の契約状況について」(平成 20年 7月 4日 総務省行政管

理局)に基づき、当委員会が作成 した。

2 平成 19年度の競争性のない随意契約の金額が 18年度実績 と比較 して増加 しているが、評価

結果においてその検証結果が言及されていない法人について、本表に掲載 している。

3 金額の数値は、百万円未満を四捨五入 している。

(3)個々の契約の合規性等に関する評価結果

ア 関連法人に係る委託の妥当性に関する評価結果

【雇用 D能力開発機構】

0本 法人には、平成 19年度末現在で関連法人が 3法人あり、昨年度の

当委員会意見として、貴委員会に対し、「整理合理化計画Ⅲ-2-(1)

―②「関連法人等との人・資金の流れの在 り方」をも踏まえ、関連公益

法人に対する業務委託の妥当性について評価を行 うべきである」との指

法人名
金額

18年度→19年度 (+増分)

労働安全衛生総合研究所 1.98億 円→2.H億円

(+0.13億 円)

勤労者退職金共済機構 30.77億 円→34.67億円

(+3.90億 円)

医薬品医療機器総合機構 18.44億円→27.76億円

(+9.32億 円)

年金・健康保険福祉施設整理機構 4.09億円→4.56億円

(+0.47億 円)



摘を行つている。しかしながら、財団法人雇用振興協会と雇用促進住宅

の管理運営等について約 294.20億 円の業務委託契約がなされており、

当該発注額が関連法人における事業収入の大部分を占めているにもか

かわらず、評価結果において、関連法人への業務委託契約の妥当性につ

いて言及されていない。

今後の評価に当たつては、整理合理化計画において「雇用促進住宅の

管理運営に係る (財)雇用振興協会への委託業務については、随意契約

を改め、平成 20年度はブロック単位、平成 21年度以降は都道府県単位

ごとの競争性のある入札方式へ移行する」とされていることを踏まえ、

真に競争性が確保されているかという観点から厳格に評価すべきであ

る。

イ ー般競争入札における 1者応札率が高い法人に関する評価結果

【労働者健康福祉機構】

・ 本法人については、表 3-(3)及び資料のとお り、①平成 19年度にお

ける一般競争入札のうち応札者が 1者の件数が 2者以上の件数を超過

(1者応札率が 50%を超過)している、かつ、②本法人の 1者応札率

について本法人が該当する法人類型の平均の 1者応札率を超過してい

る。一般競争入札は契約の競争性 0透明性を高めるという意義を有する

ものであり、特に、1者応札率が高い法人については競争性・透明性の

確保の観点からの理由等の説明を踏まえた検証が必要であると考える

が、評価結果において言及されていない。

今後の個々の契約の合規性等に係る評価に当たって、一般競争入札に

おいて 1者応札率が高い法人については、法人の業務を勘案した上で、

一般競争入札において制限的な応札条件が設定されていないかなど、競

争性・透明性の確保の観点からより厳格な検証を行い、必要に応じ、改

善方策の検討などを促すとともに、その結果を評価結果において明らか

にすべきである。



表 3-(3)平成 19年度における一般競争入札における 1者以下の応札件数

(注)1 各独立行政法人の平成 19年度における随意契約見直 し計画のフォローアップに基づき、当

委員会が作成 した。

2 1者応札率とは、一般競争入札の うち、応札者が 1者である件数の割合をいう。

3 「該当する類型の平均 1者応札率」欄については、「独立行政法人整理合理化計画の策定に

係る基本方針」(平成 19年 8月 10日 閣議決定)における事務・事業等の類型 (公共事業執行

型、助成事業等執行型、資産債務型、研究開発型、特定事業執行型、政策金融型の 6類型)

に基づき、該当する類型の全法人の平均 1者応札率を記載 している。

4 ①平成 19年度における一般競争入札のうち応札者が 1者の件数が 2者以上の件数を超過

(1者応札率が 50%を超過)している、かつ、②本法人の 1者応札率について本法人が該当

する法人類型の平均の 1者応札率を超過 している法人の うち、評価結果において競争性・透

明性の確保の観点からの理由等の説明がなされていない法人について、本表に掲載 している。

等について

独立行政法人名 1者応札件数 2者以上の応

札件数

1者応札率 該当する類型の平均

1者応札率

労働者健康福祉機

構
1,089件 886イ牛 55.1%

資産債務型 :37.6%

特定事業執行型 :

38.6%



別表 厚生労働省所管独立行政法人における契約の状況

法人名

契約の状況 (上段 :件数、下段 :金額 (億円))
一般競争入札に
おける 1者応札
の割合(1者応
札件数 (%)/一
般競争入札件
数)

関連法人

平成 18年度 平成19年度 運
人
　
３

関
法
数
注

関連

法人と
の契

約があ

る法人

注4

競争性のあ

る契約

注 2

競争性のな
い随意契約

全契約の合
計

競争性のあ
る契約

競争性のな
い随意契約

全契約の合
計

国工健肝 宋養研究

所

7(3瓢 )

/20件
0

労働安全衛生総合研

究所

41(65%)

/63件
0

11.7( 5.9[

勤労者退職金共済機 6(14%)

/42件
0

構 30.77 36.5〔 34.67 44.lC

高齢 。障吾看雇用又

援機構

64(43%)

/148件
49 ○

102.24 119.3〔 21.54 93.72 115.2(

福祉医療機構
4(1幅 )

/40件
l

27.4〔 30.5( 24.3〔 30.2〔

国立重度知的障害者
総合施設のぞみの園

0(0%)

/0件
1 ○

2.27

労働政策研究 。研修
離構

8〔 14(20%)

/69件
0

10.5( 10.8嘔

雇用 。能力開発機構
1,081 6,29[ 7,37( 1,541 5,61C 7,151 563(40%)

/1,405件
3 ○

154.1 662.5C 816.6( 130.37 648.5〔 778.9(

労働者健康福祉機構
1,28〔 2,69〔 3,97( 2,057 1,56S 3,62( 1,089(55%)

/1975件
3 ○

307.71 782.0( 1,088.71 497.71 579.1 1,076.8〔

国立病院機構
6,68( 3,60〔 10.28( 6,092 3,14[ 9,231 1,881(33%)

/5,712件
0

1,513.4[ 536.0( 2,049.4〔 1,644.0〔 544.04 2.188.01

医薬品医療機器総合
機構

25(42%)

/59件
0

18.44 26.55 10.91 27.7( 38.61

医薬基盤研究所
43(48%)

/90件
8 ○

102.0厖 25.91 127.9〔 104.31 121.4(

平金 。健康保険福 FIL

庭設整理機構

7(11%)

/64件
0

19.72 24.2〔

年金積立金管理運用
1(14%)

/7件
0

0.4乏 11.5[ 14.8〔

合計
(厚生労働省 )

9,72(

(41%) (59%)

23,427

(100%)

68(

(49%)

67

(51%) (10幅 ) 3,745(39%)

/9,694件2,132.4乏

(49%)

2,209.35

(51%)

4,340.79

(100%)

2,469.1(

(55%)

1,989.61

(45%)

4,458.73

(10鰯)

合計
(独立行政法人全体)

36,618

(36%)

65,23[

(64%ヽ

101,853

(100%)

43,224

(46%)

50,791

(54%ヽ

94,021

(100%) 10,768(45%)

/24,168件11,523.8〔

(52鶴ヽ

10,484.1〔

イ4R%ヽ

22,007.93

(10096)

14,907.1〔

イ6o%ヽ

9,829.4〔

r40%ヽ

24,736.5(

r10概、

注 )
＜

１

　

　

２

３

　

４

５

「平成 19年度における独立行政法人の契約状況について」 (平成20年 7月 4日 総務省行政管理局)等
に基づき、当委員会が作成 した。なお、同資料では郵便貯金 。簡易生命保険管理機構は対象外となつて
いるため、合計 (独立行政法人全体)には、当該機構の数値は含まれていない。

競争性のある契約は、競争入札等、企画競争及び公募を示 している。
関連法人数は、平成 19年度における各法人の特定関連会社、関連会社及び関連公益法人の合計数を記

載 している。
各法人の平成 19年度の財務諸表を基に、関連法人との契約がある法人に 「〇」を記載 している。
計数は、それぞれ四捨五入 しているため、合計において一致 しない場合がある。



資料

独立行政法人の一般競争入札における 1者応札の状況

当委員会では、各府省評価委員会の契約の適正化に係る評価を検証するに当

たり、評価対象期間中に法人が行つた一般競争入札について、 1者応札になつ

た事案がある場合に、 1者応札が生じた原因等を考慮することなく、単に 1者

応札であるという結果のみをもつて指摘をするのは不十分又は公正を失するお

それがあると考えた。評価対象期間である平成 19年度は、真にやむを得ないも

のを除き競争性のない随意契約から競争性のある契約へ移行しようとする政府

全体の取組が本格的に始められた時期であり、いわば過渡期に当たる。そのた

め、法人の取組状況を個別に区分けしていけば、過去からの業務の継続の中で、

十分な方針転換がなされていないものも、方針は転換したがその運用が不十分

で必ずしも結果に結び付かなかったものもあるであろう。これ らは、評価と必

要な指摘を通 じて、政府の方針の徹底に導くべきものである。他方において、

業務又は契約の性質上不可避的に 1者応札になったもの、方針に沿つて適切に

運用されたにもかかわらず偶然に 1者応札となったものも存在 し得ることも否

定できない。 しかしながら、その区分けをする方法は、確立しているとは言い

難い。

そこで、当委員会は、取組初年である今回の二次評価においては、とりあえ

ずの簡便な区分けの試みとして、横断的にみて、「特に 1者応札となるものが多

い」と言える法人を次の方法により抽出することとした。

① まず、公表データにより1者応札率が 50%を超えている法人を抽出する。

なお、公表データとしては、各独立行政法人が平成 20年 7月 に公表した「平

成 19年度における随意契約見直し計画のフォローアップ」のデータとして

示されている一般競争入札における 1者応札件数を用いた。

② 次に、独立行政法人の主たる事業の 6類型 0ご とに平均の 1者応札率を

算出する。

③ ①で抽出された法人の うち、②で算出された平均 1者応札率を上回つて

いるものを抽出する。

④ ③に際し、主たる事業について、複数の類型に属するものは該当するす
べての類型の平均 1者応札率の中で最も高いものを上回る法人を抽出する。

③及び④で抽出された法人については、事業の性質に起因する傾向を勘案し

てもなお、それ以上に強い 1者応札を招く傾向が推認できることになる。すな

わち、「特に 1者応札になるものが多い」ということになる。評価する立場とし



ては、少なくともこのような法人については、原因を探 り、政府方針の徹底に

導 くべく、より厳格に評価す る必要があ り、また、 1者応札 とい う結果につい

てより明確な説明が求められ るとい うことになるわけである。 したがつて、そ

のような観点か ら評価が不足 していると考えられるものについては、意見の中

で個別に指摘することとした。

以上のよ うな抽出作業の結果を図示 したものを、以下に資料 として取 りまと

めた。これをみると、平均 1者応札率は、研究開発型では 60。 4%と 50%を 上回

つているが、他の類型においては 50%を下回つてお り、政策金融型では 50%を

かな り下回つている。 これ らが事業 と契約の相関を示 しているのか、今回看取

されただけのものなのか、仮に相関を示 しているとしてその意義をどうとらえ

るかは、もとより、直ちに結論が得 られ るものではなく、今後、個々の契約に

ついての評価等を得なが ら、分析する必要がある。

なお、 1者応札についてのあるべき評価の視点については、当委員会独立行

政法人評価分科会随意契約等評価臨時検討チームが平成 20年 9月 5日 付け 「入

札・契約の適正化に係 る評価における関心事項」で示 したとお り「応札者が 1

者のみであるものな どがある場合において、契約における競争性・透明性の確

保の観点か ら、必要に応 じ、評価委員会 自らが監事等によるチェックプロセス

のフォローを行っているか」 とい う視点であ り、上述の作業によって抽出され

るか否か、また、今回個別に指摘 したか否かにかかわらず、有効であるので、

改めてここに指摘 し、各府省の評価委員会の適切な評価を求めるものである。

(注) この類型については、「独立行政法人整理合理化計画の策定に係る基本

方針について」 (平成 19年 8月 10日 閣議決定)において示 されている 6

類型 (公共事業執行型、助成事業等執行型、資産債務型、研究開発型、

特定事業執行型、政策金融型)を用いているが、類型が重複 している法

人がある。
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もののみが拳げられている。

2「独立行政法人整理合理化計画の策定に係る基本方針」におけるf公 共事業執行型」とは、道路、ダム、市街地の整備改善等社会資本の整備 (公
共事業)を行つている法人の類型である。

3網 掛けの法人は、1者応札率が50%を超過かつ当該法人類型の平均の1者応札率を超過している法人である。
4類 型重複の欄は、次のとおりの意味を表し、重複している類型を示している。

公 :公共事業執行型、助 :助成事業等執行型、資 :資産債務型 、研 :研究開発型、特 :特定事業執行型、政 :政策金融型
51者応札率とは、一般競争入札件数のうち、応札者が1者である件数の割合をいう。
6法 人名欄の()内 は次のとおりの意味を表し、それぞれ当該法人の所管府省を示す。

(内 ):内閣府 ゃ(総 ):総務省 .(外 )外務省、(財 ):財務省、(文 ):文部科学省、(厚 ):厚 生労働省 .(農 ):農林水産省、(経 ):経済産業省 :

(国 ):国土交通省、(環 ):環境省、(防 ):防衛省

公
共
事
業
犠
行
壺

法人名 錮壼菫槙 ―螢競争入札件薇 1■応籠件強 :者応■率

支 程 橙 糧 581 220,
一晨 23〔 :

国)都 市再生機 構 公・資

件菫合計、平均1■ti率 (1者応札件数合計/一般競争入札件数合計) 507 32.鋤



1007・

助成事業等執行型

由

助
威
事
彙
等
犠
行
型

法人名 麟型菫横 一般競争入札件数 1者応札件敏 :者応札率

2 (文 | 日本スポーツ振興センター
〔支)日太革術文4ヒ 454'

支 援 機 構 43.21

(厚 雇用 :能 力開発機構 1 40: 401,

文 国立 大学 財 務・経 営センター 3469

7 1経 石油天 然 331'
外 国 際 交 流 黒 金 6 1 2959

経 新 エ ネル キ ー・産 業 技 術 総 合 開 発 機 構 287,
1 経 日本 貿易振 興機構 助・特 280,

屋 〕 窪 畜 産 業 振 興 411糧 1 2649

文 日本 字 術 振 興 会 220,
外 国 際 協 力機 構

国 空 港 周 迎 整 備 機 構 5 Cl,

件歓合計、平均1者応札率(1者な牢t件数合計/一般競争入札件数合計 ) 3.021 1,311 433'

(注)1本 表は「独立行政法人整理合理化計画の策定に係る基本方針」(平成19年 8月 10日 閣議決定)の事務・事業の類型及び各独立行政法人の平成 19

年度における随意契約見直し計画のフォローアップに基づき、当委員会が作成した。なお、当該類型においては、法人が主たる事業として実施する

もののみが挙げられている。

2「独立行政法人整理合理化計画の策定に係る基本方針」における「助成事業等執行型 Jと は、以下に掲げる事業の執行や助成等を行つている法人
の類型である。
(1)特 定の政策 目的を達成するために第二者に対して補助金の給付等 (競争的資金等の助成事業を含む)を 行っている法人
(2)価格・需給の安定を図るため、特定物品の売買、備蓄等を行つている法人
(3)国 際協力、国際交流等の業務を行つている法人

3網 掛けの法人は、1者応札率が50%を超過かつ当該法人類型の平均の1者応札率を超過している法人である。
4類 型重複の欄は、次のとおりの意味を表し、重複している類型を示している。

公 :公 共事業執行型、助 :助 成事業等執行型 、資 :資 産債務型、研 :研究開発型、特 :特定事業執行型、政 :政策金融型

51者応札率とは、一般競争入札件数のうち、応札者が1者である件数の害1合 をいう。

6法 人名欄の()内 は次のとおりの意味を表し、それぞれ当該法人の所管府省を示す。
(内 ):内閣府、(総 ):総務省、(外 )外 務省、(財 ):財務省、(文 ):文部科学省、(厚 ):厚 生労働省、(農 ):農林水産省、(経 ):経 済産業省、
(国 ):国土交通省、(環 ):環境省、(防 ):防衛省
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資産債務型
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件 菫 合 計 、平 均 1■応 れ 率 (1者応札件数合計/一般競争入札件数合計 )

(注)1本 表は「独立行政法人整理合理化計画の策定に係る基本方針J(平成 19年 8月 10日 閣議決定)の事務・事業の類型及び各独立行政法人の平成 19

年度における随意契約見直し計画のフォローアップに基づき、当委員会が作成した。なお、当該類型においては、法人が主たる事業として実施する
もののみが挙げられている。

2「独立行政法人整理合理化計画の策定に係る基本方針 Jに おける「資産債務型 Jと は、特定の政策 目的を達成するため、土地・建物等の資産を保有
する法人、又は、当核資産に該当しない資産を保有する法人の類型である。

網掛けの法人は、1者応札率が50%を 超過かつ当該法人類型の平均の1者応札率を超過している法人である。

類型重複の欄は、次のとおりの意味を表し、重複している類型を示している。
公 :公 共事業執行型、助 :助 成事業等執行型、資 :資産債務型 、研 :研究開発型、特 :特定事業執行型、政 :政策金融型

1者応札率とは、一般競争入札件数のうち、応札者が1者である件数の割合をいう。

法人名欄の()内 は次のとおりの意味を表し、それぞれ当該法人の所管府省を示す。

(内 ):内 閣府、(総 ):総務省、(外 )外 務省、(財 ):財務省、(文 ):文部科学省、(厚 ):厚生労働省 、(農 ):農林水産省、(経 ):経済産業省、
(国 ):国 土交通省、(環 ):環境省、(防 ):防衛省



研究開発型
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(注)1本 表は「独立行政法人整理合理化計画の策定に係る基本方針」(平成19年 8月 10日 閣議決定)の事務・事業の類型及び各独立行政法人の平成 19

年度における随意契約見直し計画のフォロ,アップに基づき、当委員会が作成した。なお、当該類型 においては、法人が主たる事業として実施する

もののみが挙げられている。

2「独立行政法人整理合理化計画の策定に係る基本方針」における「研究開発型」とは、試験研究・技術開発等を自ら行い又は第二者に行わせてい

る(助 成事業等執行型の (注)2(1)の 競争的資金等の助成事業を除く)法 人の類型であ 。

網掛けの法人は、1者応札率が50%を超過かつ 当該法人類型の平均の1者応札率を超過している法人である。
類型重複の欄は、次のとおりの意味を表し、重複している類型を示している。
公 :公共事業執行型、助 :助成事業等執行型、資 :資産債務型 、研 :研究開発型、特 :特 定事業執行型、政 :政策金融型

1者応札率とは、一般競争入札件数のうち、応札者が1者である件数の憲1合 をいう。
法人名欄の()内 は次のとおりの意味を表し、それぞれ当該法人の所管府省を示す。
(内 ):内閣府、(総 ):総務省、(外 )外務省 、(財 ):財務省、(文 ):文部科学省、(厚 ):厚生労働省 、(農 ):農林水産省、(経 ):経済産業省、
(国 ):国土交通省、(環 ):環境省、(防 ):防衛省



特定事業執行型
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lal l相 ゴ 独立行政法人整理合馴 ヒ計画の策超 こ係る基本方鉤 0弓蜘9鶴
翻 識 マ 8政 慕奎冤職 邸鶴 鍬 合月矛驚翠「 5浮君覚随意契約見直し計画のフォローアップに基づき、当委員会が作成した。なお、

2「独立行政法人整理合理化計画の策定に係る基本方針」における「特定事業執行型」とは、以下に掲げる事業を実施する法人の類型である。
(1)試験、教育、研修、指導監督及び養成ど 予つている法人
(2)1青 報発信、情報処理、啓発、展示、普及、助言、宣伝を行つている法人
(3)医療、福祉、検査、審査等の業務を行つている法人
(4)特 定物品の製造・生産を行つている法人
(5)共 済、保険、年金、福利厚生等の社会保障業務、危機対応業務及び 日米地位協定に基づく駐留軍等に対する労務提供等の業務を行つている法人

3網掛けの法人は、1者応本L率が5Cl%を超過かつ 当該法人類型の平均の1者応ヰL率を超過している法人であ税
4類型重複の相は、次のとおりの意味を表し、重複している類型を示している.

公 :公共事業執行型、助 :助成事業等執行型、資 :資産債務型、研 :研究開発型、特 :特 定事業執行型、政 :政策金融型

51者応札率とは、一般競争入札件数のうち、応オL者 が1者である件数の割合をいう。

6法人名相の ()内は次のとおりの意味を表し、それぞれ当該法人の所管府省を示す。
(内 ):内 閣府、(総):総 務省、(外 )外務省、(財 ):財務省、(文 ):文部科学だ、(厚):厚生労働省、(農):農林水産省、(経):経 済産業省、(国 ):国 土交通省、
(環):環境省、(防):防 衛省



政策金融型
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(注)1ホ 表は「独立行政法人整理合理化計画の策定に係る基本方針」(平成19年8月 10日 閣議決定)の事務。事業の類型及び各独立行政法人の平成19

年度 における 随意契約見直し計画のフォローアップに基づき、当委員会が作成した。なお 当該類型においては、法人が主たる事業として実施す
るもののみが挙げられている。

2「独立行政法人整理合理化計画の策定に係る基本方針 Jに おける「政策金融型 Jと は、融資等業務 (資金の貸付け、債務の保証、出資若しく1訴 1

子の補給、債権の買取・護受 )を 行つている法人の類型である。

3網 掛けの法人は、1者応札率が50%を 超過かつ当該法人類型の平均の1者応札率を超過している法人である。
4類 型重複の欄は、次のとおりの意味を表し、重複している類型を示している。

公 :公共事業執行型、助 :助成事業等執行型 、資 :資 産債務型、研 :研究開発型、特 :特定事業執行型、政 :政策金融型

51者応札率とは、一般競争入札件数のうち、応札者が1者である件数の害1合をいう。

6法 人名欄の()内 は次のとおりの意味を表し、それぞれ 当該法人の所管府省を示す。
(内 ):内閣府 、(総 ):総務省、(外 )外務省、(財 ):財務省、(文 ):文部科学省、(厚 ):厚生労働省、(農 ):農林水産省、(経 ):経 済産業省、
(国 ):国土交通省、(環 ):環境省、(防 ):防衛省

政
策
金
融
型

法 人名 ―性 饉 ● 入札件破 1者応 札件 破 1■
=量

〓

11(文 )日 立 大学財 務・経 営センター

日本 学 生 す 3■

石 油 天 然ガ ス・金 属 鉱 物 資 源 機 構 331'
41(財 、国 )住 宅 金 腱 198'

1財 、晨 )晨 林 漁業信 用基金

61(I二 福 祉 医療 機 構 4

7(財 、国 )奄 美 群 島振 興 開発 基金



参考資料 1

平成 20年 9月 5日

入札・契約の適正化に係る評価における関心事項

独 立 行 政 法 人 評 価 分 科 会

随意契約等評価臨時検討チーム

入札・契約の適正化に係る政策評価・独立行政法人評価委員会独立行政法人評価分科

会の評価における関心事項は以下のとお りである。

同関心事項のうち、「Ⅱ 個々の契約に係る評価」については、各府省評価委員会に

おいて追加的評価を行う場合には、独立行政法人通則法 (平成 11年法律第 103号)第
32条第 3項に基づく各府省評価委員会から当委員会に対する通知については、別途、

追加・補足の通知を可とする。

また、「I 契約に係る規程類、体制の整備状況等に係る評価」については、通常の

年度評価の枠組みの中で評価することが適当と考えるが、各府省評価委員会において、

「Ⅱ」に係る評価に伴い追加的評価 (体制の機能性の追加的評価等)が必要となる場合、

更には、本関心事項に基づき入札 。契約に係る事項全体について改めて評価を行 う場合

においても、上記と同様、別途の通知を可とする。

当委員会では、これらの評価結果 (通知)を踏まえ評価することとする。

I 契約に係る規程類、体制の整備状況等に係る評価

1 契約方式、契約事務手続、公表事項等、契約に係る規程類の整備の有無、及び規

定内容を把握 した上で、整備内容の適切性について評価を行っているか。

2 契約事務に係る執行体制を把握 し、当該体制が契約の適正実施確保の上で適切な

ものとなっているかについて評価を行っているか。

内部審査体制や第二者による審査体制が整備されていない場合、法人の業務特性

(専門性を有する試験 0研究法人等 )、 契約事務量等を勘案 し、これらの体制を整

備する必要性について評価を行ってじヽるか。また、整備 されている場合、競争性 0

透明性確保の観点から有効に機能 しているかについて評価を行っているか。

監事による監査は、これらの体制の整備状況を踏まえた上で行っているかについ

て評価を行っているか。

3 「随意契約見直し計画」の実施 。進捗状況や 日標達成に向けた具体的取組状況に

ついて把握 した上で、これらの実施状況等について評価を行っているか。

また、計画どお りに進んでいない場合、その原因を把握・分析 しているか。



個々の契約に係る評価

監事による個々の契約の合規性等に係るチェックプロセス (チ ェック体制、抽出

方法、抽出件数、個別・具体的チェック方法等)や入札監視委員会などの第二者に

よるチェックプロセスを把握 した上で、関連公益法人との間で随意契約を締結して

いるもの、落札率が高いもの、応札者が 1者のみであるものなどがある場合におい

て、契約における競争性・透明性の確保の観点から、必要に応 じ、評価委員会自ら

が監事等によるチェックプロセスのフォローを行っているか。



参考資料 2

事 務 連 絡

平成 20年 11月 14日

各府省官房長 各位

総務省行政管理局長

独立行政法人における契約の適正化について (依頼)

独立行政法人は、業務運営の自律性を確保することとされており、契約方法については、

原則として各法人の自主性に委ねられているが、業務の公共性に鑑み、業務運営の効率性及

び国民の信頼性の確保の観点から、業務運営の適正性・透明性を確保することが強く要請さ

れる。

独立行政法人の契約については、国における取組みを踏まえ、原則として一般競争入札等

(企画競争・公募を含む)に よることとされ、その導入、範囲拡大を図ることとされている。

今般、会計検査院は参議院に対して、「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況に

関する会計検査の結果について」 (国会法第 105条 の規定による参議院からの検査要請に基

づく報告)を報告したところであるが、その指摘を踏まえ、各府省におかれては、貴管下の

独立行政法人に対し、下記の具体的な措置を講ずるよう要請願いたい。

一般競争入札における公告期間・公告方法等について、会計規程等において明確に定

めること。また、公告期間の下限を国と同様の基準 とすること。

指名競争入札限度額を国と同額の基準 とすること。

包括的随契条項又は公益法人随契条項を設定 している場合、し意的な運用を排除する

ため、これ らに係る基準をできる限 り明確かつ具体的に定めること。

予定価格の作成・省略に関する定めについて、会計規程等において明確に定めること。

また、作成を省略する場合、省略する理由や対象範囲を明確かつ具体的に定め、省略

できる基準を国と同額の基準とすること。

総合評価方式や複数年度契約に関する規定について、会計規程等において明確に定め

ること。

総合評価方式、企画競争及び公募を実施する場合、要領・マニュアル等の整備を行 う

こと。

①

②

③

④

⑤

⑥



(別添 )

会計検査院法報告書 (平成 20年 11月 )

「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況に関する会計検査の結果について」(抜粋 )

2 所見

～ (省略 )

(2)契約制度、落札率等入本L及び契約の状況

ア 独立行政法人の契約制度

(ア)一 般競争契約における公告期間、公告の方法等や予定価格の作成に関する定め

など、契約の適正化を図る上で重要な契約手続については、会計規程等において

明確に定める。

(イ )随 意契約の基準において、包括的随契条項又は公益法人随契条項を設定 してい

る場合や、予定価格の作成の省略に関する取扱いについて、省略する理由や対象

範囲が明確でない場合は、し意的な運用を排除するため、各法人の業務の特性等

を踏まえて、これ らに係る基準をできる限 り明確かつ具体的に定める。

(ウ )公 告期間の下限が国の基準を下回る場合や、指名競争契約限度額や予定価格の

作成の省略に関する取扱いを国の金額基準を上回つて設定 している場合は、業務

運営上真にやむを得ないものを除き見直 しを行 う。

(工)総 合評価方式、企画競争、公募、複数年契約等、契約の適正化及び透明性の向

上に効果があると認められる取組については、今後更なる導入を図るとともに、

実施に当たっては、要領、マニュアル等の整備を行 う。

(以下省略 )



資料 7-2

平成 19年度における厚生労働省所管独立行政法人の業務の実績に関する

評価の結果についての意見 (備考付)

(目 次)

1 所管法人共通 …………………………………・・・……………………………………………………………………… 1

2 労働安全衛生総合研究所 …………………………………………………………・」・………………………・.… ….8
3 勤労者退職金共済機構 ……………………………………………………………………………………………… 11
4 高齢・障害者雇用支援機構 ……………………………1・ ………………………………………………………… 12
5 福祉医療機構 ………………………………………………………………………∵……………………………… 13
6 労働政策研究・研修機構 …………………………………………………………………………………………… 14
7 雇用・能力開発機構 ………………………………………………………………………………………………… 15
8 労働者健康福祉機構 …………………………

:・
………………………………………………………………‥… 17

9 国立病院機構 ………………・,… …………………………………………………………………………………… 19
10 医薬品医療機器総合機構 …………………………………………………………………………………………… 20
11 医薬基盤研究所 ……………………………………………………………………………………………………… 21
12 年金・健康保健福祉施設整理機構 …………………………………………………………………………………… 23
13 年金積立金管理運用 ………………………………………………………………………………………………… 24



(注 )「総務省政・独委意見 1中の下線は事務局において記載 したものであるハ

【1 所管法人共通】

総務省政・独委意見 備考

(評価の基準の明確化等)

・ 評価の基準の明確化等については、昨年度の当委員会意見として、貴委員会

を含む各府省の独立行政法人評価委員会に対 して、「評価の基準についてより

客観的かつ明確なものとなるよう見直すとともに、評価の結果についてもその

考え方、理由、根拠等を評価の基準との関係においてより分かりやすく説明す

べきである。」との指摘を行つたところである。

各府省の独立行政法人評価委員会の中には、評価指標の具体化、評定を付す

単位 (以下 「評定単位」 という。)の細分化、法人共通の評価事項 (例 えば、

欠損金、剰余金の適正化等)の設定、総合評価の考え方の統一など、評価結果

を分かりやすく説明するための取組を行つているところがみられる。

一方、各府省の独立行政法人評価委員会の平成 19年度の評価結果をみる

と、評価結果を分かりにくくしている要因として、以下のようなものがあると

考えられる。

貴委員会においては、評価結果を分かりやすく説明するために、これらにつ

いて考慮 した説明を行 うべきである。

i) 同一の評価事項 (例 :「契約の適正化」など)であっても、法人によつ

て、評定単位が詳細なもの 。概括的なものが混在 している。

五) 複数の業務を併せて評定する場合において、各業務のウエイ トの付け方

が不統一である。

面) 評定に際して、日標の達成 (進捗)が法人の努力によるものか、外部要

因によるものかがあいまいである。

市) 評定記号の意味する標語として 「おおむね」等の多義的な用語が使われ

ているが、その意味が不明確である。

○ 各府省独法評価委員会に対する意見に共通する記述で

ある。

i)について、府省評価委員会の中には法人によって財

務内容の改善に関する事項、その他業務運営に関する事項

の評定単位が詳細なもの概括的なものが混在 していると

のこと。(参考資料 1「独立行政法人等の評価結果一覧」

参照)

il)について、例えば、○○調査研究業務という評価項

目が 3つの研究テーマ等によって構成されている場合に、

2つが目標を上回り、1つが目標を下回つた場合の評定の

付け方、各テーマの評定の際のウエイトの考え方が法人に

○

○



よつて不統一であるようなことを想定しているとのこと。

O lli)に ついて、例えば、資産運用の評価において目標達

成が法人の努力か経済情勢によるものか不明な場合、経費

削減が法人の努力によるものか主務省からの補助金削減

などによるものか不明な場合を想定しているとのこと。

O 市)については、達成 (100)に対し、概ね達成がど

のレベル (水準)なのかを明らかにすることなどを考えて

いるとのこと。

(保有資産)

・ 保有資産の見直し状況の評価については、「独立行政法人整理合理化計画」(平

成 19年 12月 24日 F45議決定。以下「整理合理化計画」という。)Ⅲ 一.1-(2)
「保有資産の見直し」において、「保有資産の見直しの状況については、監事

による監査、評価委員会における事後評価において、それぞれ適切にチェック

する。」こととされてお り、貴委員会においても、整理合理化計画において平

成 19生座申に処分等立る二ととされた塞勉資産の処分等の取組状況について

の評価が行われているハ

各府省の独立行政法人評価委員会の中には、整理合理化計画において処分等

することとされている資産以外の資産についても、主要な固定資産についての

固定資産一覧表等に基づく監事監査や減損会計の情報等を活用 した評価を行

つているところもあり、今後、法人の保有資産の見直しの取組に関する評価を

行 う際には、このような取組も参考にしつつ評価を行 うことが望ましい。

第 1パラグラフ (下線部を除く。)、 第 2パラグラフにつ

いては、各府省独法評価委員会に対する意見に共通する記

述である。

第 1パラグラフの下線部については、当省のほか、内閣

府、外務省、財務省、文部科学省、農林水産省、国土交通

省の各府省評価委員会に対する意見にも、同様の記述があ

る。

○

O

(官民競争入札等)

・ 官民競争入札等については、整理合理化計画Ⅲ-1-(3)「 官民競争入札

等の積極的な適用」において、「競争の導入による公共サー ビスの改革に関す

る法律 (平成 18年法律第 51号)に基づく官民競争入札等の積極的な導入を推

進 し、独立行政法人の提供する財・サービスの質の維持・向上と経費削減を図

る。」こととされてお り、貴委員会においても、整理合理化計画及び 「公共サ

○ 第 1パラグラフ (下線部を除く。)、 第 2パラグラフにつ

いては、各府省独法評価委員会に対する意見に共通する記

述である。

○ 第1パラグラフの下線部については、当省のほか、内閣



― ビス改革基本方針」 (平成 19年 12月 24日 閣議決定)に基づき平成 19年度

中に官民競争入札等の導入等が決定されている法人の業務について、その取組

状況等の評価が行われている^

各府省の独立行政法人評価委員会の中には、評価項目 (予算、収支計画及び

資金計画)の評価指標の一つに「官民競争入札等の活用について、検討が適切

に行われているか。」を設定し評価を行つているところなどもみられる。今後、

官民競争入札等の活用に関する評価を行 う際には、このような取組も参考にし

つつ評価を行 うことが望ましい。

府、外務省、財務省、文部科学省、農林水産省、経済産業

省、国土交通省、防衛省の各府省評価委員会に対する意見

にも、同様の記述がある。

(内部統制 (コ ンプライアンス体制の整備))

・ 内部統制については、昨年度の当委員会意見として、貴委員会に対し、「整理

合理化計画Ⅲ-2-(1)― ① 「業務遂行体制の在 り方」をも踏まえ、コンプ

ライアンス体制の整備状況 (倫理行動規程の策定、第二者を入れた倫理委員会

等の設置、監事による内部統制についての評価の実施など)等についての評価

を行 うべきである。」との指摘を行つたところであり、貴委員会においてもコ

ンプライアンス体制の整備状況の評価が行われている^

各府省の独立行政法人評価委員会の中には、コンプライアンス体制の整備状

況の評価にとどまらず、コンプライアンスを実践するための具体的手引書であ

る「コンプライアンス・マニュアル」の策定及び活用、職員に対する研修の実

施、内部監査結果等のマネジメン トレビューヘの反映等の状況を明らかにさせ

て評価を行つているところもある。内部統制に係る今後の評価に当たつては、

このような取組も参考にしつつ、内部統制の体制の整備状況の評価のみならず

内部統制のために構築 した体制・仕組みの運用状況についての評価を行 うこと

が望ましい。

第 1パラグラフ (下線部を除 く。)、 第 2パラグラフにつ

いては、各府省独法評価委員会に対する意見に共通する記

述である。

第 1パラグラフの下線部については、各府省独法評価委

員会に対する意見に共通する記述であるが、内閣府、文部

科学省、国土交通省の各府省評価委員会に対する意見につ

いては、「おおむね行われている」となつている。

O

○



(事業としての資金運用)

・ 独立行政法人の中には、個別法に基づき事業として資金の運用を行つている

ものがあり、平成 19年度においては、株式等のリスク管理による資金運用も

行つていた法人において、運用環境の悪化等による損失が生じているものがみ

られた。

資金の運用については、各府省の独立行政法人評価委員会の評価も法人によ

つてまちまちとなつており、当委員会においても様々な議論があつたところで

あるが、以下については共通の認識が得られた。

今後、個別法に基づき事業として行う資金運用であって、時価又は為替相場

の変動等の影響を受ける可能性があるものについては、下記①～③を踏まえて

厳格に評価を行うべきである。           ,
① 資金運用の実績が明らかにされているかどうか。

② 資金運用の基本的方針 (具体的な投資行動の意思決定主体、運用に係る主

務大臣、法人、運用委託先間の責任分担の考え方等)、 資産構成、運用実績

を評価するための基準 (以下「運用方針等」という。)が事前に明確にされ

ているかどうか。

③ 資金の性格、運用方針等の設定主体及び規程内容によつて法人はどのよう

な責任を負うのかについて、十分に分析されているかどうか。

当省のほか、外務省、農林水産省、経済産業省の各府省

評価委員会に対する意見にも同様の記述がある。

○

(給与水準及び総人件費改革)

・ 給与水準及び総人件費改革については、「行政改革の重要方針」(平成 17年

12月 24日 閣議決定)4-(1)一 ウー①一 (工)及び整理合理化計画Ⅲ-1
-(4)― ③において、事後評価における厳格なチェックが求められている。

給与水準に関しては、整理合理化計画Ⅲ-1-(4)一 ①一イ及びウの趣旨

を踏まえると、評価に当たつて、以下のような取組を行う必要があると考えら

れる。

1 国家公務員と比べて給与水準の高い法人について           '

○ 各府省独法評価委員会に対する意見に共通する記述で

ある。



① 給与水準の高い理由及び講ずる措置 (法人の設定する目標水準を含む)

についての法人の説明が、国民に対して納得の得られるものとなっている

か

② 法人の給与水準自体が社会的な理解の得られるものとなっているか

という観点からの検証を行い、給与水準の適正化に向けた法人の取組を促す

評価行 うこと

2 国の財政支出割合の大きい法人及び累積欠損のある法人について

給与水準について十分な説明責任を果たすことが求められており、特に、

国家公務員と比べ給与水準が高い場合、国民の理解を得ることがより困難 と

考えられることから、評価に当たつては、法人の説明を踏まえてより慎重に

給与水準の適切性の検証に取 り組むこと

また、総人件費改革については、簡素で効率的な政府を実現するための行政

改革の推進に関する法律 (平成 18年法律第 47号)第 53条等に基づき、各法

人において平成 18年度からの 5年間で 5%以上の削減を基本とする取組を行

うことが求められている。この取組についての評価を行 うに当たつては、これ

までの取組の状況と5年間で 5%以上の削減を確実に達成するための展望を

明らかにした上で法人の取組を促す評価を行 うことが必要であると考えられ

る。

以上の認識のもとに、今回、当委員会において、給与水準及び総人件費改革

に関する各府省の独立行政法人評価委員会等の評価の取組について横断的に
・

分析をしたところであり、その結果は別紙 2の とお りである。

この分析結果を踏まえ、個別法人の評価に関し、特に改善を要すると考えら

れる点については、当該法人の項において個別に指摘 している。給与水準及び

総人件費改革に関する今後の評価に当たつては、当該個別法人についての意見

を踏まえるとともに、個別に指摘 した法人に限らず厚生労働省所管法人につい

て、別紙 2に記載の考え方を踏まえて評価に取 り組まれたい。

0 1①について、国民に対して納得が得られにくいと考え

られる例として、別紙2-(1)一 アー (ア )(イ )(ウ )

(工 )を挙げている。

0 1②について、社会的な理解の得られにくい水準の例と

して、別紙2-(1)一 ウー (ア )を挙げている。



((1)契約に係る規程類に関する評価結果)

契約方式、契約事務手続、公表事項等、契約に係る規程類の整備内容の適切

性について、厚生労働省所管14法人のうち、 8法人については、評価結果に

おいて、「随意契約の見直しについて、国と同様の基準となるよう所要の規程

の整備を行つていることは評価できる」旨の言及などがなされているが、 6法

人 (勤労者退職金共済機構、福祉医療機構、労働政策研究・研修機構、国立病

院機構、医薬品医療機器総合機構、医薬基盤研究所)については、契約に係る

規程類の整備内容の適切性について評価結果において言及されていない。

また、 2法人については、表 3-(1)の とお り、会計規程等において、国の

契約の基準と異なる規定が設けられているが、このような規定が設けられてい

ることの適切性について、評価結果において言及されていない状況がみられ

た。

例えば、国の場合、随意契約によることができる具体的要件が定められてい

るが、独立行政法人の場合、随意契約要件として「前各号に掲げる場合のほか、

事業経営上特に必要があると認めたとき」と具体的に定められていない条項

(いわゆる「包括的随契条項」)が規定されているものがある。同条項は安易

に適用された場合の弊害が大きいと考えられ、法人の業務の特性等を踏まえて

あらかじめ想定される随意契約にならぎるを得ないものについてはできる限

り具体的に定めるべきであり、その規定の整備内容の適切性について検証し、

評価結果において明らかにする必要があると考えられる。

したがつて、貴委員会は、契約に係る規程類の整備内容の適切性を確保する

観点から、

① 契約に係る規程類の整備の有無及び規定内容を把握 した上で、これらの規

程類の整備内容の適切性についてより厳格に評価を行 うとともに、評価結果

において明らかにすべきである (勤労者退職金共済機構、福祉医療機構、労

働政策研究 0研修機構、国立病院機構、医薬品医療機器総合機構、医薬基盤

研究所)。

○ 第 1パラグラフについては、当省のほか、総務省、外務

省、財務省の各府省評価委員会に対する意見にも同様の記

述がある。

0 第 2パ ラグラフについては、当省のほか、財務省以外の

各府省評価委員会に対する意見にも同様の記述がある。

O 
｀
2法人とは、福祉医療機構、国立病院機構である。

O 当省のほか、総務省、外務省、財務省の各府省評価委員

会に対する意見にも同様の記述がある。



今後の評価に当たつて、国の契約の基準と異なる規定については、 「独立

行政法人における契約の適正化について (依頼)」 (平成20年 H月 14日 総

務省行政管理局長事務連絡。参考資料 2参照)を も踏まえて評価するととも

に、評価結果において明らかにするよう留意されたい。

② ○ 各府省独法評価委員会に対する意見に共通する記述で

ある。

((2)随意契約見直 し計画の実施・進捗状況等に関する評価結果)

随意契約見直し計画の実施・進捗状況等に関して、厚生労働省所管14法人に

ついては、評価結果において、「随意契約比率については前年を下回つたが、

依然としてその比率は高いと考えられるため、平成19年 12月 に策定した「随

意契約見直し計画」を速やかに実施するなど、見直しを一層促進することが望

まれる」旨の言及などがなされている。

しかしながら、 4法人については、表 3-(2)の とお り当該法人における競

争性のない随意契約の金額について平成19年度実績が18年度実績と比較 し

て増加 しているにもかかわらず、この原因等の検証結果が、評価結果において

言及されていないとの状況がみられた。

したがって、今後の随意契約見直し計画の実施・進捗状況等に関する評価に

当たつては、随意契約の金額が増加 している原因等の検証結果についても評価

結果において明らかにするよう留意されたい。

○ 総務省以外の各府省評価委員会に対する意見にも同

様・類似の記述がある。

0 4法 人とは、労働安全衛生総合研究所、勤労者退職金共

済機構、医薬品医療機器総合機構、年金・健康保険福祉施

設整理機構である。



独立行政法人労働安全衛生総合研究所】

総務省政・独委意見 備考

経費削減の取組については、業務実績報告書において、平成19年度から始ま

つた 「高圧設備の長時間使用に対応 した疲労強度評価手法に関する研究」での

光熱水量の増加が見込まれたが、人工環境室を清瀬地区に集約し施設経費の永

続的な節減を図るなどの経費節減努力により、今年度の光熱水量の増加を対前

年度8.8%の増加に抑えることができたとしており、評価結果においては施設の

統合等による施設経費の節減などに努めていると評価 している。

しか しながら、その前提となる上記研究での光熱水量の増加量及び増加額や

人工環境室の統合等による経費節減額が明らかにされていないことから、経費

節減額等を明らかにさせた上で評価す大きである。

「その前提となる上記研究での (中略)経費節減額が明

らかにされていない」とは、評価結果にこの経費節減額等

が記載されていないということである。

O

「インターネット等による調査及び研究成果情報の発信」については、中期

計画において、①公表論文の概要等を研究所のホームページにおいて公開、②

年報等を発行し産業界等への研究成果の広報を図る、③研究成果を活用した事

業場向け技術ガイ ドライン等の発行及び研究成果の一般誌等への積極的な寄

稿、が中期目標を達成するためにとるべき事項として定められているものの、

具体的な数値目標が定められていない。

平成19年度の評価結果においては、上記のとおり具体的な数値目標が定めら

れていないこと、また、18年度 (A評定)と 比較しても一般誌等への寄稿件数

及び研究所ホームページヘのアクセス件数が減少していることからS評定 (中

期計画を大幅に上回つている)と する理由が不明確であり、評価の考え方、理

由、根拠等を明らかにさせた上で評価すべきである。

「S評定 (中期計画を大幅に上回つている)と する理由

が不明確」とは、評価結果にこの理由が十分に記載されて

いないということである。

O



本法人の給与水準については、昨年度の当委員会意見として、貴委員会に対

し、 「国民の視点に立って給与水準の適切性等について厳格な評価を行 うべき

である。」との指摘を行つている。

本法人の平成19年度における給与水準は、対国家公務員指数 (年齢勘案)で

114.4(事務 。技術職員)と 国家公務員の水準を上回つている。

これについては、評価結果において「役職員の報酬・給与等の状況は妥当で

あり、適切と認められる。一部に、この法人に限つたことではないが役員報酬

が高いとの意見もあつた。なお、給与水準の対国家公務員指数については、適

正な水準まで引き下げる必要がある。」と記載されている。

しかしながら、同年度の役員の報酬等及び職員の給与の水準に関する情報の

公表 (以下「給与水準等公表」とい う。)における本法人自身の説明によると、

給与水準が高い理由として、①職員の学歴構成、②その他法人固有の事情 (国

からの出向者の異動保障)が挙げられているものの、これら法人の説明に対す

る貴委員会としての認識が評価結果において示されていない^

今後の評価に当たつては、別紙 2(1-(1)一 アー (ア)、 (イ )、 (工))を踏まえ、

法人の説明が国民の納得の得られるものとなっているかという観点から検証

し、その結果を評価結果において明らかにすべきである。

また、上記以外にも、別紙 2(1-(1)一 ウー (ア))の状況がみられるので、

これも踏まえた評価に取 り組まれたい。

法人の給与水準に適切性等に関する評価については、当

委員会に本法人の「役職員の報酬・給与等の状況」という

資料を提出の上説明を行い、これを踏まえて、「給与水準の

対国家公務員指数については、研究職では 100未満であ

るが、事務職、技術職員では 114.4で あり、適正な水

準まで引き下げる必要がある。」との評価をいただいたと

ころであるが、評価結果に給与水準が高い理由に対する認

識が記載されていないため、「これら法人の説明に対する

(中略)示 されていない。」とされた。

○

本法人の総人件費改革の取組については、給与水準等公表によると、平成17年

度の基準値1,053,105千円に対し19年度1,043,773千円 (1.6%の減少 (人事

院勧告を踏まえた給与改定分を除く。))と なっており、取組開始から2年を

経過 した時点で 2%以上の削減に至つていないが、この削減状況が法人の具体

的な削減計画上予定されたものであるとの事情はみられない。 しかしながら、

法人の取組の適切性についての検証状況及び今後の削減に向けた展望が、評価

○ 法人の総人件費削減に関する評価については、当委員会

に本法人の「役職員の報酬・給与等の状況」という資料を

提出の上説明を行い、これを踏まえて、「人件費の削減目標

の基準である給与、報酬等支給総額については、平成 17
年度実績から1.6%の 削減 (中期目標は 5年間で5%)
にとどまつており、さらなる効率化が必要である。」との

評価をいただいたところであるが、評価結果に取組の適切結果において明 るかに されていない ^



今後の評価に当たつては、取組開始からの経過年数に応じた達成状況を踏ま 1 性についての検証状況等が記載されていないため、「法人の

え、法人の取組状況の適切性について検証し、今後の削減計画等、5年間で5%1 取組の適切性についての (中略)明 らかにされていない。」

以上の削減を確実に達成するための展望を評価結果において明らかにした上  | とされた。

で、法人の取組を促すべきである。 (別紙 2(2-イ )参照)



独立行政法人勤労者退職金共済機構】

総務省政・独委意見 備考

一般の中小企業退職金共済事業、清酒製造業退職金共済事業及び林業退職金

共済事業における退職金等未請求者及び退職金共済手帳長期未更新者縮減対策

については、退職金等未請求者及び退職金共済手帳長期未更新者に対する取組

を重点的に行つたとして、 「内部進行管理の充実」の項目においてA評定 (中

期計画を上回つている)と しているが、この取組による具体的な効果について

は言及されていない。今後の評価に当たつては、退職金等未請求者及び退職金

共済手帳長期未更新者に対する取組による具体的な効果を明らかにした上で評

価すべきである。

退職金等未請求者及び退職金共済手帳長期未更新者縮減

対策については、具体的に資料を提出の上、説明を行い、

これを踏まえた評価をいただいたところであるが、評価結

果の本文には具体的な効果が記載されなかつたため、「具体

的な効果については言及されていない」とされた。

なお、第 2期中期目標 (平成 20年 4月 ～平成 25年 3

月)においては、退職金等の未請求者に対する取組を進め

ること、毎年度進捗状況の評価及び成果の検証を行うこと

等を定めている。

建設業退職金共済事業における退職金共済手帳長期未更新者縮減対策につい

ては、各種の改善策が実行され、手帳更新 。退職金請求の実績件数が前年より

改善しているとして、 「建設業退職金共済事業の適正化」の項目においてA評

定 (中期計画を上回つている)と しているが、退職金共済手帳長期未更新者に

対する取組による具体的な効果については言及されていない。今後の評価に当

たつては、退職金共済手帳長期未更新者に対する取組による具体的な効果を明

らかにした上で評価すべきである。

○ 建設業退職金共済事業における退職金共済手帳長期未更

新者縮減対策については、具体的に資料を提出の上、説明

を行い、これを踏まえた評価をいただいたところであるが、

評価結果の本文には具体的効果が記載されなかつたため、

「具体的な効果については言及されていない」とされた。

なお、第 2期中期目標においては、共済手帳の長期未更

新者に対する取組を進めること、毎年度進捗状況の評価及

び成果の検証を行うこと等を定めている。

建設業退職金共済事業勘定及び清酒製造業退職金共済事業勘定の利益剰余金

(平成18年度末にそれぞれ約982.5億 円、約10,7億円、19年度末にそれぞれ

約858.8億円、約10.4億円)について、昨年度の当委員会意見として、貴委員

会に対 し、 「利益剰余金の発生要因等を業務実績報告書等で明らかにさせた上

で厳格な評価を行 うべきである。」との指摘を行つたところであるが、平成19年

度の評価結果をみると、発生要因等が明らかにされていない。今後の評価にあ

たつては、利益剰余金の発生要因等を明らかにさせた上で業務運営の適切性の

評価を行 うべきである。

利益剰余金の発生要因については、独立行政法人整理合

理化計画 (平成 19年 12月 24日 閣議決定)等で指摘を

受けている他の論点と併せて、労働政策審議会勤労者生活

分科会中小企業退職金共済部会において議論をいただいて

いる。



独立行政法人高齢 口障害者雇用支援機構】

総務省政・独委意見 備考

。 本法人の平成19年度における給与水準は、対国家公務員指数 (年齢勘案)で

114.6(事務・技術職員)と 国家公務員の水準を上回つている。

その理由として、同年度の給与水準等公表における本法人自身の説明による

と、①職員の勤務地や学歴構成、②管理職割合の高さ、③その他法人固有の事

情 (人材確保等のため、類似の非特定独立行政法人 (旧 特殊法人)等の給与水

準を勘案してきたこと)が挙げられている。しかしながら、評価結果において、

①及び③にっぃての言及はなされているが、②に関して法人の説明の合理性の

当該機構の給与水準についてはt国家公務員の水準を上

回つている要因の一つが「管理職割合の高さ」にあること

を踏まえ、適切な給与水準に向けた是正措置として、平成

19年度において、この職務手当を定率制から定額制に変更

して、おおむね国よりも額を低く設定する取組を行つたと

ころであり、平成20年 7月 17日 及び8月 18日 に開催

した当委員会労働部会において、その旨を説明の上、評価

をいただいたところであるが、平成 19年度の業務実績の

評価結果の本文、又は、同年度の業務実績評価シー ト中の

委員会としての評定理由欄にその検証状況が具体的に記載

されていないため、「評価結果において (中 略)明 らかにさ

れていない。」とされた。

検 証状 況が 明 らか に され ていない

今後の評価に当たつては、別紙 2(1-(1)一 アー (ウ))を踏まえ、法人の説

明が国民の納得の得 られるものとなつているかという観点から検証し、その結

果を評価結果において明らかにすべきである。



独立行政法人福祉医療機構】

総務省政・独委意見 備考

心身障害者扶養保険事業については、繰越欠損金が制度改正により今後解消

される見通しとなったことや、道府県 。指定都市に対する指導等を適切に運営

していることとしてA評定 (中期計画を上回つている)と している。

しかしながら、①繰越欠損金の解消については、法人の努力ではなく、国と

地方公共団体による財政支援によるものであること、②道府県 0指定都市に対

する指導等の実施についても、地方公共団体との事務担当者会議を年 2回開催

したことや改正内容のパンフレットを作成し各都道府県に送付して周知させ

たこと等であることから、A評定とするだけの理由が明らかでないハ

今後の評価に当たつては、評価の考え方、理由、根拠等について明らかにし

た上で、評価すべきである。

法人は、事業見直しの検討のため国に設置された心身障

害者扶養保険検討委員会において、検討に必要な資料の作

成及び情報提供、道府県・指定都市に対する改正内容の周

知等を適切かつ積極的に実施し、制度改正に貢献してきた

ところであるが、「A評定とするだけの理由が明らかになつ

ていない」とされた。

本法人の給与水準については、昨年度の当委員会意見として、貴委員会に対

し、 「国民の視点に立って給与水準の適切性等について厳格な評価を行うべき

である。」との指摘を行つている。

本法人の平成19年度における給与水準は、対国家公務員指数 (年齢勘案)

でH9.5(事務・技術職員)と 国家公務員の水準を上回つている。

その理由として、同年度の給与水準等公表における本法人自身の説明による

と、①職員の勤務地構成、②管理職割合の高さ、③その他法人固有の事情 (民

間における金融部門における給与実態を勘案していること)が挙げられてい

る。 しかしながら、評価結果において、②及び③についての言及はなされてい

るが、①に関して、法人の説明の合理性が検証されているか明らかにされてい

法人の給与水準の適切性等に関する評価については、当

委員会に各法人の「役職員の報酬・給与等の状況」という

資料を提出の上説明を行い、これを踏まえた評価をいただ

いたところであるが、評価結果の本文に記載されていない

ため、「評価結果において、 (中略)検証結果が明らかにさ

れていない。」とされた。

ない。

今後の評価に当たつては、別紙 2(1-(1)一 アー (イ))を踏まえ、法人の

説明が国民の納得の得られるものとなつているかという観点から厳格なチェ

ックを行 うべきである。



独立行政法人労働政策研究・研修機構】

総務省政・独委意見 備考

本法人の平成19年度における給与水準は、対国家公務員指数 (年齢勘案)で

118.9(事務・技術職員)と 国家公務員の水準を上回つている。

その理由として、同年度の給与水準等公表における本法人自身の説明による

と、①職員の勤務地や学歴構成、②その他法人固有の事情 (機構の出向職員に

おける I種試験相当採用者の在職割合が高いこと)が挙げられている。 しかし

ながら、評価結果において、①についての言及はなされているが、②に関して、

法人の説明の合理性の検証状況が明らかにされていない。

今後の評価に当たっては、別紙 2(1-(1)一 アニ
(工))を踏まえ、法人の

説明が国民の納得の得られるものとなっているかという観点から検証し、その

結果を評価結果において明らかにすべきである。

法人の給与水準の適切性等に関する評価については、当

委員会に各法人の「役職員の報酬・給与等の状況」という

資料を提出の上説明を行い、これを踏まえた評価をいただ

いたところであるが、評価結果の本文に記載されていない

ため、「評価結果において、(中略)検証結果が明らかにさ

れていない。」とされた。



【7 独立行政法人雇用・能力開発機構】

総務省政・独委意見 備考

本法人については、整理合理化計画に基づき、年内を目途に存廃を含めその

在 り方について結論が出される予定となつている。今後の評価に当たつては、

中期計画の達成状況のみならず、当該結論に至った経緯 。理由を十分踏まえた

上で、評価を行うべきである。

○ 平成 20年 12月 24日 に「雇用 口能力開発機構の廃止

について」が閣議決定され、法人を廃止 し、業務・組織を

見直すなど抜本的な改革を行うこととされた。

本法人の給与水準については、昨年度の当委員会意見として、貴委員会に対

し、 「国民の視点に立って給与水準の適切性等について厳格な評価を行 うべき

である。」 との指摘を行つている。

本法人の平成19年度における給与水準は、対国家公務員指数 (年齢勘案)で
109.8(事務・技術職員)と 国家公務員の水準を上回つている。

これについては、評価結果において「給与水準の適正化に向けた取組を適切

に進めている。今後とも、早期にラスパイレス指数が適正な水準になるよう取

組を着実に進めていくことが望まれる。」と記載されている。

しかしながら、同年度の給与水準等公表における本法人自身の説明による

と、給与水準が高い理由として、①職員の学歴構成、②管理職割合の高さ、③

その他法人固有の事情 (従前は、職員の年齢や経験年数により昇格・昇給させ

ていたこと等)が挙げられているものの、これら法人の説明に対する貴委員会

が評価結果において示されていない。

今後の評価に当たつては、別紙 2(1-(1)一 アー (ア)、 (イ )、 (ウ )、 (工))
を踏まえ、法人の説明が国民の納得の得 られるものとなつているかとい う観点

から検証 し、その結果を評価結果において明らかにすべきである。

法人の給与水準の適切性等に関する評価については、国

に比べて給与水準が高 くなつている理由などの法人の見解

を含めた資料を当委員会に提出し、これを踏まえた評価を

いただいたところである。

しかしながら、評価結果の本文に、法人の見解に対する

委員会としての認識が記載されていなかつたため、「貴委員

会としての認識が評価結果において示されていない。」とさ

れたもの。

○

ア 関連法人に係る委託の妥当性に関する評価結果

・ 本法人には、平成19年度末現在で関連法人が3法人あり、昨年度の当委員会

意見として、貴委員会に対し、「整理合理化計画Ⅲ-2-(1)一 ②「関連法人等

との人・資金の流れの在り方」をも踏まえ、関連公益法人に対する業務委託の

○ 関連公益法人に対する業務委託の妥当性について

は、雇用促進住宅の管理委託に係る現状と今後の取扱

いなどの資料を当委員会に提出し、これを踏まえた評

価をいただいたところである。



妥当性について評価を行 うべきである」との指摘を行つている。しかしながら、|  しか しながら、評価結果の本文に、業務委託契約の妥

財団法人雇用振興協会と雇用促進住宅の管理運営等について約294.20億 円の業 1 当性について記載がなされていなかつたため、「評価結

務委託契約がなされており、当該発注額が関連法人における事業収入あ大部分 1 果において (中略)言及されていない。」とされたもの。
を占めているにもかかわらず、評価結果において、関連法人への業務委託契約

の妥当性について言及されていない。

今後の評価に当たつては、整理合理化計画において 「雇用促進住宅の管理運

営に係る (財)雇用振興協会への委託業務については、随意契約を改め、平成

20年度はブロック単位、平成21年度以降は都道府県単位ごとの競争性のある入

札方式へ移行する」とされていることを踏まえ、真に競争性が確保されている

かという観点から厳格に評価すべきである。



【8 独立行政法人労働者健康福祉機構】

総務省政・独委意見 備考

本法人の総人件費改革の取組については、昨年度の当委員会意見として、貴

委員会に対し、 「削減に向けた取組状況や効果について厳格な評価を行 うべき

である。」との指摘を行つている。

本法人の給与水準等公表によると、平成17年度の基準値101,685,384千円

に対し19年度 103,947,108千 円 (1.5%の増加 (人事院勧告を踏まえた給与改

定分を除く。))と なつており、取組開始から2年を経過 した時点で 2%以上

の削減に至っていないが、この削減状況が法人の具体的な削減計画上予定され

たものであるとの事情はみられない。 しかしながら、法人の取組の適切性につ

立lて の検証状況及び今後の削減に向けた展望が、評価結果において明らかにさ

総人件費改革の取組については、当委員会に提出した「平

成 19年度業務実績評価関係資料」中、「役職員の報酬・給

与等の状況」の中で説明を行い、これを踏まえた評価をい

ただいたところであるが、評価結果の本文に、今後の削減

計画等、 5年間で5%以上の削減を確実に達成するための

展望が記載されていないため、「法人の取組の適切性につい

ての (中 略)明 らかにされていない。」とされた。

○

れていない。

今後の評価に当たつては、取組開始からの経過年数に応 じた達成状況を踏ま

え、法人の取組状況の適切性について検証し、今後の削減計画等、5年間で 5%
以上の削減を確実に達成するための展望を評価結果において明らかにした上

で、法人の取組を促すべきである。 (別紙 2(2-イ )参照)

一般競争入札における 1者応札率が高い法人に関する評価結果

本法人については、表 3-(3)及 び資料のとおり、①平成19年度における一

般競争入札の うち応札者が 1者の件数が 2者以上の件数を超過 (1者応札率が

50%を超過)している、かつ、②本法人の 1者応札率について本法人が該当す

る法人類型の平均の 1者応札率を超過 している。一般競争入札は契約の競争

性・透明性を高めるという意義を有するものであり、特に、 1者応札率が高い

法人については競争性・透明性の確保の観点からの理由等の説明を踏まえた検

証が必要であると考えるが、評価結果において言及されていない。

今後の個々の契約の合規性等に係る評価に当たつて、一般競争入札において

1者応札率が高い法人については、法人の業務を勘案した上で、 一般競争入

札において制限的な応札条件が設定されていないかなど、競争性・透明性の確

一般競争入札における1者応札率の高さについては、当

委員会に資料を提出の上説明を行い、これを踏まえた評価

をいただいたところであるが、評価結果の本文に、競争性・

透明性の確保の観点からの理由等の説明を踏まえた検証が

記載されていないため、「評価結果において言及されていな

い。」とされた。

○



保の観点からより厳格な検証を行い、必要に応 じ、改善方策の検討などを促す

とともに、その結果を評価結果において明らかにすべきである。



【9 独立行政法人日立病院機構】

総務省政・独委意見 備考

本法人の総人件費改革の取組については、給与水準等公表によると、平成17年

度の基準値304,525,998千 円に対し19年度312,968,784千円 (2.1%の増加 (人

事院勧告を踏まえた給与改定分を除く。))と なっており、取組開始から2年

を経過 した時点で 2%以上の削減に至っていないが、この削減状況が法人の具

体的な削減計画上予定されたものであるとの事情はみられない。しかしながら、

法人の取組の適切性についての検証状況及び今後の削減に向けた展望が、評価

結果において明らかにされていない^

今後の評価に当たつては、取組開始からの経過年数に応 じた達成状況を踏ま

え、法人の取組状況の適切性について検証し、今後の削減計画等、5年間で5%
以上の削減を確実に達成するための展望を評価結果において明らかにした上

で、法人の取組を促すべきである。 (別紙 2(2-イ )参照)

総人件費改革の取組に関する評価については、当委員会に

人件費削減の取組について言及している資料 (平成 19年

度業務実績評価シー ト)を提出の上説明を行い、これを踏

まえた評価をいただいたところであるが、評価結果におい

て「今後の削減に向けた展望」が明らかにされていないた

め、「評価結果において明らかにされていない。」とされた。

○



独立行政法人医薬品医療機器総合機構】

総務省政・独委 備考

本法人の総人件費改革の取組については、本法人の給与水準等公表によると、

平成17年度の基準値545,454千円に対し19年度609,545千 円(11.1%増加 (人

事院勧告を踏まえた給与改定分を除く。))と なつている。この状況が法人の

具体的な削減計画上予定されたものであるとの事情はみられない。 しかしなが

ら、業務実績報告書においては、「新給与制度の導入等により、平成19年度に

おける人件費については、約3.3%の削減 (対平成17年度一人当たり人件費)

が図られた」と給与水準公表における基準値及び実績値 と異なる説明がされて

おり、これを前提とした評価が行われているが、公表値を前提とした法人の取

組の検証状況については評価結果において明らかにされていない。

今後の評価に当たつては、取組開始からの経過年数に応 じた達成状況を踏ま

え、公表値を前提 とした法人の取組状況の適切性について検証し、今後の削減

計画等、5年間で 5%以上の削減を確実に達成するための展望を評価結果にお

いて明らかにした上で、法人の取組を促すべきである。 (別紙 2(2-ア )参
照)

※ただし、本法人の基準値及び実績値は、平成17年度及び19年度の非審査

人員に係る実績額 (総人件費から審査経理区分の人件費を除いた額をいう。)

であり、審査人員について 3年間でおおむね倍増とされたことを踏まえ、同

機構の中期計画において常勤職員について582人まで増加することとして

おり、21年度における人件費の実績額の確定後に、基準値の補正を行 うこ

ととされている。

総人件費改革の取組に関する評価については、当委員会

に評価に資する資料を提出し、これを踏まえた評価をいた

だいたところであるが、給与水準公表における基準値及び

実績値 (非審査人員のみの実績)を踏まえた検証状況が評

価結果の本文に記載されていないため、「評価結果において

明らかにされていない。」とされた。

○



独立行政法人医薬基盤研究所】

総務省政・独委意見 備考

本法人の給与水準については、昨年度の当委員会意見として、貴委員会に対

し、「国民の視点に立って給与水準の適切性等について厳格な評価を行うべき

である。」との指摘を行っている。

本法人の平成19年度における給与水準は、対国家公務員指数 (年齢勘案)

で104.2(事務・技術職員)と 国家公務員の水準を上回つている。

その理由として、同年度の給与水準等公表における本法人自身の説明による

と、①職員の勤務地や学歴構成、②管理職割合の高さ、③その他法人固有の事

情 (研究所の出向者の構成 (ほ とんどが本府省及び管区機関からの出向者))

が挙げられている。しかしながら、評価結果において、③についての言及はな

されているが、①、②に関して法人の説明の合理性の検証状況が明らかにされ

法人の給与水準の適切性等に関する評価については、当

委員会に各法人の「役職員の報酬・給与等の状況」という

資料を提出の上説明を行い、これを踏まえた評価をいただ

いたところであるが、評価結果の本文に記載されていない

ため、「評価結果において、(中略)検証状況が明らかにさ

れていない。」とされた。

○

ていない。

今後の評価に当たつては、別紙 2(1-(1)一 アー (イ )、 (ウ))を踏まえ、

法人の説明が国民の納得の得られるものとなつているかという観点から検証

し、その結果を評価結果において明らかにすべきである。

本法人の総人件費改革の取組については、昨年度の当委員会意見として、貴

委員会に対し、 「削減に向けた取組状況や効果について厳格な評価を行 うべき

である。」との指摘を行つている。

本法人の給与水準等公表によると、平成17年度の基準値653,499千 円に対

し19年度673,992千円 (2.4%増 加 (人事院勧告を踏まえた給与改定分を除

く。))と なつてお り、取組開始から2年を経過した時点で 2%以上の削減に

至っていないが、この削減状況が法人の具体的な削減計画上予定されたもので

あるとの事情はみられない。しかしながら、法人の取組の適切性についての検

証状況及び今後の削減に向けた展望が評価結果において明らかにされていな

い。

法人の総人件費改革の取組の適切性等に関する評価につ

いては、当委員会に各法人の「役職員の報酬・給与等の状

況」及び「評1面 シー ト説明用資料」という資料を提出の上

説明を行い:これを踏まえた評価をいただいたところであ

るが、評価結果の本文に記載されていないため、「法人の取

組の適切性について (中 略)評価結果において明らかにさ

れていない。」とされた。

○



今後の評価に当たつては、取組開始からの経過年数に応 じた達成状況を踏ま

え、法人の取組状況の適切性について検証し、今後の削減計画等、5年間で5%
以上の削減を確実に達成するための展望を評価結果において明らかにした上

で、法人の取組を促すべきである。 (別紙 2(2-イ )参照)



独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構】

総務省政・独委意見 備考

本法人の総人件費改革の取組については、給与水準等公表によると、平成17年

度の基準値36人に対し19年度39人 (8.3%の増加)と なつており、取組開始

から2年を経過 した時点で 2%以上の削減に至つていないが、この削減状況が

法人の具体的な削減計画上予定されたものであるとの事情はみられない。 しか

しながら、業務実績報告書においては、 「総人件費改革における当機構の基準

人員数 (定員)は、41名 である。」と給与水準等公表における基準値及び実績

値 と異なる説明がされてお り、これを前提とした評価が行われているが、公表

値を前提 とした法人の取組の検証状況については評価結果において明らかにさ

総人件費改革の取組に関する評価については、当委員会

に平成 19年度業務実績評価関係という資料を提出の上説明

を行い、これを踏まえた評価をいただいたところであるが、

評価結果の本文に記載されていないため、「評価結果におい

て明らかにされていない。」とされた。

なお、総人件費改革の取組における基準値については、

41名であると考える。

O

れていない。

今後の評価に当たつては、取組開始からの経過年数に応 じた達成状況を踏ま

え、公表値を前提 とした法人の取組状況の適切性について検証し、今後の削減

計画等、法人の中期計画で示す平成21年度末までに4%以上の削減を確実に

達成するための展望を評価結果において明らかにした上で、法人の取組を促す

べきである。 (別紙 2(2-ア )参照)
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年金積立金の運用については、中期計画において、各年度における各資産ご

とのベンチマーク収益率を確保するよう努めるとされており、評価結果ではA
評定 (中期計画を上回つている)と されている。

しか しながら、外国債券については、中期計画において目標とされているベ

ンチマークを上回つた収益率となつているものの、国内債券、国内株式及び短

期資産は、おおむね、ベンチマーク並の収益率、また、外国株式はベンチマー

クを下回る収益率となってお り、A評定とする考え方、理由、根拠等が明らか

となっていない。

今後の評価に当たつては、より厳格な評価を行 うとともに、評価の考え方、

理由、根拠等を明らかにした上で評価すべきである。

年金積立金の運用実績の評価については、「評価の視点」

において、「中期目標期間において、各資産ごとのベンチマ

ーク収益率が確保されているか。」の観点だけでなく、「運

用受託機関の選定、管理及び評価は適切に行われている

か。」等の観点からも評価をすることとされており、本委員

会において、これを踏まえて評価をいただいたところであ

るが、評価結果の本文には「厳 しい投資環境である中、中

期目標として確保することを求められているベンチマーク

収益率を概ね確保できたことについては評価できる。」との

記載にとどまつており、「運用受託機関の選定、管理及び評

価は適切に行われているか。」等の観点からの評価の記載が

なかった。

○


